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ヨ
ハ
ン

ア
l

ベ
ル
の
法
理
論

｜
｜
物
権
債
権
峻
別
論
の
起
源
｜
｜

水

太

げ
ハ
ド

由
民

j幸

ヨハン・アーベルの法理論

は
じ
め
に

ア
l

ベ
ル
の
生
涯
と
作
品

ア
l

ベ
ル
の
法
理
論

1

『
法
学
に
適
用
さ
れ
た
弁
証
法
的
方
法
論
」

2

「
ユl
ス
テ
ィ
l

ニ
ア
l

ヌ
ス
帝
E
a
な
ミ
e
s
g
全
四
巻
へ
の
対
話
に
よ
る
入
門
』

3

「
方
法
』
と
「
対
話
』

w

ア
l

ベ
ル
に
対
す
る
評
価

V

お
わ
り
に

II E
 

は
じ
め
に(1

) 

ヨ
ハ
ン
・
ア
l

ベ
ル
（
』
各
自
ロ
〉
宮
－L
お
∞
l
H
a
e
－
－
か
れ
の
名
は
わ
が
国
で
は
も
と
よ
り
、
ド
イ
ツ
で
も
あ
ま
り
良
く
知
ら

385 

れ
て
い
な
い
。
法
制
史
・
法
思
想
史
の
側
か
ら
は
、
人
文
主
義
法
学
の
文
脈
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
人



文
主
義
法
学
と
い
う
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
三
巨
頭
（

E
5
5
E

）
」
と
呼
ば
れ
た
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
（k
r
E
B
m旨
巳
巳
。
）
（
イ
タ
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リ
ア
）
、
ピ
ュ
デ
（
の
巳
ロg

一B
O

回
信
念
）
（
フ
ラ
ン
ス
）
、
そ
し
て
ツ
ア
ジ
ウ
ス
（d
E
♀

N
S
F
g
）
（
ド
イ
ツ
）
に
関
心
を
集
中
せ
ざ
る

ア
l

ペ
ル
に
意
を
払
う
余
裕
な
ど
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
。
他
方
、
私
法
史
・
法
解
釈
学
の
側
か
ら
は
、
本
来
で
あ
れ

ば
ア
l

ペ
ル
の
名
を
逸
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
か
れ
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
重
要
な
構
成
要
素
、
物
権
と
債
権
の
体
系
的
峻

別
を
は
じ
め
て
提
唱
し
た
人
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
脈
で
も
か
れ
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
。

サ
ヴ
ィ
ニ
l

（
司
丘
包
江
岳
（
U
R
Z
。
ロ
∞
当
釘
ミ
）
の
存
在
が
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
た
め
で
あ
る
。

を
え
な
い
。

も
と
よ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ア

l

ベ
ル
研
究
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
数
は
少
な
い
も
の
の
重
厚
な
論
文
が
み
ら
れ

(2
) 

る
し
、
代
表
的
な
人
名
事
典
に
は
か
な
ら
ず
採
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
特
定
の
問
題
関
心
か
ら
か
れ
を
取
り
上
げ
る
も
の
に
は

(3
) 

枚
挙
の
暇
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
ア
l

ベ
ル
を
主
題
と
す
る
研
究
は
な
く
、
事
典
の
項
目
か
ら
も
外
さ
れ
て
い

る
。
の
み
な
ら
ず
、
関
連
主
題
に
取
り
組
む
論
文
の
な
か
で
も
そ
も
そ
も
言
及
さ
れ
な
い
か
、
言
及
さ
れ
て
も
ご
く
簡
潔
な
指
摘
が

(4

)(

5
) 

な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
唯
一
、
体
系
的
関
心
か
ら
か
れ
を
分
析
対
象
と
す
る
も
の
が
目
を
引
く
く
ら
い
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
主
に
ド
イ
ツ
の
先
行
研
究
に
依
拠
し
、
テ
ク
ス
ト
を
読
み
直
し
な
が
ら
、ア
l

ペ
ル
の
法
理
論
の
全
体
像

を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
か
れ
の
生
涯
を
辿
る
と
と
も
に
作
品
の
成
立
ち
を
み
（

H

）
、
作
品
を
順
に
紹

介
し
た
う
え
で
そ
の
内
容
を
要
約
し
（

E

）
、
こ
れ
に
対
す
る
後
世
の
評
価
を
分
析
・
検
討
し
た
後
（
町
）
、
最
後
に
、
本
稿
が
と
く

に
注
目
す
べ
き
と
考
え
る
点
を
指
摘
す
る

（V
）
。

II 

(6
) 

ア
l

ペ
ル
の
生
涯
と
作
品

ア
I

ペ
ル
の
時
代
と
生
涯



ア
l

ペ
ル
の
活
躍
し
た
一
六
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
は
、
二
つ
の
括
抗
す
る
法
学
上
の
潮
流
が
同
時
に
進
行
・
発
生
し
た
最
中
に
当

た
る
。

ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
（
〉
R
c
g
E
ω
）
を
完
成
者
と
す
る
註
釈
学
派
、

バ
ル
ト
ル
ス
（
回
R
E
g
p
ω

日
ぇ
2
5
Z

）
と
バ
ル
ド
ゥ
ス
（
回
包
含
ω

含

d
g
E
ω

）
を
最
高
の
権
威
と
す
る
注
解
学
派
、
こ
の
二

一
つ
は
、
ロ
ー
マ
法
の
継
受
で
あ
る
。

そ
の
現
実
的
な
要
因
は
、

つ
の
学
派
に
よ
り
担
わ
れ
た
中
世
ロ
l

マ
法
学
、
目
。
ωロ
m
w－
片5

（
イ
タ
リ
ア
学
風
）
を
修
め
た
学
識
法
曹
が
、
か
れ
ら
に
よ
り
施
さ

れ
た
註
釈
・
註
解
っ
き
の
ロ
1

マ
法
を
法
学
教
育
、
裁
判
実
務
な
ど
を
と
お
し
て
実
際
に
適
用
し
て
い
っ
た
こ
と
に
存
す
る
。

そ
の

進
行
が
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
の
は
一
五
世
紀
な
い
し
一
六
世
紀
で
あ
り
、
そ
の
中
間
に
当
た
る
一
四
九
五
年
に
は
、
帝
国
裁
判
所
令

（
同ω
B
E
R
m
o
立
の
宮
ω
。
E
E

ロ
肉
）
に
よ
り
、
す
で
に
事
実
上
み
ら
れ
た
学
識
法
曹
の
進
出
と
学
識
法
の
妥
当
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
人
文
主
義
法
学
で
あ
る
。

人
文
主
義
｜
｜
古
典
古
代
の
復
興
に
よ
り
神
・
人
間
の
本
質
を
考
究
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス

期
の
精
神
運
動
は
、
法
学
上
は
古
典
ロ
l

マ
法
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る

g
g

ロ
巳
片
g

に
対
す
る
批
判
と
し
て
現
れ
、
具
体
的
に

ヨハン ・アーペルの法理論

は
、
言
語
と
歴
史
の
無
知
・
無
理
解
、
釈
義
的
・
権
威
的
教
育
方
法
、
非
体
系
的
な
法
認
識
の
あ
り
方
を
論
難
し
た
。

イ
タ
リ
ア
を

起
点
と
す
る
こ
の
精
神
運
動
は
ド
イ
ツ
に
承
継
さ
れ
、
そ
こ
で
宗
教
改
革
の
開
始
と
相
ま
っ
て
い
っ
そ
う
先
鋭
化
し
、
一
六
世
紀
前

半
に
は
最
盛
期
を
迎
え
た
。

ド
イ
ツ
人
文
主
義
法
学
の
代
表
的
人
物
で
あ
り
、

(7
) 

い
わ
ば
穏
健
派
と
み
ら
れ
る
ツ
ア
ジ
ウ
ス
に
対
し
て
、
そ
の
片
隅
に
位
置
し
、

急
進
派
の
最
右
翼
と
目
さ
れ
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
か
ら
み
て
い
く
ア
！

アーぺルの肖像画句

ペ
ル
で
あ
る
。

ア
l

ペ
ル
の
生
涯
を
あ
ら
か
じ
め
概
観
し
て
お
こ
う
。

出
生
は
ニ
ユ
ル
ン
ベ

ル
ク
（
一
四
八
六
年
）
、
主
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
学
び
（
一
五

O
二
年
）
、
ヴ

387 

ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
逮
捕
事
件
を
起
こ
し
た
（

一
五
二
三
年
）
後
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン



ベ
ル
ク
大
学
の
法
学
部
教
授
を
六
年
間
務
め
（
一
五
二
四
｜
一
五
三
O
年
）
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
務
長
官
と
し
て
四
年
間
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ベ

388 
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ル
ク
に
滞
在
し
た
（
一
五
三
O
｜
一
五
三
四
年
）
が
、
健
康
不
良
か
ら
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
帰
郷
し
（
一
五
三
四
年
）
、
わ
ず
か
二
年

後
、
五
O
歳
で
亡
く
な
っ
た
（
一
五
三
六
年
）
。

生
立
ち
か
ら
修
学
時
代
ま
で

ヨ
ハ
ン
・
ア
l

ベ
ル
は
一
四
八
六
年
、

ル
タ
l

（
宮ω
2
E
F
C
一
昨
日
百
円
）
生
誕
の
三
年
後
、

ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
生
ま
れ
た
。

メ
ラ
ン

ヒ
ト
ン
（
司
E
E
3
冨
巴
g

の
宮
ぎ
ロ
）
が
生
ま
れ
る
一
一
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
父
も
ま
た
ヨ
ハ
ン
（
』
各
自
ロ
）
、
名
誉
あ
る
富
裕
な
織

(8
) 

物
工
で
あ
っ
た
。
兄
弟
で
は

3
ロ
ロ
のF
E
R
－5
2
5
ι
σ
日
開
2
N
C
Z
苛
ロ
σ
2
m
Eの
異
名
を
と
っ
た
ニ
l

コ
ラ
ウ
ス

（Z
W
。
－m
z
ω
）
、

各
々
著
名
な
宗
教
改
革
者
シ
ュ
ロ
イ
プ
ナ
l

（
口
。BE
2
ω

符
E
2
宮
2

）
、
芸
術
的
な
金
細
工
師
ヴ
ェ
ン
ク
（
〉
自
己
仏
当g
w
）
の

妻
と
な
っ
た
姉
妹
が
知
ら
れ
る
。
ア
l

ペ
ル
が
育
っ
た
家
庭
は
裕
福
で
上
品
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
五
O
二
年
の
秋
、
学
長
ポ
リ
ッ
ヒ
（
冨
ω
2
E
E
－
－
－
S

）
の
も
と
、
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
新
た
な
大
学
が
聞
か
れ
た
。
残
さ
れ

(9
) 

た
学
籍
登
録
簿
の
四
一
番
目
に
は

L
。
g

ロ

g
k
F
H
】
円
高
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

g
a
g
E
と
の
名
前
が
み
ら
れ
る
。
同
期
で
入
学
し
た
も
の
に
は
、

の
ち
に
シ
ユ
パ
ラ
テ
ィ
ン

（ω
3
E
E
）
と
し
て
知
ら
れ
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
（
の
g

円
阿
国
民
長EE
H
）
が
い
た
。
ア
l

ベ
ル
は
当
時
の

慣
例
に
し
た
が
い
は
じ
め
か
ら
専
門
教
育
を
専
攻
す
る
こ
と
は
な
く
、

い
ま
で
い
う
哲
学
部
に
お
い
て
一
般
教
養
を
学
ん
だ
。
当
時

そ
こ
で
は
人
文
主
義
者
と
し
て
名
高
い
ブ
ッ
シ
ュ

（
国2
5
8

ロ
g

ロ
乱
。
自
国
g
S

）
が
教
授
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
若
き
日
の
人
文

ル
ト
、

ア
l

ベ
ル
の
そ
の
後
の
学
問
的
傾
向
を
ふ
か
く
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
後
、

（
叩
）

一
五
一
六
年
に
は
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ヒ
で
も
学
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

エ
ル
フ

主
義
と
の
接
触
が
、

(U
) 

ア
l

ベ
ル
の
修
学
時
代
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
幸
運
な
こ
と

カま に
で、、

き（の
るさち

み
る

『
対
話
』の
記
述
か
ら
、
当
時
の
大
学
の
講
義
の
様
子
と
こ
れ
に
対
す
る
ア
i

ベ
ル
の
不
満
の
ほ
ど
を
知
る
こ
と



（
臼
）

ア
l

ペ
ル
は
そ
の
後
ふ
た
た
び
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
戻
り
、
遅
く
と
も
一
五
二
三
年
に
は
、

ロ
ー
マ
法
と
カ
ノ
ン
法
を
と
も

に
修
め
た
い
わ
ゆ
る
両
法
博
士
（
号
の
さ
三
三
宮
E
E
C
2
5
）
と
な
っ
た
。

結
婚
と
逮
捕
事
件

と
こ
ろ
で
、

（M
）
（
日
）

ア
l

ペ
ル
は
か
な
り
前
か
ら
、
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
（
同

S
S
F
w
q
）
、
司
教
コ
ン
ラ
l

ト

の
枢
密
顧
問
官
（
国
え
5
5

に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
修
学
時
代
と
重
な
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
こ
う
し
た
地
位
に
あ
る
も
の
が
さ
ら
に
教
育
を
受
け
る
た
め
に
著
名
な
大
学
に
赴
く
こ
と
は
、
当
時
に
お
い
て
は
め
ず
ら
し
い

（
問
。
ロ
B

仏
〈
。
ロ
吋
，F位
口
問
。
ロ
）

こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
同
一
の
地
位
に
あ
る
先
輩
に
、

（
口
町W
F
4
。
ロ
国
三
件
。
ロ
）
の
親
友
と
し
て
知
ら
れ
る
フ
ィ
ッ
シ
ヤ

フ
ッ
テ
ン

ー
（
司
ユ
包
ユ
のF
E
R
F
2
）
が
い
た
。
二
人
の
博
士
は
似
た
者
同
士
で
あ
っ
た
と
い
う
。

ア
l

ペ
ル
は
フ
イ
ツ
シ
ャ
！
と
と
も
に
聖

職
者
と
し
て
独
身
（
N
g
g
s
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。

フ
ィ
ッ
シ
ャ

1

が
マ
イ
ン
ツ
出
身
の
若
い
娘
を
妻
と
す
る
と
、
ア
l

ペ
ル
も
す
ぐ
に
こ
れ
に
続
き
、
聖
マ
ル
ク
ス
（
2
・

（
国
）

の
貴
族
の
家
系
に
属
す
る
修
道
女
と
結
婚
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
秘
密
の
結
婚
は
情
事
と
し
て
知
ら
れ
、
す
べ
て
の
都

市
で
公
然
の
う
わ
さ
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
修
道
士
と
修
道
女
が
続
々
と
修
道
院
を
去
る
事
態
と
な
る
に
至
り
、
コ
ン
ラ

l

ト
も

対
処
に
乗
り
出
さ
ざ
る
を
え
ず
、
修
道
女
を
修
道
院
に
一
民
す
よ
う
ア
l

ペ
ル
に
要
求
し
た
。
け
れ
ど
も
、
ア

l

ベ
ル
は
逆
に
、
『
独

し
か
し
、

冨
m
w
R
）

ヨハン・アーベルの法理論

自
の
結
婚
の
た
め
の
弁
明
（
匂
《
P
S
守
、
さ
句S
S

ミ
高
芯
）
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
防
衛
文
書
を
送
り
つ
け
、
「
有
害
な
人
間
の
律
法

（
口
）

に
反
対
し
て
神
の
命
令
に
基
づ
く
権
利
」
を
擁
護
し
た
。
人
間
の
法
と
神
固
有
の
法
で
は
後
者
が
優
先
す
る
と
こ
ろ
、
独
身
の
規
律

は
そ
う
し
た
自
然
法
に
矛
盾
し
、
か
え
っ
て
欲
望
の
増
殖
を
も
た
ら
す
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
首
尾
を
え
な
か
っ

た
。
二
週
間
ほ
ど
た
っ
た
後
の
一
五
二
三
年
六
月
一
日
昼
す
ぎ
、

ア
l

ベ
ル
と
フ
イ
ツ
シ
ャ

l

は
逮
捕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ア
l

ベ
ル
の
妻
と
同
僚
は
解
放
に
向
け
て
奔
走
し
た
。
そ
し
て
、
親
族
と
友
人
は
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
あ
る
帝
国
統
治
院

389 

（
同
色
。
町
向
。
抱

B
g

丹
）
に
対
す
る
請
願
（
∞
毛
主
仙
の
塁
。
ロ
）
に
よ
っ
て
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た



の
は
、
聖
職
者
の
婚
姻
は
監
獄
に
入
れ
る
に
及
ば
な
い
と
い
う
同
年
三
月
六
日
の
帝
国
議
決
（
何
色
。

z
g
m
ω
Z
R
E
C
回
）
で
あ
る
。
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帝
国
統
治
院
は
迅
速
に
対
応
し
、
コ
ン
ラ

l

ト
に
ア

l

ベ
ル
を
解
放
す
る
よ
う
命
じ
た
が
、
か
れ
は
こ
れ
に
応
じ
ず
、
同
年
六
月
一

四
日
に
は
反
対
に
、
帝
国
統
治
院
に
対
し
て
、
み
せ
し
め
の
た
め
に
も
法
に
し
た
が
い
手
続
を
進
め
る
決
心
を
固
め
た
と
回
答
し
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
緊
迫
状
態
は
あ
ま
り
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

ア
l

ペ
ル
陣
営
と
司
教
と
の
間
で
活
発
な
手
紙
の
や
り
取
り
が

（
四
）

な
さ
れ
、
お
互
い
が
歩
み
寄
り
の
姿
勢
を
み
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
逮
捕
か
ら
三
ヶ
月
ほ
ど
た
っ
た
同
年
八
月
二
六
日
、
ア

ー
ペ
ル
と
フ
イ
ツ
シ
ャ

1

は
つ
い
に
解
放
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
か
れ
ら
は
復
讐
断
念
誓
約
（
d
民
各
号
）
を
結
ば
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る

反
対
の
権
利
を
奪
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
職
と
禄
を
と
も
に
失
い
、
都
市
を
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
結
婚
し
た

聖
職
者
は
当
時
、
串
刺
し
に
さ
れ
る
か
生
き
た
ま
ま
焼
か
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
こ
と
に
寛
大
な
処
置
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
四
）

囚
人
か
ら
大
学
教
授
ヘ

逮
捕
事
件
後
一
週
間
ほ
ど
た
っ
た
後
、

ア
l

ペ
ル
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
l

と
と
も
に
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
を
離
れ
、

一
緒
に
ニ
ユ
ル
ン
ベ

ル
ク
に
赴
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
転
機
が
訪
れ
た
の
は
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
、
そ
の
背
後
に
は
か
の
宗
教
改
革
者
の
尽
力
が
あ
っ
た
。

ル
タ
l

は
一
五
一
二
年
以
来
、
創
設
問
も
な
い
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
神
学
部
教
授
、
一
五
一
七
年
に
は
宗
教
改
革
の
幕
開

け
と
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
九
五
ヶ
条
の
論
題
（
U
h
吋
常
認
ミ
）
」
を
公
に
し
て
い
た
。ア
l

ペ
ル
と
は
一
五
一
八
年
、
ヴ
ユ
ル
ツ
ブ
ル

ク
に
聖
堂
を
作
り
当
時
の
司
教
ロ
ー
レ
ン
ツ
（
円
。
お
ロN
g

ロ
巴
σ
g
）
の
歓
待
を
受
け
た
際
に
知
り
合
い
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
ル
タ
l

は
ル
ベ
ア
l

ヌ
ス

（
わ
さZ
ω

河
口
σ
g
ロ
ロ
ω
）
か
ら

『
弁
明
』
を
手
に
入
れ
る
と
、
そ
の
印
刷
版
を
欲
し
た
と
い
う
。

「
親
友
ク
ロl
ト
ゥ
ス
、
わ
た
し
は
き
み
に
わ
れ
わ
れ
の
ア

l

ペ
ル
の
b
ミ
§
足
。
を
印
刷
す
る
よ
う
送
り
返
し
ま
す
。
こ
れ
は
非
常

（
却
）

に
敬
慶
で
、
大
胆
な
、
そ
し
て
学
識
の
あ
る
弁
明
と
い
う
に
値
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
」
。
一
五
二
四
年
に
は
、
お
そ
ら
く
ル
ベ
ア

ー
ヌ
ス
の
配
慮
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
、
『
弁
明
』は
ル
タ
l

の
序
言
と
と
も
に
ケ
i

ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
で
再
版
さ
れ
て
い
る
。

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
法
学
部
教
授
、
シ
ユ
ヴ
ェ
ル
ト
フ
ェ
l

ガ
1

（
』
各
自
ロ
∞
各
当02
p
m
o
円
）
が
若
く
し
て
亡
く
な
り
、
早



急
に
欠
員
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、

ル
タ
l

は
い
ま
や
宮
廷
付
司
祭
と
な
っ
て
い
た
シ
ユ
パ
ラ
テ
イ
ン
に
相
談

し
、
ア

l

ベ
ル
が
逮
捕
事
件
以
来
き
わ
め
て
貧
し
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
か
れ
を
推
薦
す
る
よ
う
提
案
し
た
。
「
必
要
な
の

は
わ
た
し
が
き
み
に
そ
の
男
を
紹
介
す
る
こ
と
だ
け
ど
、
き
み
も
知
り
会
い
な
の
だ
か
ら
、
か
れ
が
講
義
を
う
ま
く
や
る
だ
け
で
な

く
、
敬
慶
で
キ
リ
ス
ト
を
ふ
か
く
思
慮
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
よ
ね
。
：
：
：
ア
l

ベ
ル
に
お
嫁
さ
ん
が
い
る
こ
と
が
公
的
に

い
っ
そ
他
人
の
名
前
で
講
義
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
俸
給
は
秘
密
に
渡
せ
ば
い
い
。
し
か
し
、

雇
用
す
る
こ
と
の
妨
げ
な
の
な
ら
、

わ
た
し
は
き
み
た
ち
が
い
つ
も
隠
れ
て
や
る
必
要
が
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
で
も
反
対
す
る
も
の
は
非
難
す
る
し
、
異
端
者
の

（
幻
）

便
宜
を
図
り
、
支
援
す
る
の
は
正
し
く
な
し
う
る
こ
と
だ
か
ら
」
。

（
泣
）

ア
l

ペ
ル
は
ル
タ
l

、
シ
ユ
パ
ラ
テ
イ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
支
持
を
集
め
、

一
五
二
四
年
、
ザ
ク
セ
ン
選
定
候
・
賢
明
侯

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

（
司E
a
立
与
己
2
4
司
包
括
）
よ
り
、
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
時
代
の
活
躍

ア
l

ペ
ル
が
シ
ユ
ヴ
ェ
ル
ト
フ
ェ
l

ガ
ー
か
ら
引
き
継
い
だ
の
は
、
巴
合
S

芯
（
学
説
葉
纂
）
の
講
座
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

と
合
わ
せ
て
、

の
代
わ
り
に
b
R
w
d設
さ
（
教
令
集
）
お
よ
び

U
R
W
G
H
b
r（
教
皇
令
集
）
の
講
座
も
担

ヨ
I

ナ
ス

（
』
ロ
ω
2
5
』
。
ロωω
）

当
し
た
。

ロ
ー
マ
法
と
カ
ノ
ン
法
の
こ
れ
ら
の
講
座
は
、

一
五
二
八
年
に
軽
減
措
置
が
と
ら
れ
る
ま
で
、
ア
l

ベ
ル
が
担
当
し
続
け

ヨハン・アーベルの法理論

た
。
行
政
面
で
は
、

一
五
二
四
／
二
五
年
の
冬
学
期
に
学
長
（
問
。
w
g
s
s、
そ
の
後
一
五
二
六
年
、

一
五
二
八
年
の
二
期
に
わ
た
り

学
部
長
（
ロ
2
8

）
を
務
め
て
い
る
。

ア
l

ベ
ル
の
俸
給
は
当
初
は
年
四
O
グ
ル
デ
ン
で
あ
っ
た
が
、

ン

フ
リ

l

ド
リ
ヒ
の
後
を
継
い
だ
弟
、
堅
忍
候
ヨ
ハ

（
』
各
自
ロ
品
。
円
一
回

g
s
z

－
向
。
）
は
こ
れ
を
八O
グ
ル
デ
ン
に
倍
増
さ
せ
た
。
大
学
側
は
選
帝
侯
へ
の
感
謝
を
怠
ら
な
か
っ
た
も
の

一
五
二
五
年
、

の
、
ア
l

ベ
ル
は
す
べ
て
の
法
学
博
士
の
な
か
で
ほ
ぼ
最
多
の
学
生
・
聴
講
生
を
集
め
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
な
お
さ
ら
に
一O

391 

グ
ル
デ
ン
の
昇
給
を
要
求
し
た
。
選
帝
侯
は
こ
の
要
求
に
こ
こ
ろ
よ
く
応
じ
、

ア
l

ペ
ル
の
俸
給
を
も
う
一
度
倍
増
さ
せ
た
う
え
、



し
か
も
現
在
の
と
こ
ろ
は
こ
こ
ま
で
と
の
含
み
を
持
た
せ
た
と
い
う
。
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（
お
）

一
人
の
人
物
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
で
ア
l

ペ
ル
は
学
向
上
、

ル
タ
l

の
終
生
の

友
人
・
支
持
者
で
あ
り
、
学
制
改
革
の
担
い
手
・
「
ド
イ
ツ
の
教
師

6
5
2
0
Z
2
m
2
5
8
E
O）」
、
人
文
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
る

(M
) 

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
、
そ
の
人
で
あ
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
一
五
一
八
年
、
ア
l

ベ
ル
よ
り
先
に
学
芸
学
部
の
ギ
リ
シ
ア
語
担
当
教
授
と

一
五
二
O
年
に
は
画
期
的
な
書
物
「
弁
証
法
論
綱
要
（
会
選
、
s
h
mミ
旨
忌

Q
r
a
S
M
S
S

）
』
を
公
刊
し
て
い
た
。

（
お
）

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
を
み
ず
か
ら
の
「
教
師

6
5
2
8
Z
S
」
と
呼
ん
で
い
る
。

し
て
着
任
し
、

ア

ー
ペ
ル
は
の
ち
に
こ
の
書
物
と
と
も
に
、

一
五
二
七
年
夏
、
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
ベ
ス
ト
が
猛
威
を
振
る
っ
た
と
き
、
大
学
は
同
年
八
月
イ
ェ
l

ナ
、
九
月
か
ら
翌
年
四

月
す
な
わ
ち
冬
学
期
い
っ
ぱ
い
の
問
、
ー
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
あ
た
り
の
小
都
市
シ
ュ
リ
l

ベ
ン
に
移
転
さ
れ
た
。
学
期
中
に
正
規
の

講
義
を
行
う
こ
と
な
ど
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
っ
た
が
、

ア
l

ペ
ル
は
な
に
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
』
ま
え
凡s
s
vお
な

（
法
学
提
要
）
を
解
説
す
る
こ
と
に
し
た
。
ガ
l

イ
ウ
ス

の
テ
ク
ス
ト
が
発
見
さ
れ
る
の
は
一
九
世
紀
の
こ
と
だ
か
ら
、

（
の
巳
ロ
ω

）

対
象
と
さ
れ
た
の
は
も
と
よ
り
ガ

l

イ
ウ
ス
を
も
と
に
し
た
ユ

l

ス
テ
ィ
l

ニ
ア
i

ヌ
ス

（E
2
F
E
S
g

）
帝
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

新
た
な
着
想
は
そ
こ
で
の
教
育
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
、

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
弁
証
法
を
法
学
に
適
用
す
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
行
わ
れ
た
講
義
は
大
き
な
人
気
を
博
し
、
大
学
都
市
に
戻
っ
て
か
ら
も
な
お
継
続
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
が
、

ア

ー
ベ
ル
は
大
胆
な
企
て
が
同
僚
の
不
興
を
買
う
の
を
お
そ
れ
、
は
じ
め
は
反
対
し
て
い
た
。
し
か
し
、

講
生
に
＝
冨
a
g
e
s
ι
s
z
n
F
M
g
g
t
。
訟
を
説
く
に
至
っ
た
。
の
ち
の
「
方
法
』
は
こ
の
ペ
ス
ト
時
の
講
義
に
由
来
す
る
も
の
で

（
部
）

あ
る
。

つ
い
に
は
折
れ
て
多
く
の
聴

一
方
、

一
五
二
七
年
の
終
わ

り
ご
ろ
、

ア
l

ベ
ル
の
学
問
的
能
力
を
た
か
く
評
価
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
市
参
事
会
（
河
旦
）
が
引
き
抜
き
の
た
め
に
ア
l

ベ
ル
と
接
触
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
も
ま
た
、

れ
を
知
っ
た
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、

ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
人
文
主
義
者
・
詩
人
カ
メ
ラ

l

リ
ウ
ス
（
』
。R
E
B

わ
ω
5
0
5
E
g
）
に
こ
う



宣
言
し
た
と
い
う
。
「
わ
た
し
が
思
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
ア

l

ベ
ル
を
わ
れ
わ
れ
の
大
学
か
ら
奪
い
取
ら
せ
る
こ
と
な
ど
、
あ
っ
て

（
幻
）
（
却
）

は
な
ら
な
い
」
。
ル
タ
l

の
助
力
も
あ
っ
て
、
ア

i

ベ
ル
と
市
参
事
会
と
の
交
渉
は
不
成
立
に
終
わ
っ
た
。

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
の
ア

l

ベ
ル
の
活
動
は
大
学
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
教
授
就
任
後
た
だ
ち
に
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
参
事
官

一
五
二
九
年
秋
に
は
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
荘
園
裁
判
所
陪
席
判
事
（
回
巴ω
伊
丹NO
E
S

国
広
向
。
丘
各
丹
）
に
任
ぜ

（W
C片
町
民
円
ω
己
仙
のF
O円
周
ω

件
）
、

ら
れ
た
。

ル
タ
l

・
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
の
親
交

（
却
）

一
五
二
五
年
六
月
二
二
日
、
ル
タ

i

は
カ
タ
リ

l

ナ
・
フ
ォ
ン
・
ボ

l

ラ
（
同
巳
E
E
g
g

ロ
図
。B

）
と
結
婚
し
た
。
こ
の
知
ら
せ

は
当
時
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
が
、
結
婚
式
に
招
か
れ
た
の
は
ブ

l

ゲ
ン
ハ
l

ゲ
ン

（
』
。
F
m
ロ
ロ

σ
ω

回
口
問
。
ロ
F
m
m
o
ロ
）
、

ク
ラ
ナ
l

ハ

（
戸
口
g
ω

開
店
ロ
m
S
）
、
そ
し
て
ア
l

ベ
ル
の
三
人
で
あ
っ
た
。

ル
タ
l

が
こ
の
重
要
な
行
為
の
数
少
な
い
証
人
と
し
て
ア
i

ベ
ル
を

ル
タ
ー
が
い
か
に
ア
l

ペ
ル
に
尊
敬
と
友
情
の
念
を
抱
い
て
い
た
の
か
を
示
し
て
い
る
。

年
前
、
不
利
な
情
勢
に
お
い
て
同
じ
行
為
を
敢
行
し
た
勇
気
を
、
ル
タ
l

は
思
い
起
こ
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ア
l

ペ
ル
に
は
各
々
三
人
の
息
子
と
娘
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
ア

l

ベ
ル
よ
り
先
に
他
界
し
て
い
る
。

選
ん
だ
と
い
う
事
実
は
、

ア
l

ペ
ル
が
数

一
五
二
六
年
七
月
、
学

部
長
で
あ
っ
た
ア
l

ベ
ル
が
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
へ
出
張
に
向
か
っ
て
い
る
聞
に
最
後
の
子
で
あ
っ
た
ま
だ
幼
い
娘
が
病
気
で
死
亡
し

ヨハン・アーベルの法理論

た
と
き
、

ア
l

ベ
ル
は
ほ
と
ん
ど
わ
れ
を
忘
れ
ん
ば
か
り
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
悲
劇
的
な
結
末
を
通
知
し
た
の
は
ル
タ

l

で
あ
っ
た
。

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
こ
の
と
き
、
受
入
先
で
あ
っ
た
カ
メ
ラ

l

リ
ウ
ス
に
、

ア
l

ペ
ル
を
気
づ
か
う
心
の
こ
も
っ
た
手
紙
を
綴
っ
て

い
る
。
少
々
長
い
が
引
い
て
お
こ
う
。
「
ア
l

ペ
ル
は
も
う
き
み
の
と
こ
ろ
に
到
着
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。

か
れ
を
受
け
入
れ
る
と
き
に
親
交
の
責
務
を
怠
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
き
み
も
知
っ
て
い
る
と
お
り
、
か
れ
は
学
識
を
有
し
、
わ
れ

の
学
派
に
属
し
て
い
る
た
め
に
、
同
僚
か
ら
ね
た
み
の
よ
う
な
も
の
を
受
け
て
い
ま
す
。
目
下
と
て
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わ
れ
［
す
な
わ
ち
人
文
主
義
］



も
つ
ら
い
こ
と
が
起
き
ま
し
た
。
か
れ
は
小
さ
な
娘
を
亡
く
し
た
の
で
す
。
わ
た
し
は
い
ま
、
か
れ
が
家
族
の
多
く
を
失
い
、
そ
の
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強
い
心
が
い
か
に
引
き
裂
か
れ
、
こ
の
苦
痛
に
は
耐
え
が
た
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
傍
ら
で
き
み

に
お
願
い
し
ま
す
。
ど
う
か
親
愛
な
る
助
力
、
心
遣
い
、
か
な
う
か
ぎ
り
の
あ
ら
ゆ
る
慰
め
を
も
っ
て
か
れ
の
苦
悩
を
和
ら
げ
て
あ

げ
て
く
だ
さ
い
。
わ
れ
わ
れ
の
仲
間
は
こ
こ
で
伴
侶
の
ふ
さ
い
だ
心
を
い
く
ら
か
元
気
づ
け
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
骨
を
お
り
ま
す
。

か
れ
は
心
配
し
な
い
よ
う
で
す
が
、
娘
を
失
っ
た
悲
し
み
が
気
持
ち
を
滅
入
ら
せ
る
だ
け
で
、
心
は
ふ
さ
い
で
し
ま
う
も
の
で
し
ょ

（
却
）

う
」
。
ア
l

ペ
ル
が
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
戻
っ
て
き
た
後
に
は
こ
う
書
き
留
め
て
い
る
。
「
す
ば
ら
し
い
人
の
悲
し
み
を
わ
れ
わ

れ
が
で
き
る
か
ぎ
り
和
ら
げ
る
こ
と
、
こ
れ
が
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
の
使
命
で
す
。
け
れ
ど
も
、
真
実
に
即
し
て
い
わ
な
け
れ
ば
な
り

（
幻
）

ま
せ
ん
が
、
か
れ
は
こ
ん
な
に
も
大
き
い
喪
失
を
高
尚
な
精
神
を
も
っ
て
引
き
受
け
て
い
る
の
で
す
」
。

プ
ロ
イ
セ
ン
法
務
長
官
の
重
責

と
こ
ろ
で
、
苦
悩
を
分
か
ち
合
っ
た
先
輩
フ
イ
ツ
シ
ャ
l

は
ア
l

ベ
ル
と
別
れ
た
後
、
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
で
職
を
え
、
そ
の
後

ケ
l

ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
に
赴
き
、
プ
ロ
イ
セ
ン
大
公
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
（

E
F
諸
島
2
0
ロ
回
S
E
g
σ
己
認
E
k
r
g
g♀
）
の
法
務
長
官
（
同g
N

・

－2

）
に
任
命
さ
れ
て
い
た
が
、
一
五
二
九
年
、
当
時
流
行
し
て
い
た
結
核
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
。
大
公
は
す
で
に
ル
タ
l

派
に
改

宗
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
後
任
を
捜
し
求
め
て
ル
タ

l

に
相
談
し
た
が
、
す
で
に
意
中
の
人
は
ア

l

ベ
ル
と
決
め
て
い
た
節
が
み
ら
れ
、

ル
タ
l

も
大
公
へ
の
協
力
を
惜
し
ま
な
い
旨
回
答
し
た
。
こ
う
し
て
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
を
離
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
当
時
、
ア
ー

ベ
ル
は
旅
立
ち
の
ま
え
に
も
う
一
度
、

3
冨
Z
Z
E
S

円
四
百
－
ゅ
の
立
の

2
5
z

。
E

を
講
述
し
た
と
い
う
。

（
沼
）

一
五
三
O
年
七
月
一
O
日
、
ア

l

ベ
ル
は
ケ
i

ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
地
を
踏
ん
だ
。
プ
ロ
イ
セ
ン
法
務
長
官
の
地
位
は
と
て
も
影
響

力
の
大
き
い
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
大
公
枢
密
顧
問
会
（
間
各
巴

E
2

岡
山
巳
）の
構
成
員
に
属
し
、
当
時
大
公
は
裁
判
権
を
行
使
し

た
と
こ
ろ
、
大
公
の
判
断
・
決
定
を
作
成
す
る
の
が
そ
の
主
た
る
業
務
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
司
法
事
項
だ
け
で
は
な
く
、

法
学
あ
る
い
は
学
識
を
前
提
と
す
る
行
政
関
係
の
仕
事
は
す
べ
て
法
務
長
官
の
管
轄
と
さ
れ
た
。

ア
l

ベ
ル
は
た
だ
ち
に
大
公
の
信



頼
を
獲
得
し
、
ア
l

ベ
ル
の
助
言
・
紹
介
で
あ
れ
ば
そ
の
多
く
が
大
公
に
通
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
二
人
は
形
式
的
な
雇

用
関
係
で
結
ぼ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
聞
に
は
真
の
友
愛
の
き
ず
な
が
あ
っ
た
。
大
公
の
置
か
れ
た
状
況
は
け
っ
し
て
う

ら
や
む
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
憂
外
患
の
状
態
に
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
と
き
に
大
公
が
助
力
を
求
め
た
の
は
ア

I

ペ
ル

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

の
ち
に
み
る
『
対
話
』
に
よ
れ
ば
、
ア
i

ペ
ル
は
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
に
滞
在
し
て
い
る
問
、
当
地
の
図
書
館
で
S
ミ
S
E
a

千

設
立
。
ミ
ミ
還
を
発
見
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
般
に
知
ら
れ
る

E
a
む
ミ
泣
きS

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
配
列
が
と
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
自
己
の
体
系
構
想
の
支
え
に
な
っ
た
と
い
う
。

『
方
法
』
出
版
の
決
断

ア
l

ペ
ル
が
講
述
し
た
3
冨
2
F
a
－s
ι
S
F
2
片
2
3
t
。
E

は
多
く
の
聴
講
生
に
よ
り
何
度
も
書
き
写
さ
れ
、
そ
の
複
写
版
は
い

ま
や
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
を
超
え
て
広
く
流
布
し
て
い
た
。
友
人
た
ち
は
出
版
を
考
え
る
よ
う
強
く
ア

l

ペ
ル
に
勧
告
し
た
。
そ
う

し
な
け
れ
ば
、
私
利
私
欲
に
駆
ら
れ
た
印
刷
工
が
ア
l

ペ
ル
を
出
し
抜
き
、
著
作
の
正
確
性
と
著
者
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
著
作
権
の
保
護
が
ま
だ
欠
け
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。

勧
告
者
の
な
か
に
は
、
す
で
に
同
様
の
傾
向
を
有
す
る
弁
証
法
的
作
品
「
法
律
の
ト
ピ
カ

（
吋
。Es
r
h
Q
R
G
）
』
を
公
刊
し
て
い

ヨハン・アーペルの法理論

た
人
文
主
義
法
学
者
、
カ
ン
テ
ィ
ウ
ン
ク
ラ
（

n
z
E
E
ω
（U
S
E
g
g
－m
）
も
い
た
。
か
れ
は
人
文
主
義
一
流
の
表
現
を
も
っ
て
こ
う

な
だ
め
た
と
い
う
。
「
か
つ
て
だ
れ
も
ア
l

ペ
ル
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
画
家
に
よ
り
完
成
さ
れ
て
い
な
い
コ
ス
島
の
ウ
ェ
ヌ
ス

［
ピl

ナ
ス
］
の
身
体
を
仕
上
げ
よ
う
と
い
う
勇
気
を
持
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
顔
の
美
し
さ
が
あ
ら
ゆ
る
芸
術
家
に
そ
う
し
た
こ
と
を

企
て
る
希
望
を
な
く
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
だ
れ
も
ア
l

ベ
ル
の
筆
に
な
る
卓
越
さ
に
は
到
達
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
こ

（
犯
）

の
完
成
ま
で
後
少
し
の
作
品
を
仕
上
げ
る
も
の
は
ど
こ
に
も
い
な
い
で
し
ょ
う
」
。
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ア
l

ベ
ル
は
つ
い
に
公
刊
を
決
意
し
た
。

一
五
三
三
年
四
月
一
日
、
外
交
交
渉
の
際
に
知
り
合
い
に
な
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
司
教



チ
ョ
イ
ン
ス
キ
（
』
g
n
g
E
ω
E

）
に
献
呈
の
辞
を
書
い
た
。
し
か
し
、
た
だ
ち
に
は
脱
稿
し
な
か
っ
た
。
以
前
か
ら
増
補
し
て
き
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て
は
い
た
が
、
言
語
学
者
ハ
ロ
ア
ン
ダ
ー
（
の
B
m
2

国
巳
g

昆
2

）
の
匂
合
S
E

校
訂
版
を
も
と
に
し
て
さ
ら
に
改
良
を
か
さ
ね
た
。

あ
と
が
き
の
日
付
に
は
七
月
コ
二
日
と
あ
る
。
公
刊
を
正
当
化
す
る
た
め
、
タ
イ
ト
ル
の
裏
面
に
カ
ン
テ
ィ
ウ
ン
ク
ラ
の
勧
告
を
印

刷
さ
せ
た
。
『
法
学
に
適
用
さ
れ
た
弁
証
法
的
方
法
論
（
足
立
ぎ
＆S
札
R
N
R
H雪
印
S
S

ミ

S
S
ミ
一
ミ
さ
さ
き
怠
芯
選
選
。
色
町
宮
）
』
は
、

一
五
三
五
年
の
謝
肉
祭
ご
ろ
、
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
パ
イ
プ
ス
（
司
ユ
包
ユS
3
3
5

）
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

一
0
0
0
部
あ
っ
た
初

版
は
同
年
の
聖
霊
降
臨
祭
の
際
に
は
ほ
ぼ
完
売
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
。

故
郷
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
ヘ

ア
l

ペ
ル
は
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
に
も
な
が
く
は
滞
在
し
な
か
っ
た
。
自
身
と
妻
の
健
康
が
害
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
荒
涼
な
海

風
が
健
康
に
よ
く
な
い
と
考
え
た
。
温
和
な
故
郷
の
山
々
へ
の
郷
愁
が
夫
婦
に
呼
び
起
こ
さ
れ
た
。
一
五
三
四
年
春
、
ニ
ユ
ル
ン
ベ

ル
ク
市
参
事
会
よ
り
あ
ら
た
め
て
打
診
を
受
け
た
と
き
、
ア
l

ベ
ル
は
も
は
や
以
前
の
よ
う
に
こ
れ
を
拒
絶
し
な
か
っ
た
。

同
年
九
月
、
ア
l

ペ
ル
は
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
参
事
会
顧
問
（
同
己
保
8
2
F
E

）
お
よ
び
弁
護
士
（
問
巳
g

を
兵
旦
）
の
地
位
に
つ

、
a

’
－
0

・U

ナ
ハ

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
兄
で
あ
る
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
H

ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
辺
境
伯
・
敬
虞
伯
ゲ
オ
ル
ク
（
の
g

持
母
円
司5
5
5
0

）

は
ア
l

ペ
ル
を
引
き
抜
き
返
そ
う
と
試
み
た
が
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
参
事
会
は
ア
l

ベ
ル
の
年
棒
を
三
O
O
グ
ル
デ
ン
に
ま
で
引

き
上
げ
、
さ
ら
に
な
お
実
務
に
よ
る
収
入
も
付
加
し
て
こ
れ
を
阻
止
し
た
。

ア
l

ベ
ル
は
都
市
裁
判
所
陪
席
判
事
（
〉
g
σ
g
Z
2
5

2
包
仲
間2
w
E

）
に
も
就
任
し
た
。
帝
室
裁
判
所
陪
席
判
事
（
K
F
8
2
2
2
日
間
色
各

ω
E
5
5
2
m
o
E
の
宮
）
も
引
き
受
け
る
よ
う
要
請
さ

れ
た
が
、
こ
れ
に
は
意
欲
を
示
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ア
l

ベ
ル
は
新
た
な
地
位
に
つ
い
て
も
大
公
と
の
親
交
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
。

ア
l

ペ
ル
は
い
ま
で
も
大
公
が
自
分
の
主
人
で
あ

る
と
み
な
し
て
い
た
。
両
者
に
よ
り
交
わ
さ
れ
た
手
紙
に
は
、

ア
i

ペ
ル
が
い
か
に
細
や
か
に
大
公
の
面
倒
を
み
て
い
た
の
か
が
示

さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

ア
l

ペ
ル
は
大
公
と
対
立
す
る
ド
イ
ツ
騎
士
団
の
動
向
・
工
作
に
つ
い
て
の
監
視
を
怠
ら
な
か
っ
た
。



大
公
は
ア
1

ペ
ル
の
こ
う
し
た
す
べ
て
の
配
慮
に
心
よ
り
感
謝
し
て
い
た
。

晩
年

ア
l

ペ
ル
は
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
、
と
り
わ
け
カ
メ
ラ

l

リ
ウ
ス
と
旧
交
を
温
め
た
。
人
文
主
義
の
き
ず
な
で
結
ぼ
れ
た
二
人
は

多
く
の
と
き
を
一
緒
に
す
ご
し
た
と
い
わ
れ
る
。

カ
メ
ラ

l

リ
ウ
ス
が
テ
ュ
l

ビ
ン
ゲ
ン
の
招
聴
に
応
じ
た
と

一
五
三
五
年
の
夏
、

き
、
ア
l

ペ
ル
は
ひ
ど
く
悲
し
ん
だ
。
帰
郷
当
初
は
快
方
に
向
か
っ
て
い
た
健
康
が
ふ
た
た
び
悪
化
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
す
で

に
周
年
の
春
、
ア
l

ペ
ル
は
重
い
熱
病
に
か
か
り
、
こ
の
発
作
は
そ
の
後
何
度
も
ぶ
り
返
し
て
い
た
。

た
ん
回
復
し
た
が
、
そ
の
後
は
み
る
み
る
う
ち
に
悪
く
な
っ
た
。

一
五
三
六
年
一
月
に
は
い
つ

同
年
二
月
一
五
日
、
ア

l

ベ
ル
は
病
院
で
大
公
宛
に
手
紙
を
口
述
し
た
。
「
わ
た
し
は
全
能
の
神
の
宿
命
に
よ
り
ふ
た
た
び
病
床

（
剖
）

に
伏
し
ま
し
た
。
自
分
の
手
で
は
書
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」
。
そ
れ
で
も
恒
例
と
な
っ
て
い
た
政
治
・
宗
教
情
勢
の
報
告
は
欠
か

（
お
）

さ
な
か
っ
た
。
四
月
一
一
一
一
日
、
大
公
は
応
え
る
。
ま
る
で
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
心
が
苦
し
い
、
「
快
復
を
神
に
懇
願
す
る
」
。
け

一
五
三
六
年
四
月
二
七
日
、
齢
五
O
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。

れ
ど
も
、
も
は
や
大
公
の
望
み
に
は
応
え
ら
れ
な
い
。

ア
l

ベ
ル
は
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
聖
ロ
ク
ス

（
部
）

ら
れ
る
。

（2
・
河
R
F
g

）
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
。
墓
碑
銘
に
は
こ
う
刻
ま
れ
て
い
た
と
伝
え

ヨハン・アーベルの法理論

司
同
．mw
H
E
m
g
o
ω
ゆ
ロ
江2
2
Z

自
立
o
g
t
ω
k
r
－v
巴
Z
5
・

司
O
円
B
0

・
A
Z。
円
四
回
、
m
w
m
o
ω
m
W
2
0

目
。a
c
c口
同
ロ
アF
m
w
σ
σ
ロ
件
・

P
C
B
S
－
3
2
胃
即
日S
F
B
o
g
s
s

。
仏
ロM
m芹
F
。
ロ
。
円
0
・

Z
Z
H呂
田

g
w
a
E
H出丹
江p
g
E
O
向
日
件
。
回
州

w
E
1
ω・

フ
ラ
ン
ケ
ン
は
敬
慶
の
証
し
で
あ
る
わ
た
し
、
ア
l

ペ
ル
を

思
う
／
数
々
の
法
律
が
た
く
み
に
語
ら
れ
る
の
は
わ
た
し
の

た
め
で
あ
る
／
プ
ロ
イ
セ
ン
は
わ
た
し
を
き
わ
め
て
高
い
名

誉
に
導
い
た
／
い
ま
こ
の
墓
石
は
父
の
そ
れ
と
と
も
に
わ
た

し
の
遺
骨
を
永
眠
さ
せ
る

397 
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弟
の
シ
ュ
ロ
イ
プ
ナ
1

が
遺
言
を
執
行
し
た
と
こ
ろ
、
ア
l

ペ
ル
の
手

『対
話
』
の
発
見
と
出
版

398 

アーペルの眠る
聖口クス墓地権2

ア
l

ペ
ル
は
遺
言
で
自
分
の
妻
を
単
独
相
続
人
に
指
定
し
た
。

義
兄

、
品
可
守
ミ
、

し
，
刀

稿
が
み
つ
か
っ
た
。

そ
こ
で
は

三
人
の
対
話
の
形
式
で
E
a
凡
な
え
守3
2

が
解
説
さ
れ
、
従
来
の
教
育
・
学
習
方
法
に
対
す
る
批
判
と
と
も
に
新

た
な
体
系
構
想
が
提
示
さ
れ
て
い
た。
作
成
の
経
緯
は
は
っ
き
り
し
な

（
訂
）

一
般
に
は
、
一
五
三
四
年
以
降
す
な
わ
ち
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
時
代
に
起
草
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る。

複
写
版
を
手
に
入
れ
た
プ
レ
ス
ラ
ウ
の
印
刷
工
ヴ
イ
ン
ク
ラ
l

（
〉
ロ
骨25
R

－2

）
は
、
こ
れ
を
宗
教
改
革
者
・
人
文
主
義
者

で
あ
る
ラ
ン
ゲ
（
』
。
冨
ロ
ロF
g
m
o）
に
渡
し
た
。

ラ
ン
ゲ
は
誤
植
を
訂
正
し
た
後
、
こ
の
作
品
の
価
値
は
非
常
に
高
く
、
著
者
の
名

（
犯
）

誉
に
な
る
と
い
い
、
こ
れ
を
印
刷
す
る
よ
う
提
案
し
た

。

ヴ
イ
ン
ク
ラ

l

は
こ
の
助
言
に
し
た
が
い
、
一
五
四
O
年
、
『
ユ
l

ス
テ

ィ

l

ニ
ア
l

ヌ
ス
帝
E
a
s
h
泣
き
S

全
四
巻
へ
の
対
話
に
よ
る
入
門
（
p
b
怒
鳴
芝
、
丸
一
内
。
h返
還
怠
喝
さ
凡
さ
と
凡
マ
S
E

急
雷
同
守
護
選

h民
同
弘
』
『
S
H
S
＆
ミ
』
『
遺
』
マ
ミ
ミ
ミ
な
）

』
を
公
刊
し
た
。

ア
l

ペ
ル
亡
き
後
五
年
を
経
過
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る

。

わ
れ
わ
れ
は
ラ
ン
ゲ
と

ヴ
イ
ン
ク
ラ

I

の
慧
眼
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

。

E
 
ア
l
ベ
ル
の
法
理
論

『法
学
に
適
用
さ
れ
た
弁
証
法
的
方
法
論
』

全
体
の
概
要



（
却
）

『
法
学
に
適
用
さ
れ
た
弁
証
法
的
方
法
論
』
は
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
時
代
、
ペ
ス
ト
が
流
行
し
た
際
の
混
乱
の
な
か
で
行

わ
れ
た
講
義
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
構
想
は
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
『
弁
証
法
論
綱
要
」
（
一
五
二
O
年
）
で
示
し
た
弁
証
法
を

（
紛
）

法
学
に
適
用
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

。

両
書
の
関
係
は
『
方
法
』
が
『
弁
証
法
』
に
依
拠
す
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
方

(
HU

) 

の
「
直
接
的
影
響
下
」
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

法
』
は
ま
さ
に

『弁
証
法
』

。
弁
証
法
。
と
い
う
用
語
は
当
時
に
お
い
て
は
論
理
学
一
般
を
指
示
し
て
お
り
、
「
弁
証
法
的
（
島
区
岳
彦
各
）
」
と
は
「
論
理
に

（
必
）

か
な
う
（
同
。
－mq
片
町
昨
日
開
）
」
の
意
味
で
あ
っ
た

。

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の

ヨハン・アーペルの法理論

『
弁
証

『法学に適用された弁証法的方法論』表紙と本文官頭頁句

法
』
は
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
弁
証
法
」
を
教
授
法
の
観
点
か
ら
捉
え
直
し
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
学
問
的
素
材
を
秩
序
づ
け
教
授
し
え
な
い
も
の
、

と
い
う
よ
う
に
表
現
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
か
れ
に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
教
え
学

び
評
価
す
る
際
に
は
、
当
該
素
材
を
叙
述
す
る
と
き
に
顧
慮
を
要
す
る
の
は
な

に
か
を
想
起
さ
せ
、
講
義
の
過
程
を
道
し
る
べ
の
よ
う
に
指
し
示
す
、
以
下
の

四
つ
の
問
い
が
繰
り
返
し
追
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

そ
の
問
い
と
は
す

な
わ
ち
、
川

C
E
円
四
位
ご2
・
ω
ρ
g
O
8
5
2
ω
F
E・
川
0
5
0
3
1
0
p

（川
知
）

凶
c
c
s
。
民
片
s
w
ω
O
C
G
E
m
w

同
同0
2
c
ω
の
四
つ
で
あ
る
。

ア
l

ペ
ル
は
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
発
想
を
法
学
的
素
材
に
適
用
し
、
『
方
法
」

を
七
つ
の
章
に
分
割
す
る

。

第
一
章
仏
え
E
E

。
（
定
義
）
、
第
二
章
仏
吉
区
。

（
区
分
）
、
第
三
章g
g
m

丘
町E
O
B

（
作
用
因
）
、
第
四
章
丘
町
0
2
5

（
作
用
）
、

第
五
章
包
出
5

（
類
似
て
第
六
章

g
E
S

ユ
ロ
自
（
対
立
）
、
第
七
章
。
守

(HH
) 

2
5
ω
S
E
H
S

（
状
況
）。

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
四
つ
の
問
い
に
対
応
す
る
の
は
第

399 



法学研究 82 巻 1 号（2009 1) 

一
章
か
ら
第
四
章
（
順
に
川
同
凶
凶
）
、
第
五
章
か
ら
第
七
章
は
アl
ペ
ル
に
よ
り
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ば
「
メ

（
必
）

ラ
ン
ヒ
ト
ン

H

ア
l

ベ
ル
メ
ト
l

デ
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
に
翻
訳
す
れ
ば
、
始
め
の
四
章
は
各
々
「
概
念
（
回
高
丘
町
向
）
」
「
分
400 

類
（
開E
E
－s
m

）
」
「
成
立
（
開
三ω
Z
F
g
m）
」
「
内
容
ま
た
は
効
果
（E
E

冒
＆

2
4
司
E
g

お
）
」
に
対
応
し
、
残
り
の
う
ち
の
続
く

二
章
で
は
「
相
似
（
〈
2
4

司
自
円
四
件
。
）
」
と
「
相
反
（
開
口
仲
間

o
m
g
m
g
Z
N
Z）
」
、
内
容
的
に
は
「
限
定
（
回g
各
忌
ロ

w
g
m）
」
と
「
消
滅

ま
た
は
放
棄
（
d
E
2
m
g
m
a
2
K
F
丘
町5
σ
g
m）
」
、
最
終
章
で
は
「
修
正
事
情
（B
a
E
N
F
2
0
E
o
d
自
己
管
号
）
」
解
り
易
く
い
え

（
必
）

ば
「
法
律
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
足
手
g
g
E

？
言
。
存
自
己
）
」
が
取
り
扱
わ
れ
る
。

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
比
較
し
た
場
合
、
ア
l

ベ
ル
の
独
自
性
は
ま
さ
に
弁
証
法
を
法
学
に
適
用
し
た
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
。
各
章
に

お
け
る
説
明
の
際
に
は
法
学
上
の
例
が
適
切
に
選
択
さ
れ
、
そ
の
選
択
の
仕
方
か
ら
は
ア
l

ペ
ル
が
典
拠
に
つ
き
卓
越
し
た
知
識
と

理
解
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
本
章
を
終
え
た
後
、
ア
l

ペ
ル
は
末
尾
で
付
録
と
し
て
一
つ
の
見
取
図
を
提
示
す
る
。
そ
こ
で
は
物
権
と
債
権
の
体
系

的
峻
別
に
相
応
す
る
構
想
が
描
か
れ
て
い
る
。

以
下
、
具
体
的
に
み
て
い
く
が
、
『
方
法
』
本
章
で
は
、
各
弁
証
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
そ
の
法
学
上
の
意
味
・
具
体
例
が
一
つ
ひ

と
つ
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
う
ち
、

ア
l

ペ
ル
の
体
系
構
想
の
理
解
に
と
っ
て
必
要
な
い
し
有
益

な
と
こ
ろ
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
章
・
第
二
章

第
一
章
で
は
、
門
町
内
百
件
目
。
に
つ
き
次
の
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
母
出

E
Z
。
円
巳
の
際
に
は
五
つ
の
き
の
ゆω
（
評
価
）

が
与
え
ら
れ
る
。
m
g
g

（
類
）
、8
2
F
g
（
種
）
、
仏
民28
t
m

（
［
種
］
差
）
、
℃

g

胃
E
S

（
特
質
）
、
宮
己
品
。
ロ

ω

（
兆
候
）
。
そ
し
て
、

（
釘
）

「
仏
丘
町ME
。
は
二
つ
の
冨
2
2

（
部
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
一
一
つ
はm
g
g

（
類
）
、
も
う
一
つ
は
円
四
日
2
0
E
E

（
［
種
］
差
）
」
。
し
た

が
っ
て
、
胃
。
古
江
口
B

－
R

巳
仏g
ω

は
冨
3
3

叫
に
は
含
ま
れ
な
い
。
同
】
円
。
司
ユ
ロ
ヨ
で
は
円

2
0
民
0
2
5
2

丘
町
宣
告
出
が
表
さ
れ
、
ま
た
、



m
w
R
E
O
ロ
ω

と
は
己
完
ロ
g
z
m
D
E
m
oに
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
必
）

門
町
出
口
在
。
を
構
成
す
る
こ
つ
の
部
の
う
ち
、
m
g
g

は
二
重
の
意
味
を
持
つ
。
一
面
、
g
g
g
E
E

（
実
体
）
、A
g
E
E
g
（
量
）
、

s
c
m
w
E
g
（
質
）
、B
E
t
。
（
関
係
）
と
同
じ
く
、

一
般
的
一
次
的
な
い
し
上
位
に
あ
る
が
、
他
面
、
よ
り
上
位
の
m
g
g

が
存
す
る

場
合
も
あ
り
え
、
そ
う
し
た
際
に
は
下
位
に
格
下
げ
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
の
部
、
岳
民

2
8
t
m

は
、
一
の
ω

習
の
ぽω
を
他
の
ω
宮
－

a
g

か
ら
区
別
す
る
指
標
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
m
g
g

と
し
て
日
常
の
そ
れ
に
つ
き

ω
巳
B

巳
（
動
物
）
、R
σ
ミ
（
樹
木
）
、
出g

（
花
）
、
法
学
上
の
そ
れ
に
つ
きZ
Z
E

（
後
見
）
、
色
。
B

宮
Z
S

（
所
有
権
）
、g
E
5
2
5

（
契
約
）
、
仏
己
片
Z
B

（
不
法
行
為
）
、R
－

立
。
（
訴
権
）
が
挙
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
8
0
a
g
に
定
位
さ
れ
る
の
は
各
々
、
前
者
に
つ
い
て
は
町
。
ョ
。
（
人
間
）
、5
円
己
2
ω

（
オl
ク
）
、
ロm
w
R
Z
ω
ロ
ω

（
水
仙
）
、
後
者
に
つ
い
て
はZ
Z
E
Z
ω
S
B
O
己
R
E

（
遺
言
後
見
）
、
品
。
B

吉
E
s
e
5
2
5
U

（
本
来
所
有
権
）
、

命
日
宮
5
2
2
8
、

E
2
c
g

（
窃
盗
）
、
。E
釘
巳
芯
ロm
E
C
S
E
2
（
自
然
債
権
）
、m
R
E。
ロ
唱
。
吋ω
。
ロ
巴
宮
（
対
人
訴
権
）
で
あ
る
。
そ

し
て
、

m
g
g

の
相
対
性
を
理
解
す
る
に
は
試
み
に
、

z
z
z
w《
目
。
B
E
E
S
－
g
E
5
2

己
ω
O
R
・
の
う
え
に
冨
ω

（
法
）
を
お
い
て

（
却
）

み
れ
ば
よ
い
。

ヨハン・アーペルの法理論

続
く
第
二
章
で
は
、
e
t
巳
。
の
仕
組
み
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
「
己
吉
区
。
と
は
、Z
Z
E

（
全
）
を
冨2
2

（
部
）
に
、m
g
g

（
印
）

（
類
）
を
弓o
a
g

（
種
）
に
分
割
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
島
三
位
。
は
二
つ
の
意
味
を
有
す
る
が
、
［
専
門
語
で
は
］
前

者
を
富
江
主
。
、
後
者
を
門
出
三
位
。
と
い
う
。
先
に
挙
げ
た
例
の
う
ち
、
日
常
の
そ
れ
と
法
学
上
の
そ
れ
を
一
つ
ず
つ
取
り
上
げ
て
説

明
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
前
者
に
つ
き
、
S
F
自
己
（
動
物
）
は
8

弓
5

（
肉
体
）
、g
－B
m

（
精
神
）
に3
2
E
。
さ
れ
る

と
と
も
に
、
目
5
5

。
（
人
間
）
、
－
g

（
ラ
イ
オ
ン
）
、σ
g

（
午
）
、o
a
g己
ω

（
馬
）
にι
2
2
Z

さ
れ
る
。
後
者
に
つ
き
、
色
。
B
E
E
B

が

3
2
Z
Z
さ
れ
る
と
、
官
。
古
江
主m
w
ω
（
処
分
権
）
、
己
ω
丘
2
2
c
ω

（
用
益
権
）
に
、
ま
た
、
e
i
巴
。
さ
れ
る
と
、
品
。
B
E
E
B

円
四
即
時
。
。
．

Z
B

（
本
来
所
有
権
〔
上
級
所
有
権
〕
）
、
【
目
。

B
E
E
B
E

口
。
（
利
用
所
有
権
〔
下
級
所
有
権
〕
）
に
分
け
ら
れ
る
。ω
巳
S

巴
と
品
。
富
山
口
ナ

401 

ロ
ヨ
に
お
い
て
、

g

弓
5

・ω
巳
日
ω

と
唱
円
。
司
巳
2
m
w
p
g
c昨
R
E
S

－
ま
た
、
F
。
B
P

－2

・
σ
g
w
O
D
E
－ω
と
乱
。
B
E
E
s
e
円
R
E
S

－
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内
目
。BE
E
S
C
2
0

は
各
々
同
一
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

（
日
）

冨
2
2

と

ω
克
己
g

の
間
に
は
、

3
e
Rユ
5
8

（
境
界
線
）E
が
引
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
司ω
ユ
g

は
さ

Z
S

に
組
み
合
わ

さ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の

ω
克
己
g

は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
そ
れ
ら
の
共
通
の
指
標
を
指
し
示
す
上
位
の

m
g
g

に
属
す
る
の
み
で
、

い
わ
ば
8
2

－g

そ
れ
自
体
が
す
で
に
ぎ
Z
B

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
｝
円
。
官
庁

g
p
g
c
同2
2
5

を
門
戸
。BE
E
B

と
呼
べ
ば
誤
り
で
あ

る
が
、
全
5
2
c
g

と

C
2
0
は
同
じ
く
色
。
B
E
E
B

と
正
し
く
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

402 

第
三
章
・
第
四
章

第
三
章
は
、
g
c
g

丘
町E
o
g

の
性
質
を
分
析
す
る
。
諸
々
のS
己
g
m
A片
付
ぽ
ロω
を
挙
げ
た
後
、
品
。S
E
E
B

と
。
豆
仲
間
m
z。
の
そ

れ
に
つ
き
注
記
す
る
。
「
こ
こ
で
わ
た
く
し
は
市
民
法
の
学
習
者
に
、
自
。
含
’
ω
m
w品
。E
S
D
E
乱
。B
E
E
B

（
所
有
権
取
得
方
式
）
と

（
回
）

g
E
5
2
5

（
契
約
）
を
無
造
作
に
混
同
し
な
い
よ
う
注
意
を
促
す
こ
と
を
習
わ
し
と
し
て
い
る
」
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ

一
に
は
色
。S
E
E
S

－
他
に
は
。
立
石
巳
芯
が
あ
り
、
一
に
よ
っ
て
はA
Z
S
己
m
g
H百
円
向
。2E

（
真
の
完
全
）
が
、
反
対
に
（
2
8

）
、

る他
に
よ
っ
て
は
お
三
自
目
指
一
江
0
2
ω

（
不
完
全
な
物
）
が
現
れ
る
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
に
相
応
し
て

念
日
E
F
す
な
わ
ち
目
。
ι
g
m
w品
。E
B
ロ
庄
内
田
。
B
E
E
S

が
、
他
に
は
、g
g
m

。
E
広
州
民
芯
ロ
戸
す
な
わ
ちgE
5
2
5

与
色
。
Z
5

2
A
C
m
gが
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
g
c
g

号
B
E
E

で
あ
る
B

。
門
吉ω
包
宮
ー
町
。
ロ
庄
内
目
。

B
E
E
B
と
。

σ
ロ
包
江
。
と
の
聞

に
も
、
ま
た
、
g
c
g

。
σ
出
向ω
立
。
巳
ω

で
あ
る
g

巳
5
2
5

己
色
。
z
g
z
a
g
巴
と
品
。
s
z
E
B
e
g
B
の
聞
に
も
、
共
通
す
る
と

（
ロ
件
：
・
芹
ω
：
・
）
、

一
に
は
、
g
c
g

こ
ろ
は
な
に
も
な
い
。

所
有
権
取
得
理
論
の
分
析
の
際
に
は
、
次
の
二
つ
の
8
5
m

の
区
別
が
重
要
で
あ
る
。

（
回
）

も
う
一
つ
は
、

3
8
5

包
括

B

。
g

（
遠
因
）
E
o

一
つ
は
、
3
8
5
m

℃
円
。
包
自
ω

（
近
因
）
E

B

。
《
山
口
ω
m
w己
S
E
Bロ
門
出
色
。SE
E
B

と
し
て
、
可

m
w己
主
。
（
引
渡
し
）
が
行
わ
れ
る
場
合
を
想
定
し
よ
う
。
州
壱
円
】
円
。
。

F
Oロ
位
。
（
把
握
）
、

B
Z
E
Z

（
留
置
）
に
つ
い
て
も
同
じ
理
が
あ
て
は
ま
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
目
。
仏g

を
具
備
し
た
も
の
は
た
ん
に
そ
れ
の
み
で
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は
な
く
、
三
段
階
と
な
る
。

（
臼
）

い
・
2
2

冨

t
A
Y
E
5
E
F
m
w
－z
t
。
：
－

w
N・
円
目
。
B
Z
E
E
－
H
・
5

－
i
ロ
門
出g
z
。
E

．
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第
四
章
で
は
こ
れ
に
続
き
、
。
同
同02
5

が
説
明
さ
れ
る
。
。
同
同02
5

は
。
B
A
N－z
S

（
義
務
）
と
も
呼
ば
れ
、
様
々
な
そ
れ
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
品
。E
Z
E
B

と
。

E
応
S
Z

に
つ
き
、
g
c
g

の
重
層
性
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
。
内
向
。
2
5

も
ま
た
重

層
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
g
E
5
2
5

己
色
付
Z
5
2
s
g
－
巴
に
は
二
つ
の
。B
a
m
が
属
す
る
。
一
つ
は
、
。Z
釘
中

（
日
）

立
。
を
生
む
（
富
江g
同
）
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
可
包
E
p
m
w古
田
）
吋
ゅ
の
F
Oロ
ω
Z
L
2
8
z。
を
覆
う
（
2
2
E
E

）
こ
と
」
、
「
目
。
門
吉

ω

包
－

S
E
Bロ
佳
色
。
日
吉
E
S

（
所
有
権
取
得
方
式
）
の
め
内
向

0
2
5

は
品
。
B
E
E
S

－
品
。B
E
E
S

自
体
の
そ
れ
は
円
包
乱
ロ
門
出
g
z
。
で
あ
る
。（

臼
）

。
自
主
5

（
売
買
）
、g
E
C
B

己
冨
（
名
誉
致
損
）
の
え
な2
5

は
。
σ
z
m巳
g
・
。E
釘
m
E
Z自
体
の
そ
れ
は
R
E
。
℃
2
ω

。
ロ
色
町
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
は
、
民
同
0
2
5

の
構
造
が
g
c
g

の
そ
れ
と
い
わ
ば
表
裏
の
関
係
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
五
章
・
第
六
章

第
五
章
は
、
州
丘
町Z0
・
言
い
換
え
れ
ば
、
ω
－s
巴
宮
内
目
。
一
（
類
似
性
）
、
え

P
M
F
g
ω（
近
親
性
）
を
取
り
上
げ
る
。
と
く
に
検
討
さ
れ
る

の
は
、
e
S
E
E
S

（
所
有
権
）
・
含B
E
5

（
家
長
）
唱
。E
釘
町
民
吉
（
債
権
）であ
り
、
各
々
包
出
5

と
し
て
次
の
も
の
が
指
摘
さ

れ
る
0
3
内
宮
内
包
品
。
B
E
E
S
2
Z
Z

ロ

5
8
2
5
2
5

（
準
所
有
権
［
善
意
占
有
］
お
よ
び
特
別
の
物
に
お
け
る
権
利
［
質
権
・
役

（
印
）

権
・
留
置
権
］
）E
W
Z
E
2
2
2家
長
］
相
続
人
）E
－
L
Z
E
t
g
（
衡
平
）E．

こ
れ
に
対
し
て
、
第
六
章
は
、
8
5
5

ユ
C
H
F
す
な
わ
ち
事
物
と
の
吉
一m
g
B

（
対
立
）
を
検
討
す
る
。
色
。
E
Z
g

の
g
E
S
E
－

30J 

C
B
は

3
ω
0
2
5
（
奴
鵡
す
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
た
後
、

g
己
E
江
口
B

の
説
明
の
た
め
に
二
つ
の
視
点
が
導
入
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
生
じ
る
も
の
を
宮

6
0
佳
店
（
阻
止
す
る
）
そ
れ
と
、
反
対
に
、
生
じ
た
も
の
を
ぢ
ロ
2
0

（
除
去
す
る
）
そ
れ
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
色
。B
E
E
B

で
あ
れ
ば
、
前
者
に
つ
き
L
2
8
5
5
5
5
ω

（
公
共
物
）
メ
後
者
に
つ
きL
S
仏
在
。
（
引
渡
し
）
E

な
ど
、
ま
た
、

（
肝
）

。
σ
出
向
丘
芯
で
あ
れ
ば
、
前
者
に
つ
き
も
ロ
℃
巳
5

（
未
成
熟
者
）E
W後
者
に
つ
き
も
♀
E
Z

（
弁
済
）
E

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。



第
七
章

最
終
第
七
章
で
は
、
巳
R
C
B
ω
S
E
S
o
の
内
容
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
は
胃
s
e
g
g
g
g

（
範
曙
）
と
は
次
の
点
で
区
別
さ
れ

る
。

買
ω
注
目
g
B
g
g

は
g
g
g

己
宮
か
ら
分
離
さ
れ
た
m
w
R
E
g
ω
E
m
w
Z
可
m
R
Z
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
己
円
。
ロ
自
己

g
t
・

2

は
g
g
g
E
S

に
内
在
す
る
m
wの
包
含
g
E
g

ロ
2
0
g

で
あ
る
。
こ
う
し
て
巳
月
己
B
ω
S
E
E
σ
は
印
象
深
く
、
か
の
韻
文
3
C
C
F
F

A
C
E－
z
z
w告
忌
）
ロ
ω
m
w
Z
M門
店2
・
。c
F
A
C
。
B

。

ι
P
A己
m
wロ
色
。
（
だ
れ
が
、
な
に
を
、
ど
こ
で
、
ど
の
手
段
で
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
、
い
つ
）

E

に
ま
と
め
ら
れ
、
具
体
的
に
は
七
つ
の
そ
れ
、
す
な
わ
ち
3
8
5
P

宮
話
。
ロ
m
y
z
g
ω－g
g
℃
ロP
A
S
ロ

z
s
p
a
s－F仲
間Z
2
2
8

・

（
伺
）

Z
U
（
原
因
、
人
、
場
所
、
時
、
量
、
質
お
よ
び
出
来
事
）E
を
含
む
も
の
と
さ
れ
る
。

「
こ
れ
ら
の
己R
C
B
ω
S
E
5
0
は
、
仏
。
一
宮
吉
E
B
と
。

E
釘
町
民
芯
そ
の
他
、
要
す
る
に
法
律
上
存
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
変
動
さ
せ

（
印
）

る
作
用
を
有
す
る
」。

順
に
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
門
戸
。
B
E
E
S

は
誌
の

ω
己
8
5

ロ
内
回
目
立
。
巳

P

号
ロ
巳
宮
口
町
（
売

却
・
贈
与
の
原
因
に
基
づ
き
）
、
g
g

己
主
。
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
（g
c
g

）
、
②
司
己
主
ロ
5

（
未
成
熟
者
）
は
Z
Z

ユ
ω
2
2

。
号
g

（
後

見
人
の
助
成
）
が
な
け
れ
ば
行
為
で
き
ず
（
宮
2
8
g
、

③
。
宮
山
宮
色
。
に
は
8
2
。

z
g

（
一
定
地
で
）
与
え
る
こ
と
を
要
す
る
も
の

が
み
ら
れ

ヨハ ン・ アーベルの法理論

（
目
。
2
ω

）
、
④
g
z
g
u
F
P同
｝5
2
Q
e
t。
（
使
用
取
得
、
前
書

［
時
効
］
）
に
お
い
て
は
時
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
お
り
（Z
B
吉
ω

）
、
⑤

アーベルの体系の見取図＊4

権
利
内
容
は
ロ
ロ
5
2
5

（
数
）
、
℃
。
ロ
門
戸
口

ω

（
目
方
）
、58
ω

日

ω

（
尺
度
）
に

よ
っ
て
影
響
を
受
け
（
宮

g
t
g
ω
）
、
⑥
円
。ω
の
性
質
に
よ
っ
て
は
発
生
・

移
転
が
禁
止
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
（
告
住
g
g
、
⑦
法
関
係
は
B
2
5

（
強

迫
）
、2
8

円
（
錯
誤
）
、
品
。
－

5

（
悪
意
）
、2

－
古
川
凶
（
過
失
）
、

S
ω
5

甘
え
E
a

苫
ω

（
偶
然
の
事
変
）
な
ど
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
（
2
8
E
ω

）
。
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付
録

末
尾
の
付
録
に
は
、
Z
Z

ロ
円
。
と
宮
ω

包
B
B

の
対
置
を
起
点
と
し
た
体
系
の
見
取
図
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

（
河
）

宮
ω
包
2
5

は
特
定
物
債
権
の
特
殊
性
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
。
冨
仲
間
m
z。
を
指
示
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
の
構
想
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は
わ
れ
わ
れ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
物
権
」
と
「
債
権
」
を
対
置
さ
せ
る
体
系
に
相
応
す
る
。
こ
れ
を
文
章
の
か
た
ち
に
置
き
な
お
せ

（
礼
）

ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

H
E
M－即ω同
）
同
・

C
門
目
。
ロ
立
ω

片
岡l
m
w
の
同
町
民

同
－F
Z
ω片
岡
戸
円
0
・
。c
r
H
ω
ω
唱
。
。r
w
ω

H
・
円
目
。
B
E
E
S
－

の
ロ
7
5
－
福
岡1
r
w
ω
ω）
同
）
円
。
目
）
巳

0
4
5
ω・σ
）
ロωロ
ω
］P・
C
の
E
H
ω

g
E
ω
ω
克
己
g
m
w
）
門
出52
5
P
S
E

－
－o

N
－
A
C
m
g品。B
E
E
S

ω
・5
ω
山
口
店
名2
5
2
5

口
・
宮
ω
m
w仏
5
5

・
門
官
。
円
目
。

ω
同

。
ず
－
－
m
ω立
。
・

。
ロ
－cω
ω

旬
。
巳σω
ω

）
の
ゆ
〈
ロ

2
・
σ
）
ロω
E
H円ω
ロ
ω

法
学
は
以
下
の
も
の
を
取
り
扱
う

－
物
に
お
け
る
権
利
、
そ
の
種
は

1

所
有
権

そ
の
部
は
同
処
分
権
川
用
益
権

そ
の
種
は
川
本
来
川
利
用

2

準
所
有
権

3

特
別
の
物
に
お
け
る
権
利

E

物
へ
の
権
利
、
こ
れ
は
次
の
も
の
で
あ
る

債
権

そ
の
種
は

同
法
的

川
自
然

2 

『
ユl
ス
テ
ィ
l

ニ
ア
I

ヌ
ス
帝
、
ヨ
句
史
叫
h
h
e
a。
ω

全
四
巻
へ
の
対
話
に
よ
る
入
門
』

全
体
の
概
要

（
花
）

『
ユl
ス
テ
ィ
l

ニ
ア
l

ヌ
ス
帝
な
之
さ
え
m
g
a
全
四
巻
へ
の
対
話
に
よ
る
入
門
』
は
、
ア
l

ペ
ル
の
死
後
、
遺
稿
を
も
と
に
出

（
均
）

版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
当
時
人
文
主
義
者
に
よ
り
用
い
ら
れ
た
新
た
な
形
式
、
す
な
わ
ち
ク
対
話
。
を
用
い
て
、
伝
統



的
な
教
育
法
・
学
習
法
に
対
し
て
鋭
利
な
批
判
が
展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ギ
リ
シ
ャ
哲

学
を
も
と
に
ロ

l

マ
専
門
法
学
の
カ
ズ
イ

ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
か
つ
帰
納
的
な
態
度
の
学
問
化
を
求
め
た
、
キ
ケ
ロ

l

（C
g
吋
。
）
『m
g

（技
術
・
理
論
）
に
移
行
さ
る
べ
き
市
民
法

九
）
（

河
）

に
つ
い
て

（b
ミ
ミ
ミ
s
s
s
h
q
t

選
定
弘
社S
忌
）
』に
導
か
れ
、
体
系
再
編
の
構
想
が
雄
弁
に
語
ら
れ
る
。

登
場
人
物
は
三
人
｜
｜
若
い
学
生
セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
（
印
。
ョ
胃g
E
ω
）、
す
で
に
大
学
を
卒
業
し
た
法
学
者
ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス

（K
F
5
0江
口ω
）、
そ
し
て
卓
越
か
つ
超
然
と
し
た
男
ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス

（∞
ロ
】
円
比
江
口

ω
）
で
あ
る
。

ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
は
、

ロ
ー
マ

共
和
政
末
期
の
法
学
を
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ

（ω
8
2
己
ω
）
と
と
も
に
担
い
、
キ
ケ
ロ
l

が
賞
賛
を
与
え
た
と
い
う
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・

（河
）

の
名
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
の
登
場
人
物
は
各
々
、
ア
l

ペ
ル

ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
・
ル

l

フ
ス

（ω
2
t
ロ
ω

∞
巳
立
のE
ω
河
口
E
ω
）

アーペルの法理論ヨ J ＼ ン

『ユースティーニアーヌス帝 Institutiones 全四巻への

対話による入門』 表紙と本文冒頭頁＊5

の
人
生
の
各
段
階
を
代
表
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

。

［
セ
ン
プ
ロl

ニ
ウ
ス
］
、
修
業
は
終
え
た
が

「
新
米
の
学
生
ア
l

ベ
ル

引
き
続
き
努
力
し
い
ま
も
考
え
て
い
る

実
務
家
ア
l

ペ
ル

ア
yレ
Jミ

リ
ウ
ス
］
、
努
力
し
て
手
に
入
れ
た
知
的
作
業
の
成
果
と
波
乱
に
富
ん

だ
人
生
経
験
を
え
た
法
学
教
師
・
法
務
長
官
ア
l

ペ
ル

（
行）

ウ
ス
］
」。

［
ス
ル
ピ
テ
イ

著
書
自
体
に
は
な
ん
ら
の
区
分
も
な
く
、
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
対

話
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
み
る
な
ら
ば
、
お
お

（沌
）

き
く

三
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
均）

第

一
部
は
、
「
暴
露
的
な
章
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、

コ
ル
プ
ス
・

ユ
l

リ
ス
・
キ
ウ
ィ

l

リ
ス
の
法
文
に
お
び
た
だ
し
い
註
釈
・
註
解
が

407 

ふ
さ
れ
た
も
の
を
何
年
も
か
け
て
釈
義
的
に
講

義
す
る
、

と
い
、
っ



B
g
H
件
州E
2
ω

の
教
育
現
場
の
機
能
不
全
が
、
セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
の
滑
稽
な
言
動
と
、
こ
れ
に
対
す
る
ア
ル
ベ

l

リ
ウ
ス
の
応
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答
・
回
顧
を
と
お
し
て
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
る
。

セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
と
ア
ル
ベ

l

リ
ウ
ス
の
対
話
が
一
段
落
し
た
こ
ろ
、

そ
こ
で
、

ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
が
二
人
に
挨
拶
し
、
対
話
に
加
わ
る
。

ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
は
ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
に
、
あ
な
た
か
ら
セ
ン
プ
ロ

l

ニ
ウ
ス
に
助
言
し
て
欲
し
い
と
お
願
い
す
る
。
第

二
部
で
は
こ
の
よ
う
な
趣
向
の
も
と
、
ア

l

ペ
ル
が
ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
の
マ
ス
ク
を
被
っ
て
、
「
ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
l

ア
l

ベ
ル
の

（
的
）

偉
大
な
発
見
」
を
展
開
す
る
。
そ
れ
は
、
「
実
務
志
向
の
ガ
l

イ
ウ
ス
［
｜
ユ
l

ス
テ
ィ
l

ニ
ア
l

ヌ
ス
］
流
の
三
分
類
を
論
理
的

（
創
）

｜
体
系
的
な
二
分
類
に
置
き
換
え
［
る
］
」
構
想
で
あ
る
。
』
『
5
5

ミ
守
司
認
め
は
お
お
む
ね
、
《
唱
。
話
。
ロ

ω
》
（
第
一
巻
）
《
円
。
ω
》
（
第
二

巻
・
第
三
巻
）
《R
Z
。
》
（
第
四
巻
）
に
区
分
さ
れ
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
《
B
ω

》
が
広
く
、
こ
れ
に
。
豆
釘
三
宮
が
包
摂
さ
れ

（
位
）

て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
こ
う
し
た
三
部
体
系
の
代
わ
り
に
二
部
体
系
、
す
な
わ
ち
盆
。
B
E
E
S

》
《
。
巴
紅
巳
芯
》
の
対
置
へ

と
再
編
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
体
系
再
編
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
所
有
権
取
得
理
論
、

S
丸
山S
E
’

え
む
ミ
e
s
R一
さ
の
発
見
諦
が
語
ら
れ
る
。

最
終
第
三
部
で
は
、
ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
の
口
を
と
お
し
て
、
初
学
者
に
と
っ
て
学
習
上
必
要
な
準
備
と
正
し
い
学
習
過
程
が
辛
疎

な
口
調
で
詳
説
さ
れ
る
。

以
下
で
は
、
第
一
部
か
ら
第
三
部
の
順
に
、
各
主
題
に
即
し
て
重
要
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
中
心
に
み
て
い
こ
う
。

第
一
部

は
、
ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
が
セ
ン
プ
ロ

l

ニ
ウ
ス
を
呼
び
止
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
「
そ
ん
な
に
分
厚
い
自
分
の
本
を

（
回
）

抱
え
て
ど
こ
に
急
い
で
い
る
の
か
、
セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
？
」
。
セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
は
［
巴
常S
E

の
］
講
義
室
に
向
か
う
と
こ

（
倒
）

ろ
で
す
と
応
え
、
諸
侯
す
ら
恐
れ
る
と
い
う
担
当
教
授
の
逸
話
に
つ
き
ひ
と
し
き
り
語
り
合
っ
た
後
、
何
年
く
ら
い
学
ん
で
い
る
の

『
対
話
』

か
、
と
の
ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
の
質
問
に
、
何
年
で
す
っ
て
？

ま
だ
一
月
い
っ
ぱ
い
も
学
ん
で
い
ま
せ
ん
と
応
え
、
に
も
か
か
わ
ら



ず
、
教
授
は
巴
ゅ
の
。
ロ
円
四
ゅ
の
色
。
口
。
百
円
目
。

E
Z

（
非
債
［
弁
済
］
に
よ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
権
に
つ
い
て
）

（
邸
）

始
ま
る
法
文
［
第
一
二
巻
第
六
章
第
二
六
法
文
］
を
講
述
し
て
い
る
と
い
い
、
え
！

の
包
ロ
。
ロω
。
2
0
5

か
ら

あ
の
暖
昧
で
難
解
な
法
文
を
、
と
ア
ル
ベ

l

リ
ウ
ス
が
驚
く
と
、
次
の
よ
う
に
慨
嘆
す
る
。
「
ど
う
や
ら
そ
の
よ
う
で
す
、

ぼ
く
は
こ

ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
さ
ん
。
と
い
、
つ
の
は
、

の
初
め
の
と
き
か
ら
モ
グ
ラ
よ
り
も
盲
目
で
、

ツ
グ
ミ
よ
り
も
聞
く
耳
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

い
や
一
つ
一
つ
の
言
葉
は
聞
こ

え
る
の
で
す
か
ら
耳
が
な
い
わ
け
で
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
ま
る
で
サ
ル
マ

l

ト
［
ロ
シ
ア
］
語
で
講
義
さ
れ
る
み
た
い

（
部
）

に
、
も
う
な
に
も
解
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
」
。
そ
も
そ
も
冒
頭

3
ω。
B

（
元
本
三
の
意
味
を
知
ら
な
い
の
に
教
授
は
説
明
し
な
い
、

＝
号
E
E
肖

S
E
S

－
－ω
z
a
i

ロ
え
を
細
か
く
区
別
し
、

L
mロ
。

S
E
E
E
E
ω

己
診

2
t

を
語
る
け
れ
ど
も
な
に
も
解
ら
な
い
、

3
5
Z
5
1
8
巴
B
m

（
一
一
O
分
の
一
の
利
息
）
E

に
つ
き
自
分
が
学
ん
だ
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
と
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
お
よ
び
教
授
で
は
説
明

す
る
こ
と
が
違
う
、
著
者
ウ
ル
ピ
ア
l

ヌ
ス
（
己
宣
告
g

）
は
3
8
ロ

e
a
Z

（
コ
ン
デ
ィ
ク
テ
ィ
オ
l

〔
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
権
〕
）
E

と
い
う
の
に
教
授
は
た
ん
に

3
8
ロ
門E
Z

（
コ
ン
デ
イ
テ
イ
オ
l

〔
条
件
〕
）
E

と
い
う
、

3
ω江
古
巳
巳Z
L
2
8
2
ω江
。
同
》
5
2
2

苛
位
。

（
ス
テ
ィ
プ
ラl
テ
ィ
オ

l

〔
問
答
契
約
〕
、
ア
ク
セ
プ
テ
イ
ラ
ー
テ
ィ
オ
l

〔
債
務
免
除
〕
、
プ
ラ
エ
ス
ク
リl
プ
テ
イ
オ
l

〔
前
書
〕
）
E

と

い
っ
た
ぼ
く
の
わ
か
ら
な
い
言
葉
を
は
て
し
な
く
持
ち
出
す
な
ど
、
初
学
者
ら
し
い
混
乱
ぶ
り
（
？
）
を
示
し
た
後
、
落
胆
し
て
し

ヨハン・アーベルの法理論

ま
う
。
「
完
全
に
絶
望
し
ま
し
た
。
は
や
く
祖
国
に
帰
つ
て
な
に
も
し
な
い
ほ
う
が
、
こ
こ
で
努
力
を
し
て
な
に
も
え
ら
れ
な
い
よ

（
釘
）

り
い
い
で
す
」
。

ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
は
自
暴
自
棄
に
な
っ
た
セ
ン
プ
ロ

l

ニ
ウ
ス
を
な
だ
め
、
法
学
の
匂
ユ
B
m

回
）
江
口
己
古
宮
が
説
か
れ
て
い
る
ユ
ー

ス
テ
ィ
l

ニ
ア
l

ヌ
ス
帝
の
営
え
凡
さ
ミSS

の
講
義
を
聴
く
よ
う
薦
め
る
。
し
か
し
、
セ
ン
プ
ロ

l

ニ
ウ
ス
は
救
わ
れ
な
い
。
こ
の

（
朗
）

講
義
も
繰
り
返
し
聴
い
た
け
れ
ど
も
、
口
令S
芯
の
そ
れ
よ
り
も
い
っ
そ
う
ひ
ど
く
、
［

U
o
m
n
z。
巳
σ
g

（
訴
権
に
つ
い
て
）
に
お
け

（
剖
）

る
専
決
訴
権
に
関
す
る
］
パ
ラ
グ
ラ
フ
司
5
2
2
8

母

m
5
5
巳
σ
5

［
第
四
巻
第
六
章
第
三
一
法
文
］
の
と
こ
ろ
で
一
月
も
停
滞

し
、

3
ωの
昨
日
。
ロ
σ
ω
σ。
ロ
m
o

出
品
m
w
r
m
凶
の
立
。
ロ
σ
ω
ω
可
仙
の
同
即
日
己
同
・

2
・m
の
立
。
ロσ
ω

何
回
同
｝
比
可

m
wユ
m
w
p円
。
ω
Z
E
H
O
H
1
0

・
。M
E
F
O同
・0

・ω
。
】
〈
⑦
同
．

0

・
品
。σO
H
1
0

・

409 



m
R
t。
ロ
g
E
B
S
L
ロ
℃
ゆ
円
一
ω
。
ロ
m
W
5・
同V
Z
E
E
ωロ
m
w
w
ω
2
i
ω

ロ
P

出
可
唱
。
昨
日

M
R
m
w丘
町w
w
m
w
円
E
C

・
E
B
宮
内
田
片
品
ω
唱
え
出
。ES
宮
内
出
巳
え
と
い
っ
た
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m
R
t。
の
分
類
を
と
め
ど
め
も
な
く
話
し
て
お
り
、
ど
う
や
ら
万
事
が
こ
の
調
子
ら
し
い
。
「
お
し
ゃ
べ
り
好
き
の
フ
ァ
ビ
ウ
ス

（
卯
）

（
司
与
冨ω）
す
ら
う
ん
ざ
り
さ
せ
る
く
ら
い
」
、
教
授
が
』
－
s
s

ミ
凡S
S

の
講
義
を
は
じ
め
て
は
や
五
年
、
後
一
年
た
っ
て
も
終
わ
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
さ
れ
て
い
ま
す
。
は
じ
め
は
穏
や
か
だ
っ
た
ア
ル
ベ

l

リ
ウ
ス
も
、
い
ま
や
旧
態
依
然
と
し
た
教
授
た

（
但
）

ち
を
公
然
と
非
難
す
る
。
「
今
日
、
こ
の
新
し
い
と
い
う
言
葉
よ
り
も
憎
む
べ
き
言
葉
は
な
い
よ
う
で
す
」
、

フ
ラ
ン
ス
国
王
が
簡

単
に
ミ
ラ
ノ
を
手
放
し
た
の
は
ふ
た
た
び
奪
還
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
か
ら
、
け
れ
ど
も
教
授
た
ち
は
一
度
失
っ
た
慣
行
に
は
だ
れ
も

立
ち
返
ら
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
は
応
じ
る
。
皇
帝
が
こ
の
属
州
を
引
き
渡
し
た
な
ら
、

ま

く
は
だ
れ
も
営
句
史
言
法
S
S

を
修
了
せ
ず
に
巴
合
S

芯
に
立
ち
入
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
で
し
ょ
う
。

ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
は
自
分
の
修
学
時
代
を
振
り
返
る
。
「
わ
た
し
は
誠
意
で
語
り
、
包
み
隠
さ
な
い
で
し
ょ
う
、
あ
な
た
の
と
お

（
位
）

り
で
あ
っ
た
と
」
o
E
急
富
良
S
S

の
教
授
は
も
う
何
年
も
講
述
し
、
も
R
E
S

ロ
ロ
仏C
5

・
3
2
C
5
3
2
芹
Z
B

（
裸
の
合
意
／
着
衣
の

合
意
）E
な
ど
を
た
く
さ
ん
聴
い
た
が
意
味
は
理
解
で
き
ず
、
せ
め
て
な
に
か
を
え
よ
う
と
医
学
や
神
学
の
講
義
に
心
が
動
い
た
。
自

分
の
能
力
を
疑
い
、
友
人
に
相
談
し
た
ら
、
解
ら
な
い
の
は
自
分
だ
け
じ
ゃ
な
い
こ
と
が
判
明
し
て
安
心
し
た
。
勇
気
を
取
り
戻
し
、

ふ
た
た
び
講
義
を
聴
き
、
家
で
は
複
数
の
辞
典
に
あ
た
っ
て
専
門
語
を
調
べ
、
こ
う
し
て
二
年
間
猛
勉
強
を
続
け
た
が
、
最
後
に
な

っ
て
も
、
3
R
g
B
ロ
。
ロ
℃
円
。σ
ω
E
0
5
5
ω
σ
8－i
t
M円
（
原
告
が
立
証
し
な
い
場
合
に
は
被
告
は
免
訴
さ
れ
る
）E
と
い
っ
た
こ
と
以
上
に

（
回
）

は
頭
に
入
ら
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
は
、
自
分
に
は

3
p
g
（
運
命
の
女
神
た
ち
）E

が
舞
い
降
り
た
と
い
う
。
自

分
に
は
叔
父
が
い
て
、
こ
の
叔
父
か
ら
著
名
で
は
な
い
が
誠
実
で
有
能
な
教
師
を
紹
介
さ
れ
た
。
か
れ
が
い
う
に
は
、
「
こ
れ
ら

（
倒
）

な
た
凡
な
ミs
g

を
自
分
の
爪
と
同
じ
く
ら
い
に
知
ら
な
い
と
」
、
ど
ん
な
に
頭
を
悩
ま
せ
て
も
バ
ル
ト
ル
ス
と
バ
ル
ド
ゥ
ス
を
講
述

し
て
い
る
教
授
を
理
解
で
き
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
教
師
の
家
で
一
年
間
、
他
の
初
学
者
と
と
も
に
真
剣
に
学
び
、
よ
う
や
く
大
学
の

正
規
の
講
義
を
き
ち
ん
と
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。



こ
う
し
た
経
験
を
踏
ま
え
、
ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
は
、
自
分
の
名
誉
だ
け
を
追
い
求
め
、
学
生
の
立
場
を
顧
慮
し
な
い
教
授
た
ち
を

批
判
す
る
一
方
、

z
m
g
E
ω宮内
出
。
包
と
し
て
通
用
し
た
い
が
た
め
に
の
み
、
講
義
に
出
て
く
る
学
生
の
存
在
を
嘆
じ
、
こ
の
よ
う
な

状
況
に
あ
る
た
め
に
、
学
生
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
修
学
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
現
状
を
指
摘
す
る
。

第
二
部
I

第
二
部
で
は
、
な
え
た
ミ
凡
室
内
句
の
三
部
体
系
な
2
8
5

》
《
円
。
ω
》
《R
t
。
》
か
ら
《
色
。BE
E
S

》
《
。z
－m
巳
芯
》
の
二
部
体
系
へ
、

と
い
う
体
系
再
編
が
提
唱
さ
れ
る
。
こ
の
構
想
は
次
の
よ
う
に
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
第
一
に
、Q
2
8
5
》
がg
吉
一
一
昨
（
首
〔
部
〕
）
か
ら

除
外
さ
れ
る
、
第
二
に
、
《
円
。ω》
か
ら
《
品
。B
E
E
S

》
が
S

℃
己
と
し
て
抽
出
さ
れ
る
、
第
三
に
、
《
品
。S
E
E
B

》
と
対
置
さ
れ

る
S

司
己
と
し
て
《
。z
－m
m
z。
》
が
抽
出
さ
れ
、
同
時
に
な
の
色
。
》
が
除
外
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
体
系
再
編
を
支
え
て
い
る
の
は

か
の
弁
証
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
回
）

ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
ま
ず
、
円
高
宮
。
ロ

m
w
そ
れ
自
体
は
市
民
法
あ
る
い
は
法
学
の
特
別
な
g

司
巳
で
は
な
い
」
。
宮
話
。
．

ロ
ω

は
む
し
ろ
体
系
上
、
g
g
p
z
g
p
g
B
u
g－
D
C
M凶E
R
m
P
O
E
m
－
芹8
2
2

。
E
g

（
原
因
、
場
所
、
時
、
量
、
質
お
よ
び
出
来
事
）

と
同
じ
よ
う
に
、

3
2
R
5
5
g
ロ
E
m

（
状
況
［
修
正
事
情
な
い
し
法
律
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
］
）E
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
だ
け
で
あ

ヨハン・アーベルの法理論

る
。
セ
ン
プ
ロ
i

ニ
ウ
ス
か
ら
、
ガ
l

イ
ウ
ス
は
な
ぜ
℃2
ω
。
ロ
ω
を
S

匂
三
に
数
え
上
げ
た
の
で
す
か
、
か
れ
は
誤
っ
て
い
た
の
で
す

か
、
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
次
の
よ
う
に
応
じ
る
。
か
れ
が
℃
0
3
。
ロ
m
wを
S

唱
三
と
し
た
の
は
、
人
が
す
べ
て
の
a
R
E
g
g
E
E
O

の
な
か
で
と
て
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
他
の
a
R
Z
5
2
8
Z
S

と
区
別
し
て
取
り
扱
う
ほ
う
が
、
3
8
5
B

・

。
仏
己
自
（
便
宜
）
E

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
根
拠
は
充
分
な
も
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
教
師
が

取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
事
物
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
生
徒
の
便
宜
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
法
は
人
を

特
別
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
円
高
円ω。
ロ
ω

の
と
こ
ろ
で
問
題
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
己
見
守

411 

B
ω
S
E
E

に
す
ぎ
な
い
。



で
は
、
5
ω

は
ど
う
か
。
「
わ
た
し
は
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
い
う
、
［
ガ
l

イ
ウ
ス
と
』
『
ぎ
な
仕
立
芯
誌
な
の
起
草
者
が
］
お

ω

と
呼
ん
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だ
も
の
を
色
。
B
E
E
S

と
名
づ
け
た
の
な
ら
、
い
っ
そ
う
適
切
か
つ
明
白
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
色
。BE
E
B

と
は
つ
ま
り
、
法
律
ま

た
は
合
意
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
な
い
限
り
で
、
円
。ω
g

弓
。
s
z
ω
（
有
体
物
）
を
完
全
に
処
分
す
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
取
り
戻

（
伺
）

す
権
利
で
あ
る
。
多
数
の
お

ω

を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
［
円
g
g

弓
ミ
色
町
に
限
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
こ
。
な
ぜ
、
おω
は

（
肝
）

門
戸
。
s
z
z
g

に
再
編
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
一
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
足
ω

が
＝
。Z
2
2
ω

（
あ
い
ま
い
）E
だ
か
ら
で

あ
る
。

3
0巳
門
目
。ES
E
C

巳
〈
2
8
2
2
5

ロ
m
E
C
S
ロ
。
ロ

g

ご
．2

司
（
は
た
し
て
事
物
の
世
界
で
おω
で
な
い
も
の
な
ど
あ
る
の
だ
ろ

う
か
？
）E
・
5
ω

に
は
円
。
ω
E
g

弓
。
s

－g

（
有
体
物
）
と
お
ω
E
E
g

弓
。
s

－2

（
無
体
物
）
が
と
も
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

す
べ
て
が
お
ω

と
い
う
事
態
が
実
際
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
は
有
体
物
上
の
権
利
の
変
動
に
つ
い
て
独
自

の
問
題
領
域
を
形
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
B
E
ロ

g

号
。
s

－2

の
法
は
わ
れ
わ
れ
に
い
う

e
B
吉
E
B

の
法
ま
さ
に
そ
れ
自

体
（
包
g
s
c
o
e
g
B）
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
円
。
ω

と
い
う
か
た
ち
で
お

ω
E
E
g

弓
。
s

－g

も
含
め
て
一
括
り
に
規
律
す

る
の
は
相
当
で
な
い
。
こ
う
し
て
、
第
一
の

g

吉
見
は
お
ω

で
は
な
く
品
。S
E
E
S

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
伺
）

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、

R
E
。
と
い
う
の
も

3
3
E
Z
2
5ロ
O
M
8
2
0
（
ま
た
不
正
確
）E

で
あ
る
。
ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
理

由
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
e
B
E
E
B

が
す
べ
て
の
法
の
一
の
宮
B

で
あ
る
の
な
ら
、
他
の
冨
お
は

R
t
。

（ω
）
 

で
は
な
く
。
z
－m
巳
宮
で
あ
る
の
は
論
理
必
然
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
ι
。
B
E
E
S

と

m
W
2
5を
対
比
す
る
の
は
、
3
8
5
m
w
O
片
片
付5
5

（
作
用
因
）E
と
ち
町
内0
2
5

（
作
用
）
E

の
混
同
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
色
。
B
E
E
S
と
。

E
釘
巳
芯
は
g
g
m
o
B
巳
g
p

他
方
、

円
。
昨
〈
宮
内
出
g
z
。
と

m
w
n
t
。
旬
。
一
円
ω
。
ロ
色
町
は
え
r
a
c
ω
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
B
F
t
ロ
門
出g
z
。
は
色
。B
E
E
S

か
ら
、

同
様
に
（
0
5
5
包
s
a
c
s
－
：
仲g
i
－
－
）
、
R
E
。
旬
。B

。
ロ
色
町
は
。
冨
仲
間

m
E
Z
か
ら
流
れ
出
る
（
巴
巳
同
）
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。mR
F
r

Z
2
5

（
建
築
師
）
と
対
比
さ
れ
る
の
は
、s
－g
R
E
ω

（
靴
屋
）
で
あ
っ
て
の
巳85

（
靴
）
で
は
な
く
、
ま
た
、
色
。Bg

（
家
）
と

（
削
）

対
比
さ
れ
る
の
は

g
r
g
ω

で
あ
っ
て

g
r
g
E
C
ω
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
品
。
B
E
E
B

に
相
対



す
る
他
の
g

匂
己
は
、
自
明
の
こ
と
と
し
て

（
己
念
日
付
兄
）
、
。

z
－m
巳
芯
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。

「
セ
ン
プ
ロl

ニ
ウ
ス
一
ぼ
く
は
こ
う
整
理
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
よ
そ
法
学
に
は
二
つ
の
S
U
E
－
色
。BZ
E
S
と
。

E
釘
巳
芯
が

あ
る
、
と
。

ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
一
そ
の
と
お
り
。
そ
し
て
、
法
律
上
存
す
る
残
り
の
す
べ
て
の
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
に
関
連
づ

け
ら
れ
る

（B
P
E
E
Z

円
）
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
二
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の

g

司
己
の
、
何
回2
2

（
部
）で
あ
る
か
、
ω
司
0
・

で
あ
る
か
、

8
5

号
。
虫
色
g
g
ω

（
作
用
因
）
で
あ
る
か
、
州
丘
町Zm
w（
類
似
）

（
朋
）

る
か
、
さ
ら
に
は
あ
れ
こ
れ
を
変
動
さ
せ
る
丘

R
Z
5
2
8
E
S

（
状
況
）
な
の
で
あ
る
」
。

巳
2

（
種
）

で
あ
る
か
、
g
E
S

丘
町
凶
（
対
立
）であ

第
二
部
E

ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
こ
の
体
系
再
編
と
の
関
連
に
お
い
て
所
有
権
取
得
理
論
、
契
約
と
所
有
権
の
関
係
を
簡
潔
に
説
く
。
そ
れ

は
、
E
a
凡
な
ミS
S

に
お
け
る
贈
与
の
配
列
に
対
す
る
批
判
と
、
セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
に
格
別
の
教
示
を
与
え
る
部
分
で
あ
る
。

色
。
ロm
E
Z
（
贈
与
）
［Z
2
・
N
h
］
を
ロ
ω
ロ

S
u
e
z
u円
岱
O
R
E
－
）
色
。
（
使
用
取
得
、
前
書
［
時
効
］
）
［
『
丘
－

N
・
2

の
後
ろ
に
続
け
、

あ
た
か
も

B

。
ι
g
m
w円E
E
B
ロ
佳
品
。B
E
E
S

（
所
有
権
取
得
方
式
）
の
一
種
の
よ
う
に
み
る
の
は
、3
F
ω
σ
え
ロ
。
ロ
ω
g
ω
ロ
B

（
理
性

(m
) 

を
有
し
な
い
）E
O

な
ぜ
な
ら
、
色
。
ロm
E
Z
E
Z六
i
g
ω

（
生
前
贈
与
）
は
。
百
三
宮
（
売
買
）
の
よ
う
な
8

己
5
2
ロ
ω
g

ロ
ω
g
ω

ロ
（
諾
成

契
約
）
に
挿
入
さ
れ
、
ま
た
、
品
。
ロ
巳Z
S

。
丘
町
g
g
m
w

（
死
因
贈
与
）
は
己t
s
m
g
E
三
m
g

（
終
意
処
分
）
に
数
え
ら
れ
な
け
れ
ば

ヨハン・アーベルの法理論

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

裏
返
し
て
い
え
ば
、
自
。
ι
g
m
w色
。
包
括
ロ
佳
品
。
B
E
E
S

は
g
E
5
2
5

と
は
区
別
さ
れ
る
。
「
わ
た
く
し
は
こ
こ
で
と
く
に
き
み

に
、
自
。
ι
g
m
E
S
E
Bロ門
出
品
。BE
E
S

を

g
E
5
2
5

・
品
。
日
ゅ
の

Z
5
2
0
5
a
と
用
心
な
く
混
同
し
な
い
よ
う
注
意
を
喚
起
す
る
。

と
い
う
の
は
、

5
2
5

品
。B
E
E

は
品
。
ロm
E
S－
－
：
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の
、
［
す
な
わ
ち
］
8

口
語
三
宮
（
合
意
）
に
よ
っ
て
移

転
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
可
岱
《E
z

－
－
：
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の
、
［
す
な
わ
ち
］
自
。
島
5

（
方
式
）
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
る
か

（
問
）

ら
で
あ
る
」
。
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み
ず
か
ら
の
構
想
は
こ
う
し
た
理
論
的
根
拠
の
み
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
い
。
「
の
み
な
ら
ず
、

こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
十
分
か
つ
正
確
に
構
想
す
る
た
め
に
わ
た
く
し
を
支
え
た
（
包
z
i
s
の
は
、
S
＆
S
E

え
た
ミ
守
遣
さ
で
あ

（
胤
）
（
問
）

る
」0

・h
江
口
忠ω
g
R

。
ω
C
5

・
2

唱
己E
2
5
c
ω
v
oロ
。
。

σ
巴
Z
S

（
虫
に
蓄
ら
れ
、
い
ち
め
ん
挨
に
覆
わ
れ
た
）E
そ
れ
は
、
ケ
l

ニ
ヒ

ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、

ス
ペ
ル
ク
の
図
書
館
で
発
見
さ
れ
た
。
か
れ
の
推
測
に
よ
れ
ば
、

い
ま
か
ら
四

O
O
年
前
、
神
聖
ロ
l

マ
皇
帝
ロ
タ
l

ル
三
世

の
時
代
［
一
二
世
紀
前
半
］
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ミ
ミ
ロS
N
ミ
句
史
雷
同
芯
ミ
ミ
さ
に
お
い
て
は
、

（
戸
。
昨
日

H
O】1
H
H
H
）

一
般
に
知
ら
れ
る
E
a
凡
な
ミS
S

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
配
列
が
と
ら
れ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
第
一
巻
に
組
み
込
ま
れ
る
は
ず
の
二
つ
の
章
、
U
2
5
E
E
2
E
B

と
ロ
Z
5
0
ロ

m
E
S
E
－
m
g
t
c
s
z
a
i
Eは
作
品

（
附
）

全
体
の
望
号
Z
E
C
B
を
構
成
し
、
第
一
巻
は
り
2
5
0
H
5
2。5
2
5

か
ら
始
め
ら
れ
る
、
第
二
巻
と
第
三
巻
、
第
三
巻
と
第
四

巻
は
、
口
。
。E
釘
町
民
吉
ロ
ロ
自
と
ロ

o
m
R
t。
巳
σ
5
の
各
章
を
境
に
区
別
さ
れ
る
と
と
も
に
、
。
z
－m
巳
芯
消
滅
の
章
、
o
z
F
5
5
。
色
町

。
σ
E
m巳
E
z

－
－
－
Z
円
は
U
m
w
m
W
2
Z
E
σ
gの前
、
す
な
わ
ち
第
三
巻
の
末
尾
に
移
行
さ
れ
、
円
。ωと
R

昨
日
。
の
再
編
成
が
図
ら
れ
て
い

る
、
そ
し
て
、
口
。
色
。
ロ
町
民
Z
E
σ
ロ
ω

の
章
は
ロ
o
c
ω
ロ
S
H
比
。
巳σ
己

ω
Z
Z
ロ
m
－
z
s
u。
江ω
旬
。ω
ω
g
位
。
巳
σ
5
の
後
ろ
で
は
な
く
、
始

め
の
も
の
写
。
ロ
巳z
s
。
丘
町
S

ロ
ω
ω
］
は
ロ
o
u
m丘
町
の
、
ま
た
、
他
の
も
の
［
色
。
ロ
m
E
Z
E
Z
円
〈
守
。ω
］
は
U
O
B
自
己
ω
一
件
。
す
な

わ
ち

g

己
3
2
5
8
5
8
ω

ロ
の
後
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
正
当
な
体
系
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。

ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
は
ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
の
話
を
聞
い
た
後
、
大
仰
な
た
と
え
を
交
え
て
感
嘆
す
る
。
「
も
し
も

E
a
む
ミ
泣
き
な
の

起
草
者
で
あ
る
ト
リ
ボ
ニ
ア
l

ヌ
ス
（
寸
ユZ
E
g
g

）
、
テ
オ
フ
ィ
l

ル
ス
（
吋
宮
。
司E
E
ω
）
お
よ
び
ド
ロ
l

テ
ウ
ス
（
U
2
2
z
g

）

（
即
）

が
今
日
、
死
か
ら
よ
み
が
え
る
な
ら
」
、
か
れ
ら
の
同
意
を
え
る
こ
と
は
疑
い
な
い
ほ
ど
、
も
っ
と
も
ら
し
い
配
列
で
あ
る
、
と
。

第
三
部

第
三
部
か
ら
は
、

ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
が
ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
に
応
え
て
セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
に
必
要
な
素
養
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ



と
、
セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
と
の
や
り
取
り
の
な
か
で
学
習
上
重
要
な
事
柄
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
引
い
て
お
こ
う
。
各
々
第
三
部

（
瑚
）

の
始
め
の
ほ
う
と
終
わ
り
の
ほ
う
に
位
置
し
、
ア
l

ベ
ル
の
主
張
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
部
分
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

初
学
者
は
3
m
g
g
自
己
ゅ
のω

（
文
法
）E
を
知
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
3
E
2
2
E
（
歴
史
）
E

に
も
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
各
々
の
ロ
l

マ
皇
帝
は
ど
の
時
代
を
統
治
し
て
い
た
の
か
、
各
々
の
ロ

l

マ
法
学
者
は
だ
れ
の
も
と
で
解
答
（

5
8
8

・

号
店
）
し
て
い
た
の
か
、
法
務
官
と
そ
の
他
の
政
務
官
の
職
務
権
限
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
喜
劇
と
と
も
に
、
キ
ケ
ロ

l

、
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス

（ω
巳
－c
m
江
口ω
）
、

ク

（F
－4
Fロ
ω
）
、

リ
ウ
ィ
ウ
ス

イ
ン
テ
ィ
リ
ア

l

ヌ
ス
（
C
E
E
E
g
g
）
そ
の
他
の
す
ば
ら
し
い
作
者
の
著
作
を
読
む
の
が
有
益
で
あ
る
に
違
い
な
い
。い
っ
そ
、
っ

ふ
か
く
研
究
し
た
い
の
な
ら
、
ギ
リ
シ
ア
の
文
献
も
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

ユ
ー
ス
テ
ィ
l

ニ
ア
l

ヌ
ス

法
典
の
多
く
の
法
文
は
そ
う
し
た
知
識
が
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

3
島
区
ゅ
の
片
付
5

（
弁
証
法
）E

に
習
熟

し
て
い
な
い
の
で
は
だ
め
で
、
向
日
。
片
山
口
在
。
と
門
出
己
位
。
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
少
し
前
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
か
の

細
々
し
た
弁
証
法
［
B
g

ロ
包
片
5

の
そ
れ
］
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
は
数
学
、
修
辞
学
、
詩
作
を
文
法
的

知
識
の
も
と
で
捉
え
、
生
徒
に

3
3
3
u
、
さ
立
。
ョN
m匂，R
h
N
n
z
g
m
g
m
E
t

。
（
百
科
事
典
［
的
教
養
］
の
十
分
な
習
得
）E
を
要
求
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
複
数
の
学
問
領
域
を
と
も
に
修
め
る
こ
と
が
、
法
学
を
熱
心
に
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。

ヨハン・アーベルの法理論

生
徒
が
ロ
l

マ
法
学
者
の
解
答
（
円2
3
5
0

）
、
元
首
の
指
令
（
B
R

ユ
宮ω
）
に
向
き
合
う
な
ら
ば
、
自
分
自
身
で
3
5
位
。
色
己
干

冨
ロ
岳
（
疑
問
の
B
E
S
E
w－h
m
t。
号
。
E
g
e

（
判
決
の
s
t
。
）E
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
s
t
。
こ
そ
ま
こ
と
に
法
律
の
生

（
別
）

命
で
あ
る
」
。
そ
う
す
る
と
き
に
は
、
一
方
で
、
伝
統
的
な
見
解
を
盲
信
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
方
で
、

一
つ
ひ
と
つ
丹
念
に
注

意
を
払
い
、
こ
れ
を
根
本
か
ら
理
解
す
る
よ
う
学
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

415 
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『
方
法
』
と
『
対
話
』
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内
容
の
要
約
と
位
置
づ
け

（
山
）

『
方
法
』
と
『
対
話
』
の
内
容
は
、
次
の
六
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
川
弁
証
法
的
方
法
論
の
法
学
に
対
す
る
適
用
、

（
山
）

ω
吉
ω
百
円
。
と
宮
ω
包
括
B

な
い
し
号

S
F
E
E
B
と
。

E
釘
m
E
Eの
体
系
的
峻
別
、
ω
g
z
g
E
ω
gつ
ま
り
吾
己
5

と

s
a
g

包
’

D
E
S
E－
品
。B
E
E
S

の
二
重
要
件
、
ω
S
丸
山
ぎ
な
句
史
雷
同
芯
還
さ
の
発
見
、
同

B
g
H
件m
w
H
F
g
ω
法
学
教
育
に
対
す
る
批
判
、
朗
人

（
山
）

文
主
義
的
学
習
法
の
提
示
。
山
は
『
方
法
』
各
章
、

ω
は
『
方
法
』
付
録
お
よ
び
『
対
話
』
第
二
部
I
、

ω
は
『
方
法
』
第
三
章
お

よ
び
「
対
話
』
第
二
部
E
、

ω
は
『
対
話
』
第
二
部
E

、
聞
は
「
対
話
』
第
一
部
、
山
川
は
「
対
話
』
第
三
部
に
各
々
対
応
す
る
。

も
っ
と
も
、

ω
な
い
し
削
は
各
々
独
立
の
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ずω
は
ω
に
対

応
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
双
方
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
の
は
山
で
展
開
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。ω

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

ω
聞
を
正
当
化
す
る
文
脈
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
聞
の
不
満
と
削
の
主
張
が
、
山
お
よ
び
問
問
を
展
開

は
以
上
の
意
味
に
お
い
て
、
相
互
に
連
携
・
補
充
し

す
る
動
機
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
方
法
』
と
「
対
話
』

合
う
関
係
に
た
つ
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

N 

ア
l

ペ
ル
に
対
す
る
評
価

全
体
的
評
価

（
山
）

ア
l

ベ
ル
の
仕
事
は
法
学
史
上
、
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
印
な
い
し
削
に
つ
き
順
に
述
べ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
山
）

ま
ず
、
山
は
問
で
描
か
れ
た
よ
う
な
g
g

ロ
色
付
5

の
教
育
法
と
は
反
対
に
、
「
見
通
し
の
よ
い
講
義
案
」
を
提
示
し
た
点
に
お

（
出
）

い
て
意
義
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ア

l

ベ
ル
の
提
案
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
叙
述
の
構
成
を
も
強
く
規
定
し
て
い
る
。
著



名
な
教
科
書
・
体
系
書
の
ど
れ
か
一
つ
を
紐
解
き
さ
え
す
れ
ば
、
概
念
・
分
類
・
成
立
・
内
容
・
効
果
・
消
滅
と
い
っ
た
章
立
て
が

い
た
る
と
こ
ろ
で
み
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
お
く
と
し
て
も
、
カ
ン
テ

ィ
ウ
ン
ク
ラ
を
は
じ
め
、
先
行
す
る
人
文
主
義
法
学
者
が
類
似
の
著
作
を
す
で
に
公
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
弁
証
法
を
法
学
に
適
用

（
旧
）

す
る
、
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
ア

l

ベ
ル
の
創
見
に
か
か
る
も
の
と
は
か
な
ら
ず
し
も
い
え
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ω
ω
に
つ
い
て
は
ア

l

ペ
ル
の
独
創
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
体
系
的
法
学
創
造
へ
の

（
山
）
（
川
）

ド
イ
ツ
精
神
の
第
一
歩
」
「
権
利
の
私
法
体
系
へ
の
重
大
な
体
系
的
転
回
の
起
点
」
で
あ
る
。ω
と
と
も
に
、
ア

l

ベ
ル
は
「
は
じ

（
国
）
（
即
）
（
阻
）

め
て
」
物
権
と
債
権
を
峻
別
し
た
も
の
と
さ
れ
、
物
権
債
権
峻
別
論
の
「
根
源
（
当
日

8
3
」
「
先
駆
者
（
ぎ
ユ
営
向
。
円
）
」
「
発
見
者

（
山
）

（
何
三
門
日
ゅ
の

W
2
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
か
れ
が
示
し
た
峻
別
体
系
は
の
ち
の
ド
イ
ツ
普
通
法
を
規
定
し
、
サ
ヴ
ィ
ニ

l

の
意
思
哲
学

に
よ
る
基
礎
づ
け
を
経
由
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
「
債
務
法
（
∞
各
巳
骨
ゅ
の
宮
）
」
と
「
物
権
法
（
印

R
Z
R
R
Z

）
」
の
峻

別
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
物
権
債
権
峻
別
と
い
う
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
か
れ
に
由
来
す
る
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
比
さ
れ
る
の
は
、

S
2
8
5
》
《
円
。
ω
》
《

R
Z
。
》
の
三
部
体
系
、
』
宏
之
凡
室
町
民

S
S

の
流
れ
を
受
け
継
ぐ

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
プ
l

フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
体
系
が
そ
う
で
あ
り
、
こ
の
方
式
で
編
纂
さ
れ
た
法
典
と
し
て
は
プ
ロ
イ
セ
ン
一

ヨハン・アーペルの法理論

般
ラ
ン
ト
法
・
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
聞
と
と
も
に
、
ア

l

ベ
ル
は
「
最
初

（
凶
）
（
別
）

に
」
吾
己
5

と
目
。

ι
5

の
二
重
要
件
を
提
唱
し
た
も
の
と
さ
れ
、
「
き
わ
め
て
徹
底
し
た
有
因
論
」
、
い
わ
ゆ
る
吾
己
5

・5

。
門
吉
一
ω

（
悶
）
（
国
）
（
即
）

理
論
の
「
還
元
［
先
］
（
自
円
位
。
E
S
B

ロ
）
」
「
創
始
者
（
巴
吋
F
S
2
）
」
「
出
発
点
（
〉5
m
g
m
ω
宮
口
宮
）
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
か

れ
が
説
い
た
寄
己

5

・
5

。
仏
己ω
理
論
は
B

。
ι
g
m
色
。
戸
包
括
ロ
佳
品
。

B
E
E
B

と
し
て
可
州
丘
在
。
（
さ
司
円
ゅ
の

F
g
色
。
・z
g

己
芯
ロ
）
が

行
わ
れ
る
場
合
の
み
を
想
定
し
て
い
た
が
、

の
ち
に
適
用
範
囲
が
拡
張
さ
れ
、
と
く
に
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
す
べ
て
の
取
得
方
式
に

一
般
化
さ
れ
た
後
、
こ
れ
を
媒
介
と
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に

417 

な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
と
ド
イ
ツ
民
法
典
は
両
極
端
の
途
を
歩
ん
だ
。
前
者
で
は
、

一
般
に
グ
ロ
l

テ
ィ
ウ
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ス
と
と
も
に
語
ら
れ
る
合
意
主
義
の
影
響
か
ら
、
契
約
の
意
味
で
の

Z
Z
E
ω
が
尊
重
さ
れ
、
B

。
門
田
口
ω

要
件
が
追
い
出
さ
れ
た
。
他

方
、
後
者
で
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
そ
れ
ま
で
の
普
通
法
を
支
配
し
て
い
た
同
理
論
を
退
け
、
ョ
。

ι
5
を
物
権
契
約
（
仏
吉
区
片F
2

418 

3
2
5
m
）
と
し
て
構
成
し
、
こ
れ
を
も
と
に
無
因
主
義
を
提
唱
し
た
結
果
、
有
因
主
義
は
捨
て
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

ω
の
指
摘
は
、
法
制
史
学
上
大
き
な
議
論
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
アl
ペ
ル
が
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
図
書
館
で
発
見

し
た
と
い
う

S
＆
S
E
a
S
R

芯
s
h
S

は
、
E
a
s
ミ
S
S

と
は
異
な
る
そ
の
配
列
の
仕
方
か
ら
み
て
、
一
二
世
紀
前
半
に
オ
ル

(m
) 

い
わ
ゆ
る
旬
、
R

暑
い
て
向
。

h
s

で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

レ
ア
ン
で
書
か
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
著
者
不
明
の
作
品
、

と
こ
ろ
が
、
ア
l

ペ
ル
の
記
述
か
ら
、
足
。
ミ
S

な
え
た
ミ
e
s
hさ
こ
そ
が
ユ
l

ス
テ
ィ
l

ニ
ア
l

ヌ
ス
帝
の
営
句
史
設
立S
S

の
手

（
瑚
）

稿
で
あ
る
、
と
い
う
「
一
連
の
誤
解
」
が
生
じ
た
。
同
時
代
の
バ
ル
ド
ゥ
イ
ヌ
ス
（
回

m
w
E
C
E
g）
に
は
じ
ま
る
こ
の
誤
解
は
、
サ

ヴ
ィ
ニ
l

が
ヴ
ィ
l

ン
版
の
手
稿
を
発
見
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
排
除
さ
れ
た
。
し
か
し
、

S
民
営
ヤ
宮
丸
止
ミ
守
s
h
き
が

旬
、R

』
町
、
。
h
s

で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
残
念
な
こ
と
に
、
ア
l

ペ
ル
の
切
さ
忌
兄
向
。
h
s

の
手
稿
は
わ

（
別
）

れ
わ
れ
に
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
！
」
。
ま
っ
た
く
同
一
の
手
稿
は
ケ

l

ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
図
書
館
に
も
、
そ
の
他
の
と
こ
ろ
に
も

現
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ひ
る
が
え
っ
て
ア
l

ペ
ル
は
そ
も
そ
も
本
当
に
手
稿
を
み
た
の
か
、
み
た
と
し
て
も
そ
れ

を
切
ミ
忌
し
℃
向
。
も
お
と
同
定
で
き
る
の
か
、
で
き
る
と
す
る
な
ら
現
存
す
る
も
の
と
異
な
る
理
由
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
、
と
い
う

(m
) 

問
題
が
生
じ
る
。
け
れ
ど
も
、
現
在
で
は
こ
れ
ら
の
問
い
は
一
応
ク
リ
ア
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ア

i

ペ
ル
を
し
て

（
問
）
（

m
）

旬
、R

』
町
、
。
も
お
の
「
最
初
の
報
告
」
「
第
一
発
見
者
」
と
み
る
評
価
が
確
立
し
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

最
後
に
、
同
削
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
新
規
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
釈
義
的
な
講
義
・
権
威
的
な
教
授
・
大

学
教
育
の
不
全
、
古
典
語
の
習
熟
・
歴
史
へ
の
洞
察
・
理
性
の
要
求
と
い
っ
た
指
摘
な
い
し
そ
こ
か
ら
生
じ
る
主
張
は
、
と
く
に
メ

（
別
）

ラ
ン
ヒ
ト
ン
を
中
心
と
す
る
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
人
文
主
義
グ
ル
ー
プ
に
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
問
と
削

（
悶
）

で
は
い
さ
さ
か
評
価
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
小
川
は
、
ス
ル
ピ
テ
ィ
ウ
ス
が
セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
と
ア
ル
ベ

l

リ
ウ
ス
と
の
や
り
取



り
を
と
お
し
て
教
育
法
を
提
示
す
る
、
と
い
う
趣
向
が
と
ら
れ
て
い
る
た
め
、
形
式
な
い
し
表
現
に
お
い
て
も
着
目
す
べ
き
点
が
み

（
問
）

一
般
的
な
人
文
主
義
的
改
革
綱
領
」
と
要
約
さ
れ
る
ゆ
え
ん

あ
た
ら
な
い
。
「
ア
ン
チ
バ
ル
ト
リ
ス
ト
的
主
題
［
を
取
り
扱
っ
た
］

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
問
は
、
セ
ン
プ
ロ
l

ニ
ウ
ス
の
滑
稽
な
言
動
と
ア
ル
ベ
l

リ
ウ
ス
の
応
答
・
回
顧
を
と
お
し
て
当
時
の

教
育
現
場
を
生
き
生
き
と
批
判
的
に
描
写
す
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
意
識
そ
れ
自
体
は
と
も
か
く
、
そ
う
し
た
事
情
を
現
代
に
伝
え

（
即
）

一
次
資
料
と
し
て
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

る
も
の
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、

ア
l

ペ
ル
が
法
学
に
も
た
ら
し
た
寄
与
は
数
多
い
け
れ
ど
も
、
現
代
と
の
関
係
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
を
一

(m
) 

つ
だ
け
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ω
、
す
な
わ
ち
物
権
と
債
権
の
体
系
的
峻
別
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

学
問
的
傾
向

ア
l

ベ
ル
の
学
問
的
傾
向
は
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
人
文
主
義
法
学
、
と
答
え
れ
ば
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
ア
1

ベ
ル
が
そ
う
し
た
潮
流
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
次
の
二
つ
の
事
柄
を
考
察
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヨハン・アーベルの法理論

一
つ
は
、
人
文
主
義
法
学
の
展
開
か
ら
み
た
ド
イ
ツ
人
文
主
義
法
学
・
ア
l

ベ
ル
の
位
置
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
般
的

（
問
）

な
知
識
を
確
認
し
て
お
け
ば
足
り
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
人
文
主
義
法
学
は
イ
タ
リ
ア
で
開
始
さ
れ
た
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、

宗
教
改
革
の
時
代
思
潮
と
相
ま
っ
て
、
一
六
世
紀
の
前
半
に
最
盛
期
を
迎
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
ロ

l

マ
法
の
継
受
と
同
じ
時
期
に

進
行
し
た
と
い
う
事
情
か
ら
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
理
由
は
異
な
る
も
の
の
、
イ
タ
リ
ア
と
同
じ
よ
う
に
法
学
の
主
流
と
は
な
り
え

ず
、
そ
の
影
響
は
ツ
ア
ジ
ウ
ス
の
よ
う
な
思
慮
深
い
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
学
者
か
ら
感
じ
と
ら
れ
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
、
人
文
主

義
法
学
が
花
開
い
た
の
は
次
の
時
代
、
g
g
m
m
w
E
2
ω
（
フ
ラ
ン
ス
学
風
）
の
名
が
示
す
と
お
り
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
で
あ

一
六
世
紀
の
後
半
に
は
全
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
。
ア
i

ペ
ル
は
こ
の
消
極
に
評
価
さ
れ
る
ド
イ
ツ
人
文
主
義
法

、

h
り
，
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学
の
枠
内
ー
ー
よ
り
精
確
に
は
、
当
時
は
ま
っ
た
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
う
ち
ー
ー
に
定
位
さ
れ
る
と
い



う
わ
け
で
あ
る
。
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も
う
一
つ
は
、
人
文
主
義
法
学
の
特
徴
か
ら
み
た
ド
イ
ツ
人
文
主
義
法
学
・
ア

l

ベ
ル
の
位
置
で
あ
る
。
人
文
主
義
法
学
の
分
析

（
凶
）

の
際
に
は
、
次
の
三
つ
の
視
角
を
導
入
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
①
「
古
事
学
的
（s
t
a
gユ
R
F
）
」
傾

向
、
②
「
教
育
的
（
旬
以
含
向
。
阿
佐
岳
）
」
傾
向
、
③
「
体
系
的
（

ω
3
Z
B
丘
町
各
）
」
傾
向
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
文
主
義
法
学
は
他
の
そ

れ
に
比
し
て
一
般
に
、
①
の
傾
向
は
｜
｜
ハ
ロ
ア
ン
ダ
ー
が
早
世
し
て
し
ま
っ
た
結
果
｜
｜
弱
い
が
、
②
の
傾
向
は
ー
ー
と
く
に
ヴ

イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
｜
｜
強
く
、
他
方
、
③
の
傾
向
は
｜
｜
ツ
ア
ジ
ウ
ス
に
よ
り
大
幅
に
差
し
引
か
れ
る
と
い
う
意
味
で

｜
｜
弱
い
、
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
一
般
的
評
価
は
ア

l

ペ
ル
に
は
直
接
当
て
は
ま
ら
な
い
。
た
し
か
に
、

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
グ
ル
ー
プ
に
属
し
た
ア

1

ベ
ル
に
、
②
の
傾
向
が
と
り
わ
け
強
く
み
い
だ
さ
れ
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
（
問
問

（
凶
）

削
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
③
の
傾
向
は
と
き
に
体
系
再
編
を
拒
絶
し
た
ツ
ア
ジ
ウ
ス
と
の
対
立
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
激
し
く
（ω

ω
。
山
も
参
照
）
、
ま
た
、
①
の
傾
向
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
ω
。
削
も
参
照
）
。

で
は
、
ア
l

ペ
ル
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
①
な
い
し
③
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
触

（
国
）
（
問
）
（
凶
）

れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
他
方
、
こ
れ
を
指
摘
す
る
も
の
を
整
理
す
る
と
、
②
③
の
劣
位
に
お
く
も
の
、
同
格
に
お
く
も
の
、
優
位
に

（
出
）
（
凶
）

お
く
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
ω
は
一
般
的
言
辞
に
と
ど
ま
る
か
ら
こ
れ
を
除
外
す
る
と
、
ω
に
は
③
の
「
歴
史
的
正
当
化
」
の
位
置

づ
け
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
①
を
②
と
同
格
な
い
し
優
位
に
お
く
の
は
相
当
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
後

二
者
の
見
方
は
と
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
次
に
、
②
と
③
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
文

（
叩
）
（
瑚
）
（
瑚
）

献
の
状
況
を
分
析
す
れ
ば
、
②
の
み
を
強
調
す
る
も
の
、
②
と
③
を
と
も
に
指
摘
す
る
も
の
、
③
の
み
を
強
調
す
る
も
の
に
分
け
ら

（
問
）

れ
る
。
②
が
ア
l

ペ
ル
の
「
本
来
的
関
心
」
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
の
は
、
か
れ
の
経
歴
、
作
品
の
成
立
事
情
、
テ
ク
ス
ト
そ
れ
白

体
か
ら
み
て
合
理
的
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
最
後
の
も
の
が
②
を
落
と
し
て
い
る
の
は
、
反
対
資
料
が
存
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
現

代
の
ド
グ
マ
l

テ
ィ
ク
の
関
心
上
、
③
の
重
要
性
が
あ
ま
り
に
大
き
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
争
点
は
、
前
二
者
の
い
ず
れ



が
相
当
で
あ
る
か
に
帰
着
す
る
。
両
者
の
対
立
は
、
③
を
②
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
み
る
か
、
そ
う
で
は
な
く
、
③
も
独
自
の
結
論

と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
と
み
る
か
、
と
い
い
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
問
い
の
形
式
を
変
え
て
み
れ
ば
、
前
者
の
不

当
性
は
明
白
で
あ
る
。
ω
は
と
も
か
く
、

ω
ω
に
つ
い
て
は
、
ア
l

ペ
ル
が
教
育
的
関
心
と
は
無
関
係
に
、
こ
れ
を
「
正
当
な
私
法

（
即
）

体
系
そ
の
も
の
」
と
み
て
い
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

体
系
構
想

ア
l

ペ
ル
の
体
系
構
想
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
消
極
積
極
双
方
の
見
解
が
存
す
る
。

消
極
説
の
代
表
は
、
ア
l

ペ
ル
の
体
系
を
3ロ
m
Z
（
浅
薄
）E
L
Z
E
m（
浮
薄
）
E

と
断
じ
る
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
で
あ
る
。
か
れ
の
論
旨
を

（
即
）
（
問
）
（
出
）

分
析
す
れ
ば
お
お
よ
そ
、
体
系
を
支
え
る
方
法
、
体
系
そ
れ
自
体
、
体
系
の
性
格
・
内
容
に
対
す
る
批
判
に
区
分
で
き
る
。
以
下
順

に
み
て
い
こ
、
っ
。

ア
l

ペ
ル
は
自
己
の
体
系
構
想
を
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
流
の
「
弁
証
法
」
に
依
拠
し
て
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
｜
｜
ア
リ
ス
ト
テ
レ

l

ス
（
〉
号
室
号
ω
）
で
は
な
く
キ
ケ
ロ

l

に
依
拠
し
て
い
る
に
せ
よ
｜
｜
、
「
古
い
ス
コ
ラ
学
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
」
に
固
執
し
た
「
事
物
か
ら
遊
離
し
た
形
式
的
な
」
方
法
論
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
門
出
己
ω
5
・
m
g
2
P
ω

克
己
2

・

g
Z
8

・0
内
向
。
。zp
a
R
Z
B
ω
S
E
E
oと
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
、
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て
あ
ま
す
こ
と
な
く
論
理
的
に

第
一
に
、

ヨハン・アーベルの法理論

進
展
す
る
「
空
疎
な
演
緯
」
を
行
う
こ
と
は
、
｜
｜
適
用
対
象
を
個
別
テ
ク
ス
ト
か
ら
全
素
材
に
拡
張
し
た
と
い
う
点
で
は
新
し
く

は
あ
る
も
の
の
｜
｜
［
ア

l

ペ
ル
が
批
判
す
る
］
2
8
8

に
と
っ
て
も
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。

ア
l

ペ
ル
の
際
に
は
、
「
体
系
化
さ
れ
た
素
材
の
問
題
性
」
が
見
逃
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
経
験
的
帰
納
と
の
関
係
を

構
築
し
な
い
限
り
、
「
法
学
の
公
理
体
系
へ
の
転
換
」
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
で
は
「
法
理
論
の
空
洞
化
」
が
生
じ
て
し
ま
う
。
弁

証
法
を
E
a
凡
な
ミS
S

に
転
用
す
れ
ば
、
簡
潔
「
正
当
」
良
好
な
レ
ル
ン
シ
ェ
ー
マ
を
導
き
う
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
「
正
し
い
」
体

系
か
ら
新
た
な
正
し
い
判
断
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
や
い
な
や
、
み
ず
か
ら

g
g

ロ
m
w
E
2
ωに
対
し
て
論
難
し
た
は
ず
の
「
空
虚
な

第
二
に
、

421 



ス
コ
ラ
ス
テ
ィ
ク
」
に
後
退
し
、
む
し
ろ
g
g

ロ
巴
片
5

か
ら
受
け
継
が
れ
た
実
務
上
の
価
値
を
破
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
「
法
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理
論
の
生
き
生
き
と
し
た
力
は
、
も
っ
ぱ
ら
絶
え
間
な
く
法
適
用
に
携
わ
る
実
務
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
」
。

ア
l

ペ
ル
を
境
と
し
て
、
』
宏
之
凡
言
尽
き
S

の
伝
統
を
保
持
し
、
「
社
会
的
機
能
」
を
反
映
し
た
、
「
［
有
体
］
物
の
み
な

第
三
に
、

ら
ず
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
適
用
さ
れ
る
一
般
的
な
財
産
法
（
〈
2
5
0
m
g
ω兄
島
丹
）
」
を
有
す
る
体
系
と
、
そ
こ
か
ら
離
脱
し
、
「
論
理

上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
「
権
利
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
」
か
ら
出
発
し
、
「
吉
ω
E
S

（
『
物
権
』
［
有
体
物
上
の
権
利
］
）
と
。
豆
紅
巳
芯
（
『
債
権
』
）
」

を
対
置
す
る
体
系
が
快
を
分
か
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
民
法
典
が
与
す
る
物
権
と
債
権
の
体
系
的
峻
別
は
、
物
権
と

債
権
の
中
間
物
、
債
権
（
無
体
物
）
の
客
体
化
と
の
関
連
で
様
々
な
問
題
を
惹
起
し
て
い
る
。
現
行
法
で
は
徹
底
さ
れ
て
お
ら
ず
、

今
後
も
維
持
さ
れ
る
べ
き
と
は
い
え
な
い
。
「
財
産
秩
序
」
と
「
契
約
秩
序
」
へ
の
再
編
が
志
向
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
積
極
的
評
価
を
与
え
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
l

に
対
応
す
る
か
た
ち
で
整
理
す
れ
ば
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

第
一
点
に
つ
い
て
は
、
中
世
ロ

l

マ
法
学
と
の
相
違
を
強
調
す
る
も
の
と
、
中
世
的
学
問
そ
の
も
の
の
位
置
づ
け
・
価
値
を
見
直

（
悶
）

す
も
の
が
あ
る
。
シ
ユ
テ
ィ
ン
ツ
イ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ア

l

ペ
ル
は
自
己
の
方
法
の
適
用
に
つ
き
釈
義
的
な
そ
れ
を
維
持
し
、
こ
の

限
り
で
伝
統
的
な
枠
組
み
か
ら
離
れ
て
い
な
い
が
、
「
単
純
化
と
事
物
の
本
質
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
視
点
の
正
当
な
選
択
」
に
お
い

て
新
規
性
が
あ
る
と
評
価
し
、
こ
こ
で
い
う
「
視
点
」
と
は
「
B
S
ロ

m
E
2
ω
の
ス
コ
ラ
的
方
法
の
よ
う
な
た
だ
外
側
か
ら
持
ち
込

（
問
）

ま
れ
た
芯
巳
で
は
な
い
」
と
付
言
す
る
。
ま
た
、
メ
ル
ツ
バ
ッ
ハ

l

は
ヴ
ィ
ア
ッ
カ

1

に
対
し
て
、
刺
激
的
な
言
辞
で
反
論
す
る
。

ア
l

ペ
ル
の
精
神
的
哲
学
的
立
場
は
あ
く
ま
で
段
階
的
な
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
l

ス
の
継
受
」
（
グ
ラl
プ
マ
ン
〔
冨
ω
三
宮
のg
σ
B
g
ロ
〕
）

を
特
徴
と
す
る
ス
コ
ラ
ス
テ
ィ
ク
の
全
面
的
展
開
、
中
世
的
学
聞
が
押
し
通
さ
れ
た
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
含
め
て
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ

l

の
評
価
は
「
私
見
に
よ
れ
ば
い
さ
さ
か
消
極
的
に
す
ぎ
る
」
。
そ
し
て
、
か
れ
が
「
空
疎

な
演
鐸
」
な
ど
と
批
判
す
る
と
き
、
「
わ
た
く
し
個
人
と
し
て
は
ま
っ
た
く
同
意
で
き
な
い
」
。
ま
さ
に
ト
l

ピ
ク
は
精
確
な
争
点
を



把
握
す
る
技
術
の
仲
介
を
試
み
、
制
定
法
上
の
正
し
い
思
考
へ
の
導
入
を
与
え
る
こ
と
に
努
め
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
こ
こ
で
す
ぐ
前
に
、

『
トl
ピ
ク
と
法
学
（
U
h
v匙抽
選
弘
、
ミ
ミ
旬
、
ミ
侍
送
）
』
が

フ
ィ
l

ヴ
ェ
l

ク
（
同d
g
品
。
円
．50
4司
o
m）
の

引
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
）

第
二
点
に
つ
き
、
バ
ル
ト
ハ

l

ザ
l

は
「
体
系
性
対
経
験
性
（
∞
百
件
。
自
己
停

2
2
5

開
目
立
E
W
）
」
な
る
視
角
か
ら
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ

l

の
主
張
に
反
論
す
る
。
体
系
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
法
学
者
の
使
命
は
「
本
質
的
に
論
理
的
な
も
の
」
と
み
な
さ
れ
、
論
理
的
推
論

か
ら
一
義
的
な
結
論
が
え
ら
れ
、
「
法
的
安
定
性
と
法
適
用
の
平
等
」
が
実
現
さ
れ
う
る
。
他
方
、
経
験
主
義
者
は
公
平
な
結
論
は

つ
ね
に
個
別
ケ
l

ス
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
と
み
、
な
に
よ
り
も
「
個
別
ケ
l

ス
の
事
物
的
諸
事
情
」
の
把
握
か

ら
出
発
す
る
（
R
F
2

。
。
吾
号
吉

ω

〔
事
実
か
ら
法
は
生
じ
る
〕
）
。
体
系
志
向
は
と
く
に
自
然
法
に
み
ら
れ
、
概
念
法
学
で
頂
点
を
き

わ
め
た
が
、
利
益
法
学
の
展
開
、
B
G
H

の
対
応
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
法
概
念
の
体
系
は
実
際
の
法
発
見
に
と
っ
て
ま

さ
に
十
分
で
は
な
い
」
。
ヤ
ウ
ォ
レ
l

ヌ
ス
（
E
g
－8
5

）
の
定
義
に
関
す
る
警
告
は
今
日
も
真
剣
に
受
け
取
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
経
験
主
義
者
が
個
別
ケ
I

ス
で
正
義
を
求
め
る
努
力
は
、
「
盗
意
と
の
限
界
を
侵
そ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
」
、
ま
っ
た
く
体
系

性
な
し
に
す
ま
す
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
「
法
適
用
に
一
定
の
計
算
可
能
性
と
検
証
可
能
性
を
付
与
し
う
る
体
系
的
基

盤
」
を
必
要
と
す
る
。
「
こ
の
こ
と
を
顧
慮
す
る
と
き
、
ア

l

ペ
ル
の
試
み
は
け
っ
し
て
－
b
o
Z
Eと
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で

ヨハン・アーベルの法理論

あ
る
」
。

第
三
点
に
関
し
て
は
、
二
つ
の
応
答
の
仕
方
が
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
訴
権
の
体
系
と
対
比
さ
れ
た
権
利
の
体
系
と
い
う
視
座
か

(m
) 

ら
評
価
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
ア
フ
ォ
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
l

ベ
ル
が
ロ
l

マ
の
』
宏
之
凡
な
ミ
S
S

体
系
の
代
わ
り
に
樹
立
し
た

体
系
は
、
「
主
観
法
［
権
利
］
の
視
点
に
よ
る
考
え
抜
か
れ
た
理
論
構
成
」
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
「
簡
明
か
つ
論

理
的
な
原
則
と
徹
底
し
た
区
分
」
に
基
づ
く
た
め
に
「
講
義
目
的
」
に
完
全
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
分
析
す
る
。
ド
ゥ
ピ
シ

（
閣
）

ヤ
ド
は
こ
う
し
た
見
方
を
受
容
し
、
ア
l

ペ
ル
の
体
系
が
力
を
有
す
る
い
っ
そ
う
深
い
根
拠
は
「
か
れ
が
こ
の

3
含
B
E
E
S
E
と
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3。
E
応
忠
吉
E

の
う
え
に
樹
立
し
た
体
系
と
と
も
に
、
形
式
上
（
仏2
司
2
5
5

各
）
、
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い
わ
ば
主
観
的
意
味
で
の
法
［
権
利
］
の
概
念

を
受
容
す
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
体
系
を
創
設
し
た
こ
と
」
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
し
、
市
民
法
体
系
が
権
利
の
体
系

に
転
換
す
る
こ
と
は
な
お
長
い
間
問
題
と
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
付
言
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
体
系
の
柔
軟
性
を
強
調
す
る

（
瑚
）

も
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
ハ

l

ザ
l

は
、
ア
i

ペ
ル
の
主
た
る
関
心
は
あ
く
ま
で
「
教
育
的
な
こ
と
」
に
あ
る
と
こ
ろ
、
か
れ
自
身
は

自
己
の
体
系
か
ら
一
義
的
な
実
際
的
帰
結
を
引
き
出
せ
る
と
は
け
っ
し
て
主
張
し
て
い
な
い
、
こ
う
し
た
歴
史
的
文
脈
を
抜
き
に
か

れ
を
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
ヴ
ィ
ア
ツ
カ
l

を
批
判
し
、
ア
！
ペ
ル
の
体
系
を
積
極
的
に
評
価
す
る
。
物
権
と
債
権
の
区
別
は

両
者
の
法
的
取
扱
い
を
判
断
す
る
に
は
「
原
則
と
し
て
適
当
」
で
あ
る
し
、
他
面
、
体
系
に
暇
庇
が
あ
る
際
に
は
「
必
要
な
柔
軟

424 

さ
」
を
持
ち
込
む
こ
と
を
ア
l

ペ
ル
は
拒
否
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

v 
お
わ
り
に

ア
l

ペ
ル
の
法
理
論
の
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
、
か
れ
の
生
涯
と
作
品
の

成
立
ち
を
振
り
返
り
（
H

）
、
そ
う
し
た
後
で
法
理
論
を
考
察
し
（
E

）
、
こ
れ
に
対
す
る
評
価
を
ま
と
め
て
み
て
き
た
（
町
）
。
い
ず

本
稿
は
、

れ
に
お
い
て
も
、
先
行
研
究
相
互
の
関
係
・
位
置
づ
け
お
よ
び
そ
れ
ら
と
テ
ク
ス
ト
と
の
突
合
せ
の
作
業
を
、

で
き
る
か
ぎ
り
綿
密

に
行
っ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
稿
が
と
く
に
関
心
を
寄
せ
る
点
を
指
摘
し
て
結
び
と
し
た
い
。

（
旧
）

第
一
に
、
体
系
の
基
礎
に
つ
い
て
。
物
権
と
債
権
の
体
系
的
峻
別
は
次
の
二
つ
を
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、

権
利
の
体
系
の
確
立
（
体
系
構
成
原
理
の
問
題
）
と
、
物
概
念
の
有
体
物
へ
の
制
限
（
物
概
念
の
広
狭
の
問
題
）
で
あ
る
。
問
題
は
、

こ
れ
ら
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
な
に
か
、
す
な
わ
ち
そ
の
基
礎
づ
け
に
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニl
の
峻
別
論
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
流
の
自

律
的
意
思
に
求
め
ら
れ
る
。
か
れ
は
自
律
的
意
思
を
基
礎
に
お
き
、
意
思
と
権
利
を
結
合
す
る
か
た
ち
で
権
利
の
体
系
を
確
立
す
る



一
方
、
意
思
支
配
の
対
象
の
一
で
あ
る
自
然
（
の
一
部
）
か
ら
意
思
H

権
利
を
排
除
し
、
物
概
念
を
有
体
物
へ
と
制
限
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
ア
l

ベ
ル
の
際
に
は
ま
っ
た
く
事
情
が
異
な
る
。
か
れ
は
な
に
よ
り
も
教
育
目
的
か
ら
出
発
し
、
学
生
に
理
解
し
や
す

い
講
義
を
行
う
た
め
に
、
弁
証
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て
自
己
の
体
系
を
構
築
し
た
。
そ
う
し
た
目
的
か
ら
離
れ
て
体
系
を
基
礎

づ
け
る
際
に
は
、
全
体
と
し
て
弁
証
法
的
論
理
の
整
合
性
に
意
が
払
わ
れ
て
い
た
が
、
円
。
ω
を
品
。BE
E
B

［
有
体
物
上
の
所
有

権
］
に
制
限
し
た
理
由
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
有
体
物
上
の
権
利
と
無
体
物
上
の
権
利
、
物
権
法
と
債
権
法
を
一
括
り
に
規
律

す
る
の
で
は
法
関
係
が
＝
。
σ
2
5
5

（
あ
い
ま
い
）E

に
な
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
「
ア
l

ペ
ル
は
法
論
理
と
法
体
系
の
基
本
的

（
即
）

特
質
を
簡
潔
明
瞭
に
（
W
5
3
5
島
区
ω

円
）
展
開
す
る
こ
と
に
努
力
し
た
」
。
キ
ー
ワ
ー
ド
を
列
挙
す
れ
ば
、
アl
ペ
ル
の
峻
別
論
は
、

教
育
目
的
、
弁
証
法
的
論
理
、
そ
し
て
簡
潔
明
瞭
性
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
l

ペ
ル
に
権
利
の
体
系
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
の
根
拠
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
サ

ヴ
ィ
ニ
！
と
ア

1

ペ
ル
は
同
じ
く
峻
別
論
を
打
ち
立
て
、
ク
論
理
的
。
と
い
う
特
質
を
有
す
る
点
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以

外
の
点
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ヴ
ィ
ニ
l

の
峻
別
論
が
1
1

特
殊
な
意
思
哲
学
に
担
わ
れ
た
と
い
う
意
味
で
｜
｜

ク
哲
学
的
・
原
理
的
ψ

で
あ
る
の
に
対
し
て
、

ア
l

ベ
ル
の
そ
れ
は
｜
｜
教
育
目
的
・
簡
潔
明
瞭
性
を
顧
慮
し
て
い
る
と
い
う
意
味

ヨハン・アーベルの法理論

で
ー
ー
ク
実
際
的
・
機
能
的

ψ

で
あ
る
。
こ
う
し
た
根
拠
の
相
違
は
、
峻
別
の
限
界
を
考
え
る
際
に
重
要
な
差
異
を
も
た
ら
す
。
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
の
よ
う
な
ク
厳
格
な
ψ
峻
別
論
で
は
物
権
債
権
峻
別
の
例
外
を
承
認
す
る
こ
と
は
自
己
の
立
場
の
破
壊
に
繋
が
り
か
ね
な

い
が
、
ア
1

ペ
ル
の
よ
う
な
ク
柔
軟
な
。
（
合
目
的
的
と
い
っ
て
も
よ
い
）
峻
別
論
に
よ
れ
ば
そ
う
し
た
例
外
を
認
め
る
こ
と
も
背
理

と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
峻
別
論
の
起
源
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
は
サ
ヴ
ィ
ニ

ー
で
は
な
く
ア

1

ペ
ル
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
そ
の
原
型
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
で
は
な
く
む
し
ろ
ア

l

ベ
ル
に
み

た
よ
う
な
特
質
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
体
系
の
内
容
に
つ
い
て
。
民
法
典
の
編
纂
方
式
に
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
と
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ

l

テ
ィ
オ
l

ネ
ン
体
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系
の
二
大
方
式
が
み
ら
れ
、
前
者
で
は
《
総
則
》
《
債
権
》
《
物
権
》
《
親
族
》
《
相
続
》
の
五
部
体
系
、
後
者
で
は
《
人
》
《
物
》
《
訴
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権
》
に
由
来
す
る
三
部
体
系
が
と
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
は
後
者
に
比
し
て
、
①
総
則
の
存
在
、
②
物
権
債
権
の
峻
別
、
③

家
族
法
の
後
置
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
1

ベ
ル
に
よ
り
構
想
さ
れ
た
の
は
、
《
物
権
》
《
債
権
》
の
二
部
体
系

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
権
債
権
の
峻
別
と
い
う
点
（
②
）
で
は
前
者
に
与
す
る
反
面
、
総
則
が
な
い
と
い
う
点
（
①
）
で
は
後
者
と

同
質
で
あ
る
が
、
家
族
法
・
人
の
法
が
体
系
の
構
成
要
素
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
点
（
③
）
で
は
い
ず
れ
と
も
異
な
る
。
③
の
点
に

ア
l

ペ
ル
は
、
た
し
か
に
人
は
法
上
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
が
、
し
か
し
体
系
上
は
あ
く
ま
で
時
・
場
所
な
ど
と
同
じ

っ
き
、

よ
う
に
、
込
町
2
5
ω
g

三
宮
（
状
況
［
修
正
事
情
な
い
し
法
律
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
］
）E
と
し
て
の
地
位
が
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、

ア
l

ペ
ル
の
二
部
体
系
を
支
え
て
い
る
の
は
か
の
弁
証
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
l

ペ
ル
の
体
系
も
ま
た
、
近
世
に
お
け
る
他
の
萌
芽
的
な
体
系
提
案
と
同
じ
よ
う
に
、
民
法
体
系
の

あ
る
な
い
し
あ
る
べ
き
姿
を
分
析
・
検
討
す
る
際
に
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
と
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ

l

テ
ィ
オ

l

ネ
ン
体
系
と
い
う

大
き
な
切
り
口
で
議
論
す
る
だ
け
で
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
体
系
の
帰
結
に
つ
い
て
。
物
権
変
動
論
に
つ
き
一
般
に
は
、
意
思
主
義
と
形
式
主
義
、
一
体
主
義
と
分
離
主
義
、
有
因

主
義
と
無
因
主
義
と
い
う
対
立
図
式
が
描
か
れ
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
代
表
さ
れ
る
意
思
主
義
・
一
体
主

義
・
有
因
主
義
と
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
代
表
さ
れ
る
形
式
主
義
・
分
離
主
義
・
無
因
主
義
が
対
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
両
者

の
体
系
上
の
相
違
に
還
元
し
、
物
権
債
権
を
峻
別
し
な
い
な
ら
前
者
、
峻
別
す
る
な
ら
後
者
に
至
る
の
が
自
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に

説
か
れ
る
。
し
か
し
、
物
権
債
権
峻
別
の
起
源
と
さ
れ
る
ア
l

ペ
ル
は
、
同
時
に
、
吾
己
5

・5

。
含
’ω
理
論
の
創
始
者
で
も
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
も

2
8
0

民
片
付
g

（
作
用
因
）E

の
弁
証
法
的
分
析
か
ら
、
§
巳
g

と

s
a
g

の
二
重
要
件
を
基
礎
づ
け
、
い
わ
ば

両
者
の
中
間
に
当
た
る
、
形
式
主
義
・
分
離
主
義
・
有
因
主
義
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
吾
己

5

・
5

。
含
ω

理
論
は
近
世

法
を
支
配
し
た
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
l

が
無
因
主
義
を
提
唱
し
た
結
果
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
サ
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軸
足
を
お
い
た
ア
l

ベ
ル
の
方
法
論
に
関
す
る
研
究
を
N
問
。
問
。5
・
k
r
z・
上
に
発
表
し
た
。
両
者
の
聞
に
〉
ロ
回
目
がZ
ロ
回
同
に
引
き
継

が
れ
（
冨
E

，
回
一
見
↓
戸
〉Z
の
開
）
、
後
者
そ
し
て
垣
間
〉
の
内
何
回

f
司
の
Z
N
（
初
版
と
同
旨
〔
テ
ク
ス
ト
改
良
あ
り
〕
）
の
後
、
一
般
向
け
の

回
目
。
肉
g
u
z
o事
典
と
し
て
、
同
F
巴
Z
回
一
百
円
何
回
N＼
印
何
回
河
内
山
口
田

r
U開
』
（
現
在
第
四
版
）
、
専
門
的
な
そ
れ
と
し
て
、
同

k
F
Z回
目
・
回
一
同
』
k
Fが
刊
行

さ
れ
た
。
今
世
紀
初
頭
に
は
、
物
権
債
権
峻
別
論
の
「
発
見
者
」
と
し
て
の
ア
l

ベ
ル
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
回
〉
戸
叶
国
〉
ω
〉
同f
k
F司
巴
が
現

れ
て
い
る
。

（3
）
と
く
に
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
〉
E

，
。F
叶
開

F
E
2
E
社
。
ロg

一
寸
出
盟
国
間
関
〉
E

，

L
R
官
民S
ロ
。
件
。
∞
）
一
間
同

ω
。
F
F
ロ
E
S
F
E
Z
S
O

E
E
8
2
門
町
民
一
回
岡
山
・

2
0

、
戸
田m
g
Z
B
2
2
3
円
σ
一
口d
巴
ω
自
〉

F
N
d司
a
E
－g
m

一
回O
司
一
言
〉z
z
w色
丹
巳5
5

円
回
目
。
含ω一
〈
。z
ω
k
p
SのZ
J？

の
σ
ω
のE
の
伊
丹
叱
口
（
宮
内
吋

m
wロ
。
件
。
］
己
ω
）
・

（4
）
ド
イ
ツ
人
文
主
義
法
学
・
物
権
債
権
峻
別
論
－
S
己
5

・
5
a
g

理
論
に
関
す
る
代
表
的
論
者
・
研
究
に
お
け
る
取
扱
い
を
み
よ
。

勝
固
有
恒
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
中
世
的
普
通
法
理
念
の
高
揚
と
凋
落
」
一
法
九
号
九
頁
、
三
七
頁
注
一
八
（
一
九
七
五
年
）
［
以
下
、
「
中

世
的
普
通
法
理
念
」
］
［
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
の
関
係
で
ア
l

ベ
ル
の
名
を
引
く
、
垣
間
〉
円
相
内
一
何
回

f
k
F同】O
Z
u
g
－
。m
g

の
参
照
を
指
示
］
、
赤
松

秀
岳
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
権
債
権
峻
別
論
の
展
開
」
「
物
権
・
債
権
峻
別
論
と
そ
の
周
辺l
二
十
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
展
開
を
中
心

に
｜
』
一
ー
ー
一
一
七
頁
（
成
文
堂
、
一
九
八
九
年
）
［
初
出
、
一
九
八
七
年
］
［
言
及
な
し
］
、
筏
津
安
恕
『
私
法
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

と
契
約
理
論
の
再
編
｜
ヴ
ォ
ル
フ
・
カ
ン
ト
・
サ
ヴ
ィ
ニ

1

｜
』
（
昭
和
堂
、
二
O
O

一
年
）
［
言
及
な
し
て
津
野
柳
一
「
ロl
マ
法
と

現
代
法
に
お
け
る
所
有
権
の
移
転
i

プ
ロ
レ
ゴ
l

メ
ナ
H

『
権
原
と
取
得
方
法
』
に
よ
る
物
権
取
得
論
・
研
究
の
視
角
｜
」
新
報
九
六
巻

七
・
八
号
二
二
一
一
頁
（
一
九
九O
年
）
［
以
下
、
「
権
原
と
取
得
方
法
」
］
［
わ
。
塁
。
・
巴
】
何
回
（
宮
内

g

ロ
。
Z
H
H
ω）
の
簡
潔
な
評
価
を
引
用
］
。

（5
）
好
美
清
光
己
g

包
括
自
と
そ
の
発
展
的
消
滅

1

特
定
物
債
権
の
保
護
強
化
の
一
断
面
｜
」
一
法
三
号
二
八
七
！
こ
九
三
頁
（
一

九
六
一
年
）
［
以
下
、
「
』
5

包
括
ヨ
」
］
［
∞
目
Z
吋
N
H
Z？
の
り
何
回
一
巧
同
〉
何
回
自

F

司
の
弓
一
回mk
p
Z
U吋J
何
百g
Z
B
ω
ゆ
っ
君
吋

σ
一
回
。
己
、
2
2
z

・

5
巳
5
5
ι
B
a
g

な
ど
に
依
拠
］
。

（6
）
本
章
は
主
と
し
て
、
冨
己
目
白
F
K
F唱
。
】
・
ω
・
N
g
l
S
∞
を
は
じ
め
、
当
F
T
Z
の
F
F
∞
・
臼l
ω
N一
宮
口
、
吋
岡
山
一

E
f
k
r
u
∞
戸
ω
・
8
r
ω目
Z
叶
目

N
H
Z？
の
ロ
何
回
・
∞
－
N
∞
斗l
N句
。
一
項
目kR
E
m

－
〉
宮
町
虫
色
。mg
－
∞
・
当l品
∞
一F
2
2

・Z
口
四
戸
∞
・ω
N
N一
巧
回R
E
m

－
司
のZ
N
W∞・5
叶
一

r
z
E
F
回
一E
k
f
ω・
可
。
一
同
日
盟
国
目
黒
ω自

5
E
F

ロ
巴
J
ω・
怠
恥
一
回
〉
戸
同
，
同
易
協
－

k
F旬
。
－
－
ω
・
ω斗
l
h
ω・
臼l
S
を
総
合
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
他
、
と
く
に
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
者
包
芯
同
一
司
呂
田
）
何

Z
ω
∞
白
河
【Y
口
町
の
g

各
箆
同
宮
内
田2
d
E
2
2
g

件
当
5
8
Z

円
伊
国
色
。
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置
し
て
い
る
、
②
小
グ
ル
ー
プ
で
移
動
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
は
大
学
と
行
動
を
と
も
に
し
た
と
い
う
解
釈
と
整
合
し
な
い
、

③
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
す
ぐ
側
に
都
市
が
い
く
つ
か
存
し
（
た
だ
し
、
三
マ
イ
ル
以
上
は
離
れ
て
い
る
）
、
他
を
み
て
も
シ
ユ
リ

1

ベ

ン
に
赴
い
て
い
な
い
者
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
幻
）
（u
m
g
E
ωの
♀
仲
間
各
国
自
叶ω
2
2
開
H
E
m

－
ゎ
。
弓
5
5

沙
門
自
己
。E
B

一
回M
F庄
司
立
宮
巴S
F
S

町
。
宮
白
内
山
口
尽
き
℃

0
3
5
Z
B

ロ
戸
悶
円
四
・

戸
［F
Z
目
】N仲
間
同
∞
ω
畠
・
同
】
・
8
∞
［N
E
2
け
の
岡
戸
σ
色
沼
口
寸
回
一
何
回
f
k
F目指Y
ω・
N
ロ
自
芹
司
ロ
・
H
2
・

（
お
）
回k
r
F己
主

ω
k
r
P
K
F

目X
L・
∞
・hp
Hは
以
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
ア
l

ペ
ル
が
の
ち
に
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
を
離
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た

も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
文
脈
上
か
な
り
無
理
が
あ
る
。
交
渉
の
存
在
お
よ
び
そ
の
不
成
立
が
な
ぜ
旅
立
ち
を
促
す
こ
と
に
な
る
の

か
。
本
稿
で
は
冨
C
寸
同
B
t
p
目
指
「ω
・
N
8
1
N
H
に
し
た
が
い
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
ア

l

ベ
ル
に
対
す
る
高
評
価
の
証
拠
と
し
て
引
用
し

た
。
し
か
し
、
ア

l

ベ
ル
、
そ
し
て
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
・
ル
タ

l

が
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
参
事
会
と
は
異
な
り
プ
ロ
イ
セ
ン
公
ア
ル
ブ
レ
ヒ

ト
の
要
請
に
応
じ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
は
残
る
。
宮
口
叶
回
一
開
閉
山
は
こ
の
間
い
に
答
え
て
お
ら
ず
、
回
〉

F
同
，
出
・
5
K
戸
周
も
こ
の
点
に
悩

ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
資
料
不
足
で
あ
り
、
推
測
の
域
を
で
な
い
が
、
い
ま
は
亡
き
先
輩
フ
イ
ツ
シ
ャl
の
後
任
人
事
で
あ
っ
た
こ
と
、

プ
ロ
イ
セ
ン
法
務
長
官
の
地
位
が
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（m
m）
冨
S

，
回
一
思f
k
F唱
。
－wm・
N
a
p
s－w
〉
ロ
∞
戸
∞
・8
H
・
こ
れ
に
対
し
て
、
異
な
る
時
を
挙
げ
る
も
の
が
あ
る
。
①
一
五
二
五
年
六
月
一
五

日
（
印
同
，
H
Z、
『N
H
Z
F
の
ロ
何
回w
m－
N

印
一
同kr
z目

E
W
回
同
』k
f
ω・
見
。
）
、
②
一
五
二
四
年
（
回kr
F叶
同
志
〉
同

f
k
F唱
。
－
w
∞
・ω
也
）
。

（
ぬ
）
わ
何
回w唱
・
∞o
p
σ巴
冨
d
吋
回
一
何
回f
〉
匂
巳
弘
・NS
l
N白
印B
芹
司
ロ
－H
2
・
括
弧
内
補
足
は
冨
C
H
，
回
一
男
ー
・
た
だ
し
、
こ
の
手
紙
は
先
の
ル
タ

l

の
手
紙
と
と
も
に
、
ア
l

ベ
ル
の
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
滞
在
中
に
は
届
か
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
汎
）
わ
何
回
・
司
・
∞
ミ

L
u
o
F
冨
口
同
国
一
閃F
K
F
3】
・ω

・
N
a
g
－
件
司
ロ
・
呂
町
・

（
泣
）
当
H
F
T
Zの
F
F
ω－S
で
は
ア
l

ベ
ル
の
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
滞
在
期
間
は
確
定
不
能
と
さ
れ
て
い
た
が
、
富
C
己
目
見
守
〉
旬
。
－
い
－

N
h

に
よ
り
、
出
発
は
一
五
三
O
年
六
月
最
終
週
、
到
着
は
同
年
七
月
一
O
日
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
〈

m
－
・2
ー
のF
H
U－
－K
F
U回
H
W

ω
・
8
H
・
そ
れ
以
来
、
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
時
代
が
一
五
一
二
O
年
か
ら
始
ま
る
と
み
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

ω
己
Z
叶
N
H
Z
F
の
口
問
F
m
－

N
∞
弁
当
閉
〉
の
関
一
切

F
K
F宮
Z
u
g
－
。
宮ω・
∞
－hF∞
一
円
、
〉

Z
の
戸
Z
巴
一
回
戸ω・
ω
N
N一
同
〉Z日
戸
回
一
同
』kf
ω・
口
。
一
同
E
H
Z

回
一
何
回
岡
山
＼
∞
台
国
一

m
G
E
m
－
口
一
g
J
m－

h
g
h一
回k
p
F叶
国
〉
ω
〉
同f
k
p唱
。
】
・
ω
・
h
p
H

・

（
お
）
K
F
E
F
W
冨
Z
F
。
告
のp
a
z
z
E
ロ
ロ
ロ
2

司
m
w
g
E
P∞仲
間
ロ
－
K
F
H
J
C
ロ
品
。
巳
色
。
同
拐
のF

の
g
g

－Z
ロ
ロ
ロ
円
四
回
M
g
z
o目
。

m
w
g
国
E
U
m
w
E
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口
町
E
C
m
山
口
同
戸
内
こ

E

－
吉
田
｝
同
・

E

甘
口
N
υ
H
5
c
o
ω
Z
E
O
ロ
ロ
ロ
品
同
，
。
M
2
0・
回2
E
ロ

5
a
p
〈
同
・n
mロ
江
E
R
Z
E
E回
江
丘
0
・
ω
・
ω
O
N・

（
鈍
）
の
各
包B
m
w吋
の
F
Z
N
g
問
。
巳
m
ω
σ
2
F
ω各円
・
ω
・
同
ω
p
z・
ω
∞
・σ
巳
冨
口
吋
回
一
何
回
f
〉
旬
。y
ω・
N
8
5
芹
司
ロ
－N
N白
・

（
お
）
のo
F巳
B
R
E
d『
N
C

一
関
口
昆
拘
ω
σ
2
m
w
〈
。
？
のg
c
σ

口
出
2
3

ロ
［K
F円
四
巴
ロ
ロ
品
川
山
宮
立
内
目
。
一

ω
問
。B
Z
の
F
O口
問
。
仙
のF
4・
回
門
田
・
戸
σ
巴
冨
己
、
『
回
一
何
回

f

k
F
H
X
w
y
ω

・
N
∞
∞
自
芹
司
ロ
－N
N∞
・

（
お
）
者
F
r
z
の
F
F
ω・
ω
N・
こ
れ
を
引
用
す
る
の
は
、
富
d
寸
回
一
思f
k
F開
拓
－
w∞
・N
S
・
実
証
的
な
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
碑
文
研
究
は
同
一
の
文

句
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
つ
つ
、
「
記
述
な
し
。
場
所
知
ら
れ
て
お
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。
同M2
2
N
K戸
田
一F

ロ
昨
日
ロ
宮
町
門
店
窓
口
含
門
司
ユ
包
・

志
向
。
留
・
』
。
E
S
F
2

・
問
。S
5
5

晶
君
。
F
E
N
C
Z位
g
g
a
w
U－o
品
。E
R
F
g
H
B
岳
民
同
O
P
E
－
z
w
冨
官
。
F
8
5
p
Z
円
・
ω
∞
ω

・

ω
・
宏
・
一
方
、
近
時
、
回
〉F
吋
同
Z
K
H
同f
k
F旬
。
「
∞
－
A
F
ωは
注
記
な
く
同
一
の
碑
文
を
掲
げ
て
い
る
。
筆
者
が
現
地
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
み

あ
た
ら
な
か
っ
た
た
め
、
間
〈
・
明
，Em川
島
町
。
守
2
4

司
巳Z
ロ

m
g
・
』
。Fmロ
巳
ω
＼2
・
問
。
。F
g

に
調
査
を
依
頼
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
墓
碑
銘

は
現
存
し
な
い
、
「
お
そ
ら
く
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
テ
ク
ス
ト
は
文
献
に
よ
り
微
妙
に

異
な
る
が
、
本
稿
で
は
N
〉
回
一Z

に
依
拠
し
た
。

（
釘
）
冨
C
4
岡
田

f
k
F旬
。
－u－
N
∞
斗U
H
O－
－k
r
u
o
z
m

岳
ユ
件
。
p
ω
・
h
p
a
p
ω
同
，H
Z同
，N
H
Z
Pの
口
問
F
m・
N
也
0
・
し
か
し
、
「
方
法
』
と
の
関
係
な
ど
綿

密
な
検
証
を
経
た
も
の
で
は
な
く
、
S
丘
町S

』
宮
崎
同
凡
な

h
s
s
s

の
記
述
を
単
純
に
信
頼
し
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

項
目
〉
打
開
思
f
〉
司
巴ω
虫
色
。
m
g
w
ω・h
S
i
g・
2

は
「
一
五
二
六
年
ご
ろ
」
に
起
草
さ
れ
、
「
一
五
三
四
年
以
降
は
じ
め
て
」
印
刷
の
た
め

に
推
敵
さ
れ
た
と
み
る
。
よ
り
早
期
に
起
草
さ
れ
た
も
の
と
判
断
す
る
根
拠
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
フ
ラ
ン
ツ
一
世
（
司

S
R
H
）

［
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
］
お
よ
び
パ
ヴ
ィ
l

ア
の
戦
い
に
つ
い
て
の
皮
肉
［
皿
2

第
一
部
第
二
段
落
末
尾
参
照
］
は
一
五
二
五
年
な
い
し
一

五
二
六
年
に
書
き
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
り
わ
け
、
②
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
影
響
を
受
け
た
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
時
代
（
一

五
二
四
l

一
五
三
O
年
）
、
な
か
で
も
［
法
学
教
育
改
革
に
つ
い
て
の
］
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
就
任
講
義
（
一
五
二
四
年
）
と
の
関

連
が
伺
わ
れ
る
、
さ
ら
に
、
③
『
方
法
』
は
一
五
二
七
年
の
講
義
に
由
来
す
る
が
、
そ
こ
で
は
『
対
話
』
で
は
じ
め
て
描
か
れ
る
体
系
が

展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
『
方
法
』
は
時
間
的
に
み
て
『
対
話
」
を
前
提
と
し
て
い
る
、
④
エ
ラ
ス
ム
ス
（
ロg
E
o
z
g
開
S
ω
B
g

）

が
ヴ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
ク
［
ル
タ
l

］
と
疎
遠
に
な
っ
た
こ
と
を
な
ん
ら
も
感
じ
さ
せ
な
い
、
他
方
、
⑤
ケ
1

ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
滞
在
中
（
一

五
三
O
｜
一
五
三
四
年
）
に
自
己
の
体
系
の
も
と
と
な
っ
た

S
丸
山S
E

民
社
ミ
e
s
h還
を
み
つ
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
一
見
滞
在

後
の
着
手
を
裏
づ
け
る
よ
う
で
あ
る
が
、
著
作
全
体
の
流
れ
か
ら
み
れ
ば
「
唐
突
な
言
い
回
し
」
ゆ
え
に
「
明
ら
か
に
著
者
の
事
後
の
挿
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入
」
と
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

H，

E
N
C
E
C
E
E
J
－o
F
ω・
5
m
l
S
∞
B

芹
司
ロ
・
k
g
は
、
体
系
の
構
想
は
ヴ
イ
ツ
テ
ン

ベ
ル
ク
時
代
で
は
な
く
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
時
代
に
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
し
、
こ
の
点
に
つ
き
項
目
〉
打
開
一
目
に
反
対
す
る
。
こ
れ
は
、

①
『
方
法
』
で
は
体
系
は
「
付
録
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
②
『
対
話
』
で
は
「
明
示
的
に
」
町
志
向
ロ
S

E
a
凡
な
ミ
。
さ
き
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
『
対
話
』
は
も
と
よ
り
、
『
方
法
』
付
録
も

｜
｜
本
章
と
は
異
な
り
｜
｜
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
時
代
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
に
な
る
。

（
お
）
冨
ロ
吋
回
一
E
f
k
F目
指
一
】
．
∞
－

N
S
・
こ
れ
に
対
し
て
、
回
〉E
，
国
広
〉
F
K
戸
田
】
己
λ
山
・h
H
ωは
、
支
持
者
は
シ
ュ
ロ
イ
。
フ
ナ
l

、
出
版
地
は
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
と
し
て
い
る
。

（
ぬ
）
『
方
法
』
の
包
括
的
な
紹
介
に
つ
い
て
は
、
富
田
民
同
R
E
w
F
L
P
H
5
Z

冨
2
g
e
s

・
ω
・
ω
E
I
S
A
P－
た
だ
し
、
体
系
に
関
わ
る
部
分
に

つ
い
て
は
記
述
が
弱
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
を
簡
潔
に
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、

ω
司

Z
H，

N
H
Z
Pの
口
問
戸ω
・
N
S
1お
0

・
N
定
l

N
也
∞
・
そ
の
他
、
参
照
に
値
す
る
の
は
、
富d
吋
国
何
回f
〉
唱
。
－
い
・
N
S
l
N
P〉
司
。
F
吋
何
回f
F
2
－z
t
。
5
p

∞
－S
l
定
・

（
却
）
ハ
凶
・KF
B
H
J
冨
2
F
。
《
出g
h
1
2
g
Eロ
ロ
ロ
の
ロ

u
m
S
E
m
－

（
引
）
印
、
口
Z
H，

N
H
Z
F
の
口
問
戸
ω
・
N
S
・
同
一
の
表
現
を
用
い
る
の
は
、
項
目
馬
肉
何
回f
k
F宮
町
虫
色
。m
g
w
ω・お
l

お
一
P
5
2

百
ω
2

・

冨
巴
g

各
任
。
P

∞
－S
・
宮
口
寸
回
一
巴fk
F旬
。
－
w
∞
－N
8

に
よ
れ
ば
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
も
法
学
に
関
心
を
有
し
て
お
り
、
困
難
な
問
題
に
は

個
人
的
な
助
言
・
援
助
を
惜
し
ま
ず
、
＝
呂Z
F
。
島g

門
田
区
ゅ
の
片
付
2
5
t
。
E

講
述
の
際
に
は
継
続
的
に
親
し
く
連
絡
を
取
り
合
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。

（
必
）
垣
間
民
同
一
切FK
F回
出
】
ω
ロ
g
z
m
g・
ω
・
∞ω
・

（
必
）
冨
S

，
回
一
何
回
f
k
F唱
。
－wω・
8
∞
I
N
S
・
〈
肉
戸
ω
ロ
各
∞
・
ω
広
明
ロ
－
H
H
h
R
・
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
弁
証
法
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
ヤ
ン
・
シ
ュ
レ
ー

ダ
ー
（
守
矢
健
一
訳
）
「
初
期
近
代
の
法
学
方
法
論
に
お
け
る
ト
l

ピ
ク
の
歴
史
に
つ
い
て
」
『
ト
l

ピ
ク
・
類
推
・
衡
平
｜
法
解
釈
方
法

論
史
の
基
本
概
念
i

』
一
八
頁
（
信
山
社
、
二
0
0
0

年
）
［
講
演
の
翻
訳
］
。

（
制
）
正
式
な
表
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ゎ
ω
司
・
門
口
。
島
民
官
室
。
ロ

p
n
m匂
・
口
一
口
。
ロ
Z
Z
Z
ロ
P

（V
m壱
・
口
同
一
口
。
（

v
m
Z
8・
（U
m
w
司
・
口
口
一
U
O

岡
山
内
向
。

2
2

包
〈
。
。
民
片Z
・
n
m
w司
・
〈
一
一
口
。
凶
【
日
出
口
「
（

U
m
w
u

・
〈
同
一
一
口
ゅ
の
。
ロ
肯

m
w
E
p
h
m
w
H

】
・
〈
口
一
一
口
ゅ
の
仲
同
・
門
川
口
自

ω
S
E
E
m凶・

（
必
）
冨
d
H
，
国
何
回Y
〉
匂A
W－
－
∞
・
ω
広
司
P
H
H
印
・

（
必
）
〈
包
・
冨SE
m

－
K
F
E
U－8
∞l
句
。
一
∞
目
Z
H
，
凶z
p
の
ロ
M
N
H
U
・
N
∞
由
一
富
田
白
鳥
居F
K
F宮
町
宮
a
E
5

・ω
・
ω
宏
一
司
自g
R

〉
C
F
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ト的申

lex, S.196-197; B
A
L
T
H
A
S
A
R
,
 Apel, s. 

40.
様
相
掛

circumstantiae
申

T
a
t
b
e
s
t
a
n
d
s
-
M
e
r
k
m
a
l

.l.J寵
揺
←
均
伸
子
単
牒
~
r
-
0
~

ti" 
A
F
F
O
L
T
E
R
,
 Institutionen, S. 

94 mit Fn. 1. 

（
局
）

A
P
E
L
,
 Methodica, S

i
g
n
.
F
r
.
 Definitio d

u
a
b
u
s
 partibus conftat, p

r
i
m
u
m
 genere: deinde differentia, ... 

（
手
）

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. D

r
.
 M
E
R
Z
B
A
C
H
E
R
,
 Apels Methodica, s. 

368 ti’
G

enus est duplex: generalissimum, 

principalissimum seu sum
m

um
,…

:
et s

u
b
a
l
t
e
r
n
u
m
，
…

.l.J~r-0 !l,..，，｝）会
長
兵
♂
恥
’

~ffi;栴
~
r
毛

....J-R~否
む
よ

4’fご
い
ニ
布
二
。

（ミ~）
Cf. A

P
E
L
,
 Methodica, Sign. E

 3r_4r. 
tutela, d

o
m
i
n
i
u
m
,
 contractus Q

塑
哩
健
娼
：
1
0
柏
崎
々
図
盤
杓
£
い
；
二
時
。

（
~
）
 

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. I

F
.
 Divisio est vel totius in partes vel generis in species fissio. 

（
巴
）

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. I

 4r. 

(
 
~
）
 

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. L

 3r_3v. H
i
e
 ego soleo studiosum iuris civilis admonere: ne m

o
d
u
s
 adqui. d

o
m
i
n
i
u
m
 c
u
m
 

contractibus t
e
m
e
r
e
 confundat. 

（
包
）

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. M

 F. 

(;:?!;) 
C. 2, 

3, 
20: Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, n

o
n
 nudis pactis transferuntur. 

(
 
~
）
 

D. 
41, 

1, 
31 pr.: 

N
u
m
q
u
a
m
 n
u
d
a
 traditio transfert d

o
m
i
n
i
u
m
,
 sed ita, 

si 
venditio aut aliqua iusta causa 

praecesserit, propter q
u
a
m
 traditio sequeretur. 

(:J5) 
A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. L

 2r. 

（
民
）

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. L

 3v. 
STINTZING, G

D
R
 I, 
S. 

296
当

F
「titulus

.l.Jニ
小
梢
厚
手
当
会
兵

!1
吋
ゃ
い

ti
賢
二
♂
£
い

ニ
布
ニ

J
.l.J
；
二
小
与
~
，
.
回
天
捜

.l.J....J~；母子C
小
。

（
~
）
 

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. M

 lv. 

（
色
）

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. M

 r-2r.
押
~
糧
~
~
~
t
i
"

permutatio, transfactio, l
e
g
a
t
u
m
 generis 

（
桝
室
長
・
再
選
主
・
居

思
畑
違
~
）
.
~
斗

~
I
ト
れ

Tく
ム
~
”

contractus
(emtio, donatio etc.

）
“
［
器
購
特
使

J
.l.J 1割

程
~r-0

~
当
’

S
T
I
N
T
Z
I
N
G
,
G
D
R
 I, 

s. 
295; B

R
A
N
D
T
,
 E
i
g
e
n
t
u
m
s
e
r
w
e
r
b
,
 s. 

51. 
~
 ~，. 

B
A
L
T
H
A
S
A
R
,
 Apel, s. 

54
当
ト
ー
で
弐

Q
民
盤
会
，
，
.
”
E
i
n
i
g
u
n
g

(contractus) 
-

F
o
r
d
e
r
u
n
g
 obligatio) 

-
U
b
e
r
g
a
b
e
 (traditio) 

-
E
i
g
e
n
t
u
m
 (dominium

）
“
心
憎
~
ど
J
い
ニ

r-0。
J
会

....J" 
obligatio

印
d
o
m
i
n
i
u
m
~
 causa e

刑
穏

!1
悪
崎
元

j心
e
虫
駆
£
：
＇
－
~
崎

r-00
＊
わ
＜
~
i
{
~
吋
小
：
l"

obligatio ti contrac-

程酎川相～’ eAへてlト・入／ヘm



∞の甲

tus ~
 causa ..lJ令

f'Q-,4)
~
 e

’
dom

inium
 ~
 causa ~

t
i
布

＂＇／
contractus

長
d
o
m
i
n
i
u
m
~
 causa r

e
m
o
t
a
山
会
♂
や
嶋

崎
。

(55) 
A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. M

 lr. 
In aliis vero m

o
d
i
s
 praeter traditionem, apprehensionem et retentionem, nihil est 

q
u
o
d
 tale discrimen faciamus. 

(
 
~
）
 

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. M

 2v. 
Porro alii m

o
d
i
 ad qui. domi. praeter traditionem, apprehensionem et retention e

m
 

... 
n
o
n
 requirunt alias causas. 

（
包
）

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. M

 2v.
リ
小

，.＿）；＇..＿！~ぎ
｛
同
会
J..lJ'V.!l~型

軽
-Fi-0

~
t
i
'
 
STINTZING, G

D
R
 I, 
S. 

296.
押
笹
話
余
~
~
当
’

l
e
g
a
t
u
m
 individui, Adrogatio 

（
思
E言
明
霊
・
叩
器
削
糊
品
種
思
）

.
 _j
｛
！
込
ゃ
い
’
市
委
書
記
臣
~
~
~
'
4
0
.
!
l
当

0
~.!2-R ~

｛
同
信
号
込
併

さ
同
←
ト
0..lJ

；
二
小
兵
士
や
さ
主
布
エ

o
H
O
F
M
A
N
N
,
 titulus u

n
d
 m
o
d
u
s
,
 S. 

23
；
生
判
明
·
J
 

us a
d
 r
e
m
 1

 1 ~ 
1

 f抵
当

F
ト
ー
で
弐
割
程
台

帳
重
量
産
手
段
：
1~皇

制
約
£
い
；
；
.
｛
！

..lJ；
二
小
~
，

令
指
べ
工
、
：
ト

_j-,4)挺
苦
岩
下
J
布
二
吋
小

.!lm4.＋ミ与二時。

（
包
）

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. M

 4v. 
Contractuum, delictorum et quasi, sunt d

u
o
 officia. U

n
u
m
 ut pariant obligaｭ

tionem: alterum ut vestiant traditionem, a
p
p
r
e
h
e
n
s
i
o
n
e
m
 et retentionem. 

(;:6) 
A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. N

 r. 
Modiadqui. domi. effectusestdominium, ipsiusdominii, rei vendicatio. Emptionis 

et contumeliae effectus est obligatio: ipsius obligationis, actio personalis. 

(
 

tf5) 
APEL, M

e
t
h
吋

ica,
Sign. N

 3v et N
 5r.
布
~
，

quasi d
o
m
i
n
i
u
m
 et ius in re specificum e

忠
吾
E
鰻

ml~ょ
や
市
t(

vgl. S
T
酎

T-

ZING, G
D
R
 I, 
S. 

295 u
n
d
 A
F
F
O
L
T
E
R
,
 Institutionen, S. 

93. 

（
宰
）

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. N

 6'. 

（
~
）
 

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. 0

 lr 
et 0

 lv. 

(
 
~
）
 

A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. 0

 2v. 

(f2) 
A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. 0

 3r. 
H
a
e
 circumstantiae hoc officii habent, ut variant et d

o
m
i
n
i
u
m
 et obligationem et 

reliqua denique o
m
n
i
a
 quae in legibus sunt. 

(f:) 
fJ~.llJ~.!l('\*1.1..lJ'V,!l組

側
~
小
布
ゐ
ャ

~
t
i

＇
詰
;zt<

・
J
u
s
a
d
 r
e
m
 1
1
~
0
同

0
.;:fi：，，ヰ’

ius
ad rem ..lJ

二
小
眼
用

Eiti*-i><
斗

tit{<l:、
£
恥

Fと
Z語

.!l~
ニ
ド
尽
宕
ド
庄
二
♂

~；＇..＿！-,4)~
下.J；♀

i-00
fJ Q
器
揮

.!20
柏

P
W
E
S
E
N
E
R
,
 Sachenrechte, S. 

200 Fn. 30. 
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。的叩

（
に
）

S
T
I
N
T
Z
I
N
G
,
 G

D
R
 I, 
S. 294-195, ~

吋
b
J
J
~
己
主
再
認
争
時
’
窓
桝
・

Ju
s
 a
d
 r
e
m
 1

 1
 
<
 ~固
執
盤
。
位
里

~1°'t-0
E;; 
t
H
：.＜重量叫

梅
田
~
~
-
R
♂
~
1
°
'
~
恥
’
ト

lト
ヤ
骨
子

1ト
ャ

ti
！
＠
：
栴
~
｛
中
4眠
時

JJ
 ..JJ申
告
ぎ
穏
J
ド
~
'
V
o
~
ヰ

2,__J"
Iト
ぞ
＼

tく
ム

..JJQ
重
量
車
会
J
~
_
J
"
*
6
~

＂ 

稿
用

g；みJ
1

 ~
詰
長
崎
凶
_
J
~
O

（
ど
）

『
設
W
J

E;;咽
卑

~;'.:6嬰
令
~
0
ニ
い
さ
！
＂

W
I
E
A
C
K
E
R
,
 A
p
e
l
s
 Dialogus, S. 

44-91. ~
山

_J
＂
送
時

~ll§K~ミ
r{il話

<
R
~
0
エ
ド

芝
居
う
脅
込
日
露
；
二
，

.lJ
；
二
小
E
盟
為

~r{ilo
1
)
 e
暖
化

1事
E幾
~
擦
~
←
ト

~..,d)E;'..JJ_J
い

P
S
T
I
N
T
Z
I
N
G
,
 G

D
R
 I, 
S. 

290-294. ~
 E;;~Y

術
監

~
堪
炉

r{il
E;' ti' 

M
U
T
H
E
R
,
 A
p
e
l
,
 s. 

287-294, a
u
c
h
 s. 

234-236, 238-241, 300-305; A
F
F
O
L
T
E
R
,
 Institutionen, s. 

90-92. 

（
ロ
）

W
I
E
A
C
K
E
R
,
 A
p
e
l
s
 Dialogus, S. 40. 

（
ご
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. M

 6v, 
p. 

172. 

（
記
）

v
 

gl. M
U
T
H
E
R
,
 Apel, s. 

288; S
T
I
N
T
Z
I
N
G
,
 G

D
R
 I, s. 

290; A
F
F
O
L
T
E
R
,
 Institutionen, s. 

92; W
I
E
A
C
K
E
R
,
 P
G
N
2
'
 s. 

164. 

（
定
）

W
I
E
A
C
K
E
R
,
 A
p
e
l
s
 Dialogus, S. 

56.
布
~
’

Tく
会

o~Iト
ヤ
~
t
く
さ
剣

~E;;
，
入
一
入
手

.1＂
今

J
入
ト
ロ
ー

ll
 ~t
く

..JJトミミて~；：：：＂＇
~
t
く

~
，
.
”
S
a
l
v
e
t
e
 S
c
a
e
v
o
l
a
e
 
(i-

J的
±
：
－
－
＜
吋
小

p
rく
余
吋
む
ヤ

1ト
~
+
0
）
“
心
部
総
J
ド
；
二
時
。

A
P
E
L
,
Dialogus, Sign. K

 4r, 
p. 

135. 

（
仁
）

M
U
T
H
E
R
,
 A
p
e
l
,
 S. 

287. 

(g:) 
S
T
I
N
T
Z
I
N
G
,
 G

D
R
 I, s. 

290-294. 
I
)
 e
凶
令
印

1
l哩
罫
楼
~
世
話
~
1
眠
時

E;;ti"
W
I
E
A
C
K
E
R
,
 A
p
e
l
s
 Dialogus, S. 

47-70. 

（
食
）

W
I
E
A
C
K
E
R
,
 A
p
e
l
s
 Dialogus, S. 56. 

（
~
）
 

W
I
E
A
C
K
E
R
,
 A
p
e
l
s
 Dialogus, s. 

57. 

(00) 
B
A
L
T
H
A
S
A
R
,
 A
p
e
l
,
 S. 

53. 

（
~
）
 
棋

11
話
会

1間
接

4眠
時
~
t
i
'

t
i
~
t
く

1ト
ヤ
－

l
l
~
－

t?\tく
憎
Q

I
 

nstitutiones 
Q
遍
窓
会

1世
穏
J
い
~
'
V
主
主
酪
長
嶋
崎
。
リ
~
~
0

ニ
ν

ti'
vgl. O

k
k
o
 B
E
H
R
E
N
D
S
/
R
o
l
f
 K
N
O
T
E
L
/
B
e
r
t
h
o
l
d
 K
U
P
I
S
C
H
/
H
a
n
s
 H
e
r
m
a
n
n
 SEILER, C

o
r
p
u
s
 Iuris Civilis: T

e
x
t
 u
n
d
 

U
b
e
r
s
e
t
z
u
n
g
 a
u
f
 d
e
r
 G
r
u
n
d
l
a
g
e
 d
e
r
 v
o
n
 T
h
e
o
d
o
r
 M
O
M
M
S
E
N
 u
n
d
 P
a
u
l
 K
R
O
G
E
R
 besorgten T

e
x
t
a
u
s
g
a
b
e
n
,
 Bd. I: 

Instiｭ

tutionen, 2. 
Aufl., H

e
i
d
e
l
b
e
r
g
 1997. 

（
お
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. I

 5r, 
p. 

121. Q
u
o
 p
r
o
p
e
r
a
s
 S
e
m
p
r
o
n
i
,
 c

u
m
 L
i
b
r
o
 isto t

u
o
 t
a
m
 m
a
g
n
o
?
 

（
~
）
 

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. I

 5r.1 sv, 
p. 

121-122.
単
為
但

i(R~l足
取
J
い
設
判
師
会
｝
制
止
_
J
~
鮮
総
己
’
領
土
！
；
当
斗
設
J
い
議
機

制
布
州
－
＜

..JJ布
r{ilよ~..JJ噌

11:,__J~..JJIJ
ト
ド
採
草
己
主

P
時

.1：；二
羽
占
領
土
~
；
詰
~
~
実
J
い
駐
機
者
毛
布
世

t1
：
」
布

I'('小
..JJ迫
電
_
J
~

＂
;t-6...d)布

v
単
為

糧問出eAへてiト・入之町



。司 V申

臨
君

!.-1.逗
0

..,'.!.JJ~~
講
話
路
当
時

J.....J♂
.Q
寝
室
長
J..J
ド
エ
i
-
O
~
V

単語
ti~止

母
車
約
《
包
会
ε

!.-1.吉
~1111rr~~醤

二
~i-OiJ

刈
!.-1.~

0
 ~
心
二

小
。

iJ
e
錯

1~宮
e
椙
母

ft\
!.-1. 

ti~ト
ニ
~
崎

i-0°
W
I
E
A
C
K
E
R
,
 P
G
N
2
,
 S. 

159 Fn. 35
当
’

fJ
尋
~
判
世
Q
出
国
e
「
時
＋
＜
布
（
an

m
a
β
e
n
d
）
」
鎖
倒
~

1
 ~.JJ~単

組
”
や
さ
ご

i-00
fJ~!.-1.~実

J
い
’
K
U
N
K
E
L

ti' 
iJ e

錯
！
~
~
「

1
長

:mtim~蛍
」

ti&;
~.JJ fJ Fむ

己
~i-0'

.JJ謡
寧
十
時
。
令
指
♀
~
，

~
~
t
i
 
1
 -1.
（
割
唱
え
ゆ
権
活
祖
m
~

（
組
主
主
人

j~
~
~
~
伯
母
~
）
~
相
~
~
示
会
下

J
~
題
判
宕
要
起
~
~
♂
会
：
i

..J~...J)~ ~
；
♀

！：：：＇＇
「
＊
~..JtifJ

~
~
~
ゐ
惚
盟
約
£
い
；
二
時
入

j当
m~
.
＋
ミ
。
ェ
」
o
W
o
l
f
g
a
n
g
 K
U
N
K
E
L
,
 Besprechung, in: 

Zeitｭ

schrift der Savigny-Stiftung fiir 
Rechtsgeschichte, R

o
m
.
 Abt., Bd. 71 

(1954), 
S. 

530. 
iJ 
Q
語
手
当
黒
崖
（

ID.,

P
G
N
1
,
 S. 

8
2
 mit Fn. 10) 

!.-1.設
が
時

...J)~~
崎
0
~
~

，
w
~
~
吋
小
斗
組
長

11
握

~...J)1司
懸
当
制

1副
約
£
い

：；
~ポ
エ
。

（
お
）

D. 12, 6, 
26 pr.: Si n

o
n
 sortem quis, sed usuras indebitas solvit, repetere n

o
n
 poterit, si 

sortis debitae solvit: sed 

si supra legitimum m
o
d
u
m
 solvit, divus Severus rescripsit (quo iure utimur) repeti q

u
i
d
e
m
 n
o
n
 posse, sed sorti 

i
m
p
u
t
a
n
d
u
m
 et, 

si postea s
o
r
t
e
m
 solvit, sortem quasi indebitam repeti posse. Proinde et si ante sors fuerit soluta, 

usurae supra legitimum m
o
d
u
m
 solutae quasi sors indebita repetuntur. Q

u
i
d
 si simul solverit? Poterit dici et tune 

repetitionem l
o
c
u
m
 habere. 

（
~
）
 

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. I

 5v, p. 
122. Sic apparet Alberice: n

a
m
 e
g
o
 in hoc proscenio s

u
m
 caecior talpa, et turdo 

surdior: i
m
o
 n
o
n
 surd us, audio siquidem voces singulas, sed sic, ut h

a
r
u
m
 r
e
r
u
m
 nihil prorsus intelligam, perinde 

ac si 
S
a
r
m
a
t
a
 concionaretur. 

（
~
）
 

APEL, Dialogus, Sign. I
 6r, 
p. 

123.…
ac plane desperauerim, atque praestet in patriam propediem reverti, et nihil 

agere, q
u
a
m
 tanto sudore nihil proficere. 

（
~
）
 

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. I

 7r, p. 
125. W

I
E
A
C
K
E
R
,
 Apels Dialogus, S. 

52
当
’
中
入
ト
ロ
~
l
\
{
'
K
但
吋
当
糖
幡
~
醤
エ
ド

ニ
。
；
~
-
R
~
吋
小
：
l
Z
露
間
J
ν
二
時
与
~
，

Interfui hominis praelectioni semel ac i
t
e
r
u
m
…

!.21ぱ
J
い

：；
i-00 

P-:1引
布

~
t
i
'

M
U
T
H
E
R
,
 Apel, S. 

240. 

(
 
~
）
 

Inst. 4, 
6, 

31: Praeterea q
u
a
s
d
a
m
 action es arbitrarias id est e

x
 arbitrio iudicis pendentes appellamus, in qui bus 

nisi iudicis is 
c
u
m
 q
u
o
 agitur actori satisfaciat, veluti r

e
m
 restituat vel exhibeat vel solvat vel e

x
 noxali causa 

s
e
r
v
u
m
 dedat, condemnari debeat. sed istae actiones t

a
m
 in r

e
m
 q
u
a
m
 in p

e
r
s
o
n
a
m
 inveniuntur. in r

e
m
 veluti Pub-

（HogN）恥－網N∞駅奮が世



liciana, Serviana de rebus coloni, quasi Serviana, quae etiam hypothecaria vocatur: in p
e
r
s
o
n
a
m
 veluti quibus de eo 

agitur q
u
o
d
 aut m

e
t
u
s
 causa aut dolo m

a
l
o
 f
a
c
t
u
m
 est, 

item q
u
a
 id 

q
u
o
d
 certo loco p

r
o
m
i
s
s
u
m
 est, 

petitur. ad 

e
x
h
i
b
e
n
d
u
m
 q
u
o
q
u
e
 actio e

x
 arbitrio iudicis pendet. in his e

n
i
m
 actionibus et ceteris similibus permittitur iudici e

x
 

b
o
n
o
 et 

aequo, s
e
c
u
n
d
u
m
 cuiusque rei 

de q
u
a
 a
c
t
u
m
 est naturam, aestimare q

u
e
m
a
d
m
o
d
u
m
 actori satisfieri 

－司 V司V

oporteat. 

（
ま
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. I

 7r, 
p. 

125.…
loquacem

 delassare ut valeant F
a
b
i
u
m
 ... 

（
忌
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. I

 gr, 
p. 

127.…
u

t nihil sit m
a
g
i
s
 invisum hodie, q

u
a
m
 haec v

o
x
 n
o
v
u
m
.
 

（
怠
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. I

 gv, 
p. 

128. D
i
c
a
m
 b
o
n
a
 fide, n

e
q
u
e
 celabo te quicquam. 

（
~
）
 

A
P
E
L
,
 Dialogus, S

i
g
n
.
K
P
,
 p. 

130. 

（
ま
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. K

 2r, 
p. 

131.…
nisi has Institutiones noveris, perinde quasi tuos ungues, .. 

（
虫
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. K

 6r, 
p. 

139. P
r
i
m
u
m
 persona ipsa n

o
n
 est peculiare iuris civilis, sive lurisprudentiae 

caput, ... 

（
志
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. K

 7v, p. 142.…
doctius et apertius, ut c

u
m
 reverentia dicam, q

u
o
d
 appellaverunt R

e
m
,
 

appellassent D
o
m
i
n
i
u
m
.
 D
o
m
i
n
i
u
m
 vero est ius d

e
 re corporali perfecte disponendi, si 

rei copiam habeas: sin 

minus, vendicandi, nisi vel lege, vel conventione prohibearis. d
o
m
i
n
i
u
m
 E;;｛

眼
精

：！
0
エ
ド
士
~
~
~
：
！
『
情
景
1J

：！~ヰ
ニ
い

て
会
ι
弐

Tく
：！
単
悪

....J00!E:組
e

fJ
刈
誌
報
会
兵
い
；
；
~
0
 
A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. G

 3v.
『
~
誕

J
『
設
~
J

：
！
~
士

r-Q{P-:l幡

e
唱
〈
蝿
記
長

l卑
曙

~r-Q
E;;ti' 

A
F
F
O
L
T
E
R
,
 Institutionen, S. 93; B

A
L
T
H
A
S
A
R
,
 Apel, S. 53 .

 
..,;; 

0
 ..lJ..,;;' 

sireicopiamhabeas, 

sin minus, vendicandi, vel conventione
ρ
rohibearis

古
『
設
w
』
斗
~
ニ
ド
題
但

：！
と
黒
杓
~
~
.
.
，
；
；
E;;~

崎
1-Qo

リ
リ
ゃ
な
わ
〈
蛍

手J
ti' 

si 
rei copiam habeas, 

0
 ~尚
三
〉
惚
者
全
容
ど
e
軍
監
e
組
羅
：
！
：

l;tirm....J布
士
£
包
布
♂
布
二
。

（
民
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. K

 7v, 
p. 

142. 

（
怠
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. L

 l', 
p. 

145. 

（
怠
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign.LI', p. 

145. N
a
m
 c
u
m
 d
o
m
i
n
i
u
m
 sit u

n
a
 iuris universi pars, consequitur, ut n

o
n
 actio, 

sed obligatio sit altera. 

担崎阿世道’ eムへてlト・入／ヘm



N申4v

（
霊
）

APEL, Dialogus, S
i
g
n
.
L
r
,
 p. 

146. A
F
F
O
L
T
E
R
,
 Institutionen, s. 

91-92 mit Fn. 1
 ti fJ e

判
醤
v

『
~
誕

j
~~！＠＇. 

草壁
e
ま
~
~
善
為
恒
二
，
＿
£
＼
~
い
ニ

.｛..！為
’
~

1
 J
 ~t
i
 calcearius Q

ど
♀

..C"'!lcarpentarius 
（
掛
＋
＜
同
）
る
絡
む
♂
£
い
エ

.｛..！~
Jシ
ザ

...J-R

_:i~ 
『
~
巡

j
~
t
i
J
J
小＿）.｛..！ま~~挙当

causa
efficiens e

援
活
~
＋
.
！
-
Q
!
l
~
，収1-4ロ

エ
ピ
ヨ
ヨ
杓
£
ν
ニ

i-0~
よ
か
:
m
i
F
者
全
帳

lt¢！
握
’
炉
布

兵
~

d
o
m
i
n
i
u
m
,
 obligatio, actio 

~
 ~
~
 ~
余
年
ゐ
剣
図
杓
£
い
；

；.｛..！兵
士
千

J台
。
ェ
。

Cf.
A
P
E
L
,
 Methodica, Sign. L

 2'. 

（
吉
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, S

i
g
n
.
L
r
,
 p. 

146. S
E
M
P
.
 Sic puto. Sunt ergo d

u
o
 universae lurisprudentiae capita, D

o
m
i
n
i
u
m
 

et Obligatio. S
U
L
P
.
 Sunt. Et ad haec duo, reliqua ominia quae sunt in legibus, referuntur. N

a
m
 sunt utriusque capitis 

vel parteis, vel species, vel
伺
U
泊
e
efficientes, vel effectus, vel adfinia, vel contraria, exceptis circumstantiis, quae et 

illa, 
et ista variant. 

（
さ
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. K

 gv, 
p. 

144. 

(
ｧ
)
 
A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. 

L
 4＇・L

4v, 
p. 

150-151. A
t
q
u
e
 hie te 

a
d
m
o
n
e
o
,
 n
e
 m
o
d
i
s
 acquirendi d

o
m
i
n
i
u
m
 c
u
m
 

contractibus, delictis, quasi contractibus, et quasi, delictis, p
a
r
u
m
 cautus confundas; neque e

n
i
m
 donationibus,…

et 

similibus, conventionibus, vel quasi r
e
r
u
m
 dominia transferuntur, sed traditionibus,…

et similibus modis. 

（
苔
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. L

 6', 
p. 

155. C
a
e
t
e
r
u
m
 ut haec o

m
n
i
a
 melius et exactius intelligerem, adiuvit m

e
 libellus 

Institution u
m
.
 

（
室
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. L

 6v, 
p. 

156. 

（
書
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. L

 6', 
p. 

155. Vgl. M
U
T
H
E
R
,
 Apel, S. 291; STINTZING, G

D
R
 I, s. 

292 .
 .｛..！~
j
 
A
F
F
O
L
T
E
R
,
 

Institutionen, S. 
82 ti

＇
ト
ー
て
弐
為
1
1
0
~
掛
申

p
r
a
e
l
u
d
i
u
m
~
 _:iν

エ
記
入

j柄
下
J

）；語1]11IT......Jド
二
時
心
縮
心
Q
当
時
挺
哲
岩
下

J崎
i-0

~
語
字
J
い
；
二
時
。

P
r
i
m
u
s
in ordine liber erat quails etiam hodie circumfertur, sic t

a
m
e
n
 ut titulus de lure personｭ

a
r
u
m
 p
r
i
m
u
m
 sibi l

o
c
u
m
 vendicaret, reliqui d

u
o
 tituli qui praecedunt essent universae tractionisρ

raelud白
人
）
二
小
斗

~
~
制
時
会
♂
や
嶋
崎
。

（
邑
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. L

 7', 
p. 157.…

Institutionum
 architectos, Tribunianum, Theophilum, et D

o
r
o
t
h
e
u
m
,
 

si 
a

 mortuis resurgant hodie. 

（
雪
）

APEL, Dialogus, Sign. L
 7v_M l', 

p. 
158-162 et Sign. M

 8'-M 8v, 
p. 

175-176.
醤

..C"'-1..j’~i-0
謡
¢
：
：
~
剰
~
!
l
σ
相
’
~
~
榊

（H
・

80N）恥同州制N∞叫和信州貯剥



的
u

甲4v

u. 
0
；
二
い
さ
主
’
M
U
T
H
E
R
,
Apel, S. 

235-236
，
巡
栴
：
1
0

s.
い

ti~
W
I
E
A
C
K
E
R
,
 P
G
N
2
,
 S. 164; a

u
c
h
 ID., A

p
e
l
s
 Dialogus, S. 68 

申
橿
睡

......J~o

（
さ
）

A
P
E
L
,
 Dialogus, Sign. M

 gr, 
p. 

175. E
s
t
 e
n
i
m
 Ratio a

n
i
m
a
 Legis. 

（
呂
）

~..L.j~4
（
」
再
会

J
（
~
＼
布

'V,.lJ...@gf樫
斗
）
~
絡
が
ト
Q
.
.
.
＠
~
苦
吟
唱
~
♂
ぷ
翌
二

0
f）
~
♂

ti Iト
h

Tく
ム
~
吋
b
択
に
慶
長
兵
~
~
括
会

1重苦

制
吋
’
＊
寝
込
題

{[]Ju.年ヨヨ......）~..，＠~
t-'~

時
。

（
ヨ
）

ius in re .lJ 
ius a

d
 r
e
m
 e
栓
時
，
u
d
o
m
i
m
i
u
m
 .lJ 

obligatio e
送
附
~
~
~
U
.
t
i
'
~
草
稿
令
で
哨
~
m
理
長
官
買
収
）
~
ド
エ

t(ao
jg榊

~l@'.1
説
会
｝
額
程

4眠
時
~
t
i
'

STINTZING, G
D
R
 I, s. 

295; A
F
F
O
L
T
E
R
,
 Institutionen, s. 

92. v
 gl. a

u
c
h
 T
H
E
U
E
R
K
A
U
F
'
 lex, s. 

197 mit Fn. 50. S
T
I
N
T
Z
I
N
G
 ti
昨
E
程
浜
岡
〈
布
時
~
~
:
m
i
恥
歪
紳

filu. 
ti 

!@'. 
1

 t-'崎
時
ム

J......J’
A
F
F
O
L
T
E
R

ti
昨
E
相
g.
.
，
＠
伯
母
ど
日
間
引

布
11出
」
込
怜

4眠
時

,.lJ；
レ
ト

0
~左利~・

Jus
a
d
 r
e
m
 1

 1
 
<
 ~ l町
古

S
T
I
N
T
Z
I
N
G
4
1
~
エ
ド
二
時
。

......J-R......J'
ius a

d
 r
e
m
心

obligatio

ti
！＠＇.似
や
柏
崎

,.lJJ
い

...＠
(ius a

d
 r
e
m
,
 quod est obligatio)' 

ius in re ti 
d
o
m
i
n
i
u
m
 ~
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K
F
E，
。F
、
吋
一Ef
E
E
伊
丹
ロ
位
。
ロ
o
p
m・
∞c
w〈
m
F
m
cの伊
∞
・
宏
・

（
郎
）
出
。
ョ
向
〉
Z
F
§
己
5
5
ι
s
a
g

－
∞
・Nω
［
原
文
は
強
調
］
ロ
ロ
円
四
∞
同
，

H
Z吋
N
H
Z
F
の
口
問
戸
∞
・N
g
・
好
美
・
』g
包
括

B

二
九
一
！

二
九
二
頁
は
主
と
し
て
出
。E
E
Z

に
依
拠
し
た
と
い
い
つ
つ
、
同
理
論
の
起
源
は
中
世
ロ
l

マ
法
学
に
求
め
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
アl
ベ
ル
は
、
こ
の
バ
ル
ト
ル
ス
を
引
用
し
て
、
導
き
の
星
と
し
て
い
る
」
。
し
か
し
、
図
。
司
冨
〉ZZ
に
よ
れ
ば
、
①
事
後
の
学

者
は
ア
l

ペ
ル
を
挙
げ
て
い
る
の
に
ア
l

ペ
ル
は
だ
れ
も
引
用
し
て
い
な
い
こ
と
、
反
対
に
、
②
自
己
の
見
解
を
意
識
的
に
バ
ル
ト
ル
ス

と
の
対
比
に
お
い
て
提
示
し
て
い
る
（k
r
g
H
J
宮
丘
宮
内
出
S
U
F
mロ
・
戸
句
）
こ
と
、
そ
し
て
、
③
み
ず
か
ら
旦
岳
7
E

仏
2
E

岳
に
独
自
性

を
標
梼
し
て
い
る
こ
と
（
国
片
o
m。
ω
。
－8
2

ロ
弘
吉2
5
E
Z
ω

巳
己
ロ
ω

注
目
。
ロ
2
0

［E
1

第
三
章
参
照
］
）
か
ら
、
ア1
ベ
ル
を
吾
己
5

・

5
。
ι
5

理
論
の
創
始
者
と
み
る
仮
説
は
「
そ
れ
ほ
ど
大
胆
な
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
」
。
も
っ
と
も
、
好
美
が
他
に
参
照
し
た
と

い
う
、
司
E
b

同
Z
、
口
広
切
の
目

f
ω
ω
i
m
ロ
可ω
何
百
出
口
訟
は
、
ア
1

ベ
ル
に
よ
り
「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
じ
め
で
は
っ
き
り
と
」
浮
か
び
上

が
っ
た
（
ω
－
g

と
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
印
）
も
参
照
。

（
印
）
（U。
H
Z
F
何
一
司
一
月
戸
∞
－

H
忍
・
た
だ
し
、
「
現
在
の
研
究
状
況
に
よ
れ
ば
」
と
い
う
留
保
付
。
ゎ
2
Z

の
の
評
価
を
引
用
す
る
の
は
、
津

野
・
権
原
と
取
得
方
法
二
二
二
頁
。
も
っ
と
も
、
今
日
で
も
評
価
は
揺
ら
い
で
い
な
い
。

J
N
m
F
の
E
E
w
司
君
思
開
Z
何
回f
N
R
S
昨
日
目

円
。
。
『
己
目
。

F
Oロ
F
O
F
B
〈
。
百
回
m
m
w
E
C
B
ω
2
4

司
2
σ
0・
百
一
一
司
g
g
の
F
E
岸
z
－w
。
－m
w
z
ωの
B
ω
ω
N

自
己
斗
（
｝
・
の
ゆ
σ
己
立
ω
g
m一
色m
w円
向
。σ
話
。
目
見
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さ
ロ
宮
の
F
E
－
－
。m
g
z
z
m，

B
C
E
o
p
E
E
宵
R
W
H
U
∞
少
ω
・
品ω
品
一
回g
乙
。
ω
広
君
田
口

z
p
E
S
8
5
の
F
F
E
N
ユ
－8
位
島
町

内
目
。
円
同
ゅ
の

F
Z
・
ロ
ロ
仏
印g
m
w
g
dユ
ω
ω
ゆ
ロ
再
開
同
州
民

F
N・
k
r
g出
・
回
色
・
Y
図
。
ユ
宮
＼
出
色
内
回
己

σ
2
m
N
c
c
p
m
H
園

H
F
ω・
N
也
司
P
N
H
・

（
邸
）
匂
ミ
忌X
S
S
は
通
称
名
で
あ
り
、
「
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
本
（
品g
w
g
R
ω
胃
2
v
g

母
国
ロ
岳
）
」
（
国
m
g

問
自
E
E

・
問
。
宮
町n
F
g

河
内
江
戸
デ
回
仏
・

N
・
p
w
s
z
・
5

品
ω
g
m
g
d
z
m
8
5与え
件
。
P

回
色
－p
d司
－s
s
m
c
w
m・H
H）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
そ

れ
が
は
じ
め
て
登
場
し
た
一
五
五
三
年
、
編
者
に
よ
り
「
い
く
ぶ
ん
恐
意
的
に
」
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ケl
ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
版
・

バ
チ
カ
ン
版
・
プ
レ
ス
ラ
ウ
版
に
は
ま
っ
た
く
タ
イ
ト
ル
は
な
く
、
お
そ
ら
く
一
五
七O
年
に
印
刷
さ
れ
た
手
稿
も
タ
イ
ト
ル
を
有
さ
ず
、

セ
ヌ
ト
ン
が
基
礎
に
し
た
手
稿
に
は
会
、
富
三
月
ミ
ミ
そ
し
て
、
ヴ
ィl
ン
版
に
は
E
B
B
m
g
s

宏
2
5

と
あ
る
。
「
つ
ま
り
、
本

来
の
タ
イ
ト
ル
は
ま
っ
た
く
確
定
で
き
な
い
」
。
〈
。zω
k
p
SのZ
J？
の
g

各
庁
Z
O
N
H
F
ω
・
M
g
L
g各
∞
・
N
E
・
旬
、R

ご
h
o
h
s一
般
に
つ

き
、
文
献
の
所
在
と
と
も
に
、
ロ
ロ
巴ω門
出
〉
F
N
毛
色
窓
口
E
M
m
w
ω
・
h
H
N
1
8
z
ロ
色
∞
・h
H
N司
ロ
・h
gピ
Z
B
Z

円
・

（
問
）
〈
。z
m
k
p
s
c
z
J
？
の
2

。
E
。
Z
O
N戸
ω
・
N
2
司
ロ
・σ
・
そ
の
ク
責
任
。
に
つ
き
、
〈
。
z
ω
k
p
SのZ
J円
は
「
アl
ペ
ル
が
こ
の
こ
と
を
伝
え
て

い
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
」
と
い
い
、
ア

l

ベ
ル
に
同
情
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
印
国
Z
同
一
H
Z
F
の
口
問
戸ω
・
N
8

の
仮
説
に

よ
れ
ば
、
「
ァl
ベ
ル
は
帝
の
な
え
凡
言
尽
き
な
の
手
稿
と
の
関
連
を
信
じ
て
い
た
」
。
①
四
O
O
年
前
の
作
品
と
い
う
見
積
［
ロ
タ
1

ル
伝

説
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
だ
ろ
う
］
、
②
ト
リ
ボ
ニ
アl
ヌ
ス
な
ど
が
復
活
す
れ
ば
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
所
見
［

E
2

第

二
部
E

参
照
］
を
み
よ
。
し
か
し
、
k
r
z，
。F
吋
E
f
z
a
広
三
宮
ロ
8

・
ω
－
g

は
、
ア
l

ベ
ル
は
両
者
の
相
違
を
「
完
全
に
精
確
に
」
認
識
し

て
お
り
、

ω
J「H
Z吋
N
H
Zの
の
批
判
は
「
ま
っ
た
く
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
」
と
い
う
。
ァl
ペ
ル
は
自
覚
的
に
宗
教
改
革
者
よ
ろ
し
く
、
ユ
ー

ス
テ
ィ
l

ニ
ア
l

ヌ
ス
帝
の
な
句
足
富
良S
S

を
誤
り
と
み
、
古
ロ
l

マ
の
法
学
者
、
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
・
パ

l

ピ
ニ
ア

l

ヌ
ス
・
ウ
ル
ピ

ア
l

ヌ
ス
と
し
て
振
舞
お
う
と
し
た
［
強
調
原
文
］
。ω
目
Z
吋
N
E

の
が
主
た
る
拠
り
所
と
す
る
②
の
セ
リ
フ
は
、
自
身
を
代
弁
す
る
ス
ル
ピ

テ
ィ
ウ
ス
で
は
な
く
、
ア
ル
ベ

l

リ
ウ
ス
に
語
ら
せ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（m
）
冨
C
J
E

一E
N
－
－K
F
H
5
r
ω

・
N
宏
・
旬
、
ぬ
の
を
h
a
g
の
代
表
的
な
版
は
ア
l

ベ
ル
の
報
告
と
、
次
の
点
で
配
列
を
異
に
し
て
い
る
。
①
第
一

巻
は
通
常
ど
お
り
F
E

住
民
m
E
E
円
ゆ
と
り
z
c
B
E
g
s

－F
か
ら
始
ま
り
、
同
芝
居
円
。
宮
話
。

5
2

自
は
そ
の
第
三
章
を
構
成
し
て
い
る
点
、

②
O
S
σ
5
目
。
島
町
各
国
町
民
E
g
－
－
－
Z

吋
は
第
三
巻
の
末
尾
で
は
な
く
、
u
o
。
σ
臣
官
昨
日
。
巳
σ
g
s
c
m
包
a
g
E
5
2
F

の
後
ろ
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
点
、
③
ロ
ω

品
。
ロ
州
民
日
。
巳

σ
g

の
章
は
分
割
さ
れ
ず
、
u
z
o
m丘
町
よ
り
ず
っ
と
前
、
u
o
E
E
ω
Z
F
2

ニ
間
口
。
B

三
宮
の
後

ろ
に
お
か
れ
て
い
る
点
。
旬
、
R
F
し
宅N
O－
＆
の
配
列
に
つ
き
、
国
o
n
E
Z
P。
2
u
g

－o
担
M
B
b
－
N
S
I
N
S・
た
だ
し
、
k
r
z，O
F
叶
一
見
の
ア
l

ベ
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ル
理
解
に
よ
れ
ば
、
①
の
点
は
相
違
に
挙
げ
ら
れ
な
い
。
前
掲
注
（
附
）
参
照
。
と
く
に
ケl
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
版
の
手
稿
と
の
相
違
に
つ

き
、
〈
。
z

∞
〉
〈E
Z
J
？
の
めω
岳
山
岳
同
九
戸ω
・
N
印
N
Z
ロ
ι
N
白
N
は
、
ア
l

ペ
ル
の
報
告
と
は
異
な
り
巻
・
章
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
冨
E

，
出
何
回f
k
r
u
o
－w
ω・
ω
N
h
H
司
ロ
－N
H∞
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
巻
に
つ
き
、

F
5
2
H
と
い
っ
た
表
題
は
な

い
け
れ
ど
も
、
新
た
な
巻
の
開
始
は
本
文
に
記
述
さ
れ
た
赤
い
表
題
と
赤
青
の
装
飾
大
文
字
で
一
不
さ
れ
［
強
調
原
文
］
、
さ
ら
に
、
第
二

巻
の
冒
頭
に
は
∞
ロ
芳
江
。
話
可R
S
Z

品
。
E
B

何
百
円ω。
ロ
ω
E
B
R
2
5
2

件
と
あ
る
し
、
ま
た
、
章
に
関
し
て
は
、
た
し
か
に
本
文
に

章
題
は
存
し
な
い
が
、
あ
ち
こ
ち
に
赤
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
記
号
が
付
け
ら
れ
、
ま
た
、
欄
外
に
は
朱
書
き
の
章
題
が
み
ら
れ
る
。

（
問
）
第
一
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
アl
ベ
ル
は
プ
ロ
イ
セ
ン
で
ケ

l

ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
図
書
館
を
司
る
立
場
［
同
ω
ロ
巳
2

］
に
あ
っ
た
以
上
、

「
か
れ
の
言
葉
を
信
頼
に
値
し
な
い
と
い
う
根
拠
は
存
し
な
い
」OK
F
EバV
H
H
E
r－
ロω
t
z
z。
ロ
g
w
∞
・8
l
笥
・
第
二
の
問
い
に
は
こ
う
応
え

ら
れ
る
。
ア
l

ペ
ル
の
み
た
も
の
は
切
ミ
忌
い
ミ
。
h
s

と
同
定
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
①
両
者
の
聞
に
は
相
違
よ
り
も
一
致
の
ほ
う
が
は

る
か
に
多
く
（
〈
。z
ω
〉
ヨ
の

Z
J？
の
g

岳
山
の
宮
九
戸
∞
・
8
H
1
8
8、
②
色
。
ロ
己
目
。
に
関
す
る
解
釈
も
と
も
に
同
一
で
あ
る
か
ら
（
品
。
ロ
己

Z

E
Z
円
〈

2
2
H
g
E
5
2
5
8

ロ
ω
g
ω
F
乱
。
ロ
忠
吉
目
。
丘
町g
g
m
w
H

己
注
目
m
w〈
。
Z
E
g

）
（
冨CH
，
同
一
何
回
f
k
F開
拓
ゲ
∞
・
N
也
N
）
。
〈m
H・m
w
R
F

回
。
。
関
塁
。
・
わ
。
吋
日
出
回
目
。

m
c
B
W匂
－u口
〈
・
円
凶M門
｝
門HM門
一
宮d同
，
回
一
何
回
N
W
Z
U四戸
∞
・
印
（
｝
同
一
∞
同
，

H
Z叶
，N
H
Z
F。
ロ
何
回
・
ω
・N
匂N
一
口O
C
2
Eロ
m
ωロ
c
E
ω
円
リ
出
〉F

N
d司
包
窓
口E
M
m－
m
・
h
g一
回
〉F己
向
島
〉

F
K
F℃
o
f
m－
S

・
第
三
の
問
い
に
関
し
て
は
二
つ
の
角
度
か
ら
応
答
さ
れ
て
い
る
。
一
に
よ
れ
ば
、
ア

l

ベ
ル
の
み
た
も
の
が
切
さ
の
ご
守h
s

の
原
型
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
今
日
で
は
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。
現
存
す
る
手
稿
は
註
釈
学
派

に
よ
っ
て
原
典
を
無
視
し
て
計
画
的
に
、
ユ
l

ス
テ
ィ

l

ニ
ア
l

ヌ
ス
帝
の
E
a
民
営
立S
S

に
合
わ
せ
て
修
正
さ
れ
た
も
の
。
こ
う
し
た

修
正
の
背
後
に
は
体
系
に
関
心
を
持
た
な
い
同
学
派
の
特
質
が
み
ら
れ
る
。
冨
E

，
回
一
何
回
f
〉
目
指
】
・
ω
・
N
也
h
pロ
ロ
仏
印
叶HZ
H，
N
H
Z
？
の
口
問
戸
∞
－

N
∞ω
・
他
は
、
アl
ベ
ル
は
通
常
の
手
稿
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
る
べ
く
修
正
を
く
わ
え
て
報
告
し
た
と
い
う
。
旬
、
ぬ
の
を
守

h
s

の
基
礎

に
あ
る
改
革
思
想
が
ア
l

ベ
ル
を
し
て
こ
う
し
た
修
正
に
駆
り
立
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
推
測
す
る
。
〉
Z
，
。F
吋
何
回f
z
a
E
H
H
E
ロ
8

・

ω
・
∞
叶
二m－
－
告
の
甘
口
包
囲ω門
戸
〉
F
N
d司
立
件
。
ロ
ロ
H
H
m
w∞・k
g・
前
者
に
は
、
す
べ
て
の
手
稿
が
同
学
派
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
た
の
か
、
か
れ
ら

が
体
系
に
無
関
心
で
あ
っ
た
な
ら
、
な
ぜ
そ
こ
か
ら
日
を
覚
ま
し
、
体
系
の
修
正
に
走
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
投
げ
掛
け
ら
れ
て
い

る
。

k
r
E，O
F
寸
何
回f
F
ω江
主
託
。
ロO
H
M－
∞
・
∞
也
・
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
よ
う
な
読
み
方
に
は
、
ア

1

ベ
ル
が
［
自
分
の
み
た
も
の
の
構
成
・

内
容
と
し
て
］
は
っ
き
り
と
報
告
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
冨
E

，
回
一E
f
〉
唱
。
－
u
・
N
句
史
〈
向
日
・
告
の
『
〈
。

z

印
k
p〈
同
のZ
J子
の
めω
の
『
片
町
一
行
m
w
N
ロ
・
∞
－Na
N司
ロ
・
の
・
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ヨハン・アーベルの法理論

（
同
）
ω
d
z同
，N
一
塁
。
・
の
り
何
回
・
∞
－

N
S
l
N匂
0
・
「
方
法
』
に
つ
き
述
べ
た
評
価
。
な
お
、
こ
れ
を
引
用
す
る
の
は
、
司
包
囲
）
思
窃
切
口
岡
山

F

当
字

芯
ロ
宮
町
や
∞
・
邑
∞
［
摘
示
し
て
は
い
な
い
が
引
用
な
の
は
明
ら
か
］
一
回
〉

F
目
白

g
k
p
M
f
k
F

円
高
ア
∞
・
8
・

（
問
）
呂
田
N
切
K
H
n回
一
巴f
k
F宮
町
宮
z
g
e
g
w
m・
ω
8
1
8
ご
邑
丹
司
ロ
・
∞
・
「
方
法
』
を
念
頭
に
お
く
が
、
巧
回
〉
口
白

F
K
F日
出Z
u
g
－
。m
g
w

ω
・
h
S
司
H
H・
印
み
ず
か
ら
「
そ
の
一
部
［
自
分
と
］
異
な
る
評
価
は
対
話
の
解
釈
に
も
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
反
論

は
初
版
（
H
U
－
－
句
。
z
J
m・
∞
印
）
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
み
た
と
お
り
第
二
版
で
も
立
場
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。

（
即
）
回k
p
F
H同
区

ω
k
p
P
K
F
H
X
F
ω

－
a
h日l
∞
∞
・

（
国
）
k
p司
句
。
F

、

B
F
F
卑
芹
三
宮
ロ
8

・
∞
・
定
・

（m川
）
ロ
ロ
巴ω
何
回
K
F同f
N
d司
巳
件
。
ロ
ロ
ロ
F
m
・
h匹
、
吋
・

（
附
）
回
〉F
国
民

ω
k
p
M
f
k
p

唱
。
－
・
ω
・
∞
∞l
S
・
区
別
の
相
当
性
の
例
と
し
て
は
、
所
有
権
は
物
を
消
滅
さ
せ
ず
に
放
棄
で
き
る
（
m
u
g
∞
の
回
）

が
債
権
は
放
棄
さ
れ
れ
ば
消
滅
す
る
（
ω
ωミ
k
r
z－
H
回
の
回
）
こ
と
（
ω
－
S

）
、
体
系
の
暇
庇
の
例
と
し
て
は
、
と
く
に
債
権
の
不
法
行
為

的
保
護
の
弱
さ
（
債
権
侵
害
論
〔
仰
∞
お
k
r
g・
H
回
の
回
一
色
ロg
ロ

ω
t
m
g河
内
出
宮
の
解
釈
〕
）
（
ω
・
2

）
を
挙
げ
る
。
な
お
、
物
権
債
権
と

い
う
権
利
の
ニ
区
分
は
債
権
も
物
権
と
同
様
に
譲
渡
可
能
と
の
認
識
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
が
債
権
譲
渡
を
有
効
と
す
る

m
ω∞
∞
切
の
切
に

結
実
し
た
と
み
、
債
権
の
譲
渡
性
の
文
脈
で
「
実
際
上
の
有
用
性
」
を
強
調
す
る
（
∞
－al
g
・
ミ
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ま
っ
た
く
異
な

る
評
価
を
与
え
る
の
は
、
当
回
〉
門
リ
同
一

E
f
司
。E
O
B
ロ

m
w
m・ω
印
0
・
峻
別
体
系
に
よ
れ
ば
債
権
の
「
財
産
帰
属
対
象
」
性
が
正
当
に
評
価
さ

れ
な
い
、
債
権
用
益
権
・
債
権
質
権
を
物
権
法
、
債
権
譲
渡
を
債
務
法
に
割
り
当
て
る
と
い
っ
た
体
系
上
の
混
乱
は
そ
の
現
れ
で
あ
る
と

断
じ
る
。

（
削
）
問
題
意
識
に
つ
き
、
水
津
太
郎
「
物
権
債
権
峻
別
論
の
意
義
と
限
界
」
三
色
旗
七
二
ハ
号
一
二
｜
一
六
頁
（
二O
O
七
年
）
参
照
。

（
脱
）
叶
回
開
口
一
回
開
〉

c
p
－o
p
m・
H
S
・
多
く
の
論
者
が
同
旨
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
側
面
を
も
っ
と
も
端
的
に
指
摘
し
て
い
る
の
は

同
，
回
開
口
何
回
出
内

K
F
C司
と
み
ら
れ
る
。

〔
追
記
〕

筆
者
は
今
夏
、
ド
イ
ツ
滞
在
の
折
、
回
〉
戸
寸
同
〉
ω
〉
M
f〉
旬
。
「
∞
－
h
p
ωを
頼
り
に
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
聖
ロ
ク
ス
墓
地
ヘ
ア

l

ベ
ル
の
墓
碑

銘
を
探
し
に
行
っ
た
が
、
発
見
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
直
接
当
人
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
論
文
で
は
二
次
文
献
に
依
拠
し
た
か
ら
詳
し
451 



い
こ
と
は
判
ら
な
い
、
同
〈
・
司
円
庁
内
F
。
守
2

調
印
－Z
ロ

m
g
・
』
。
冨
ロ
ロ
－
4
2
・
問
。s
g

に
調
査
を
依
頼
し
た
ら
ど
う
か
、
と
の
教
一
不
を
受
け

た
。
前
掲
注
（
お
）
に
お
け
る
同
庁
へ
の
調
査
依
頼
は
こ
う
し
た
経
緯
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
せ
っ
か
く
の
機
会
と
い
う
こ
と

で
、
か
れ
の
論
文
に
つ
き
事
実
関
係
お
よ
び
典
拠
の
所
在
を
中
心
に
い
く
つ
か
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
校
正
段
階
で
次
の
よ
う
な
返
答
を
受
け

た
（
掲
載
に
つ
き
当
人
了
解
済
み
）
。

論
文
は
当
時
［
二
O
O

一
年
］
脚
注
を
つ
け
ず
に
書
く
こ
と
と
さ
れ
た
［
参
考
文
献
を
論
文
末
尾
に
一
括
し
て
掲
げ
る
形
式
］
た
め
、
現

在
［
二
O
O

八
年
］
で
は
ど
こ
か
ら
事
実
を
引
き
出
し
た
の
か
を
完
全
に
跡
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

①
ア
l

ベ
ル
が
聖
堂
参
事
会
員
に
な
っ
た
年
（
前
掲
注
（
U
）
参
照
）
。
「
一
五
一
六
年
」
の
典
拠
は
不
明
。
②
聖
堂
参
事
会
員
と
枢
密
顧
問

官
の
関
係
（
前
掲
注
（
凶
）
（
日
）
参
照
）
。
聖
堂
参
事
会
員
は
司
教
座
聖
堂
に
属
す
る
聖
職
者
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
助
祭
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
に
対
し
て
、
枢
密
顧
問
官
は
司
教
の
職
務
を
引
き
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
聖
堂
参
事
会
員
と
は
な
ん
ら
の
関
係
も
な
い
。

③
ア
l

ペ
ル
の
解
放
日
（
前
掲
注
（
時
）
参
照
）
。
不
明
。
④
ル
タl
の
結
婚
式
（
前
掲
注
（
お
）
参
照
）
。
「
一
五
二
四
年
」
は
誤
植
、
「
一
五
二

五
年
」
に
訂
正
［
日
付
の
問
題
に
は
応
答
さ
れ
ず
］
。
⑤
『
対
話
』
の
支
持
者
お
よ
び
出
版
地
（
前
掲
注
（
お
）
参
照
）
。
「
シ
ュ
ロ
イ
プ
ナ

l

」

「
ケl

ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
」
と
い
う
の
は
伝
記
の
一
つ
に
依
拠
し
た
は
ず
だ
が
、
調
査
の
結
果
、
出
版
地
は
プ
レ
ス
ラ
ウ
と
判
明
［
支
持
者
の

問
題
に
は
応
答
さ
れ
ず
］
。
⑥
ツ
ア
ジ
ウ
ス
と
の
関
係
（
前
掲
注
（
凶
）
参
照
）
。
当
時
同
じ
く
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
が
、

や
は
り
な
に
も
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

最
後
に
、
ア
l

ベ
ル
理
論
の
意
義
に
つ
き
こ
う
ま
と
め
る
。
「
継
受
と
と
も
に
い
わ
ば
物
権
と
債
権
の
区
別
も
『
発
見
」
さ
れ
た
。
も
と

よ
り
ロ

l

マ
法
も
原
理
的
に
は
双
方
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
有
し
て
い
た
。
ア
l

ベ
ル
は
も
う
一
歩
進
み
、
こ
の
区
別
に
依
拠
し
て
法
の
体
系
構

築
を
基
礎
づ
け
た
。
ロ
ー
マ
法
再
生
の
端
緒
を
特
徴
づ
け
て
い
た
の
は
む
し
ろ
ロ

l

マ
法
源
の
非
体
系
的
な
改
訂
で
あ
っ
た
（
註
解
学
派
H

後
期
註
釈
学
派
）
。
体
系
構
築
の
試
み
は
も
と
も
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
特
別
な
関
心
事
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
。
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目
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